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要  旨 

 

Maritime Single Window（MSW）とは，船舶入出港に関する港湾関連行政手続を対象とした電子的

なワンストップ窓口であり，複数の行政機関への手続を一元的に行う情報システムである．世界的に

MSW の構築への取り組みが進められるなか，国際海事機関の簡素化委員会では，2011 年に発行された

MSW 構築のためのガイドライン（MSW ガイドライン）を全面改定し，MSW 構築方法の国際的なデジ

ュール標準として，2019 年に新たな MSW ガイドラインを各締約国政府に回章した．MSW ガイドライ

ンの改定作業にあたり，簡素化委員会によって会期間通信部会が設置され，同部会のコーディネーター

に第一著者が選出された．MSW ガイドラインは，同部会の議論に基づき取りまとめられた． 
本稿では，改定された MSW ガイドラインについて，改定作業におけるコーディネーターを務めた筆

者らの経験を踏まえて，改定に至る議論の経緯，改定の内容，特徴について述べる．さらに，外国にお

ける MSW 構築の事例検証に基づき，実践的観点から MSW 構築にあたって考慮すべき点の検討を行い，

電子申請の義務化など，MSW ガイドラインの活用にあたっての追加的な留意点を示す． 
本稿の内容は，わが国 MSW の更なる国際展開の支援ツールになることが期待される． 
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Synopsis 
 

This paper explains and analyzes the “Guidelines for Setting up a Maritime Single Window” (FAL.5/Circ.42, MSW 
Guidelines), which were issued in 2019. The establishment of maritime single windows (MSW) has been promoted 
worldwide, such that public authorities must now establish systems for the electronic exchange of information 

regarding port-clearance procedures, based on the amendments to the Annex to the 2016 FAL Convention. The EU 
directive (2010/65/EU) published in 2010 made the establishment of an MSW in EU member states mandatory, and 
some countries have set up MSWs in recent years. In 2017, to support the implementation of MSWs, the International 
Maritime Organization (IMO)/Facilitation Committee (FAL), which handles the FAL Convention, made a decision to 

start the amending process of “Guidelines for setting up a single window system in maritime transport 
(FAL.5/Circ.36).” The contents and descriptions of the MSW guidelines were discussed by participants of the 
Correspondence Group from 2017 to 2019, which was coordinated by the authors, and these were finally approved 
by FAL and subsequently circulated by the IMO.  

In this paper, we present the history of discussion of this amendment, the amended points, and the characteristics 
of the MSW guidelines. We also translate the MSW guidelines into Japanese. In addition, we suggest focal points for 
using the MSW guidelines based on a case study analysis of a pilot project in which an MSW was established in the 
United Kingdom. 
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1. はじめに 

 

1.1 背景・目的 

国連専門機関の一つである国際海事機関（International 

Maritime Organization ： IMO）の簡素化委員会（ The 
Facilitation Committee: 通称「FAL 委員会」）は，2016 年

に国際海上交通簡易化条約（Convention on Facilitation of 
International Maritime Traffic 1965，通称「FAL 条約」）附

属書の改正を決定し，条約批准国は，FAL 条約に規定さ

れている船舶入出港に関する港湾関連行政手続を処理す

る情報システムの設置義務が課され，また，Maritime 
Single Window（MSW）の設置が奨励された 1)，2)．MSW

とは，船舶入出港に関する港湾関連行政手続を対象とし

た電子的なワンストップ窓口であり，複数の行政機関へ

の手続を一元的に行う情報システムを示す*1．他方，欧州

連合（EU）においては，EU 加盟国に対して MSW の設置

を義務付けし，取組を進めている 3)．また，世界各国で試

行版も含めて MSW の構築が推進されており 4),5)，MSW
の構築に向けた取り組みが世界的に加速している． 
こういった状況のなか，わが国では官民一体となった

インフラシステムの国際展開を図る目的で，日本国政府

は「インフラシステム輸出戦略 6)」を策定し，これを受け

国土交通省では，「国土交通省インフラシステム海外展

開行動計画 7)」を策定している．これらの戦略や計画の具

体的な取組内容の一つとして，わが国で既に構築・運用

している「NACCS」とよばれる MSW の国際展開が掲げ

られている*2．わが国の MSW を国際展開すること，すな

わち，発展途上国に MSW を導入することにより，導入

対象国においては，港湾行政手続に関する処理の迅速化

や手続の透明性が確保される．さらに，円滑な物流，ひい

ては貿易の円滑化に繋がり，経済発展に寄与することが

期待される．同時に，わが国にとっても，導入対象国への

わが国企業の海外進出に資することが期待される 4)． 
具体的な取り組みとして，我が国は，ASEAN 諸国を対

象にした MSW 導入支援事業を 2012 年から 2014 年にか

けて実施し，ASEAN 域内での MSW セミナーの開催や

MSW 導入ガイドラインの策定を行ってきた．さらに，ミ

ャンマー政府からの要望に基づき，2013 年から同国への

MSW構築支援に取り組み，2018年には運用を開始した．

加えてカンボジア政府からの要望に基づき，2016 年から

                                                                 
*1 参考文献 4), 13)および本稿付録 A の MSW ガイドライン

3.4.2に基づき，筆者らが定義． 
*2 わが国 MSW の旧称は「港湾 EDI」であり，上記戦略・計画

においても旧称が用いられている．3.2に港湾 EDI と NACCS
の関係について解説あり． 
*3 全面改定として取り組んでいたが，2018 年の FAL42 会合

はカンボジアへの構築支援も開始しており，現在開発途

中である 4),8),9)． 
MSW の世界的な取り組みの動きを勘案すると，ミャン

マー，カンボジア以外にも，途上国を中心とした MSW 未

導入国から我が国に対して，MSW 構築支援への要望が拡

大することも想定される．今後の更なる国際展開という

観点からは，途上国に対し 1 対 1 で現地の要望を勘案し

て構築支援するという方法のみならず，わが国のMSWの

考え方を活かして MSW 構築方法を国際標準化すること

が重要である． 
このため，本稿では，わが国 MSW の更なる国際展開

ための支援ツールとなる資料の作成を目的として，MSW

構築方法の国際標準化に関する取り組みに着目する.  
 

1.2 IMO による MSW 構築ガイドラインの策定と本資料と

の関係 

MSW の構築方法に関して，IMO/FAL 委員会は，2011
年に MSW 構築のための指針「Guidelines for Setting up a 
Single Window System in Maritime Transport」（文書番号

FAL.5/Circ.3610)．以下「旧版 MSW ガイドライン」という．）

を策定している．しかしながら，2016 年の FAL 条約附属

書改正の着実な履行の促進や，2011 年以降の MSW を巡

る情報技術の変化へ対応するために，2017 年の第 41 回

FAL 委員会会合（FAL41 会合）において，旧版 MSW ガ

イドラインを全面改定することが議決された*3．この改

定作業にあたり，FAL 委員会の会期間において，インタ

ーネット・メールを活用した書類ベースの審議を行う，

会期間通信部会（Correspondence Group: CG）が設置され

ることになった． 
CG の設置にあたり，CG を運営し，議論を主導する役

割のコーディネーターに第一著者が選出され，日本国政

府によってコーディネートされることになった 11)．2017

～2019 年の間に開催された CG の議論を経て，2019 年に

「Guidelines for Setting up a Maritime Single Window」（文

書番号 FAL.5/Circ.4212). 以下「MSW ガイドライン」とい

う．）がサーキュラー*4として発効され各国に回章された． 

本稿では，コーディネーターを務めた筆者らの経験を

踏まえて，CG および FAL 委員会会合における議論の経

緯，改定の内容ならびに MSW ガイドラインの特徴を述

べる．加えて，MSW ガイドラインの和訳（仮訳）を行う．

の議論の結果，MSW ガイドラインの名称が旧版の「Single 
Window System in Maritime Transport」から「Maritime Single 
Window」に変更されたため，改定ではなく，新規作成の扱い

になった． 
*4 回章文書．IMO から各締約国政府への通達文書の意味． 
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これらは，わが国 MSW の更なる国際展開の支援ツール

になるとともに，今後，IMO/FAL 委員会における国際標

準化作業において，わが国が中心的役割を担うケースが

生じた際の参考になることが期待される． 

MSW ガイドラインは，構築にあたって網羅的・汎用的

に必要かつ重要な知識をまとめており，理論的な教科書

ともいえる．一方で，実際の MSW 構築にあたって特に

考慮すべき点を強調することはしていない．実践的観点

から MSW 構築にあたって考慮すべき点を把握しておく

ことは，MSW ガイドラインの活用にあたっての追加的な

留意点となり，我が国 MSW を国際展開するにあたって

の重要な視点である． 

このため，本稿では，外国において近年開発された

MSW 構築の事例検証を行い，構築にあたって考慮すべき

内容の検討を行う．具体的には，電子化先進国の英国に

おいて 2016 年から運用が開始された MSW に着目し，そ

の内容を分析するとともに日英比較を行い，構築にあた

って考慮すべき点を明らかにする．それらの点とMSWガ

イドラインとの関連性を示し，MSW ガイドラインの活用

にあたっての留意点の考察を行う． 
 

1.3 構成 

本資料の構成は以下のとおりである．2 章は，MSW ガ

イドラインの改定議論の経緯・進め方を整理する． 3 章

は，改定内容を踏まえた MSW ガイドラインの特徴を整

理・分析する．4 章は，MSW 構築にあたっての考慮すべ

き点を考察する目的で，英国における MSW とその関連

システムの状況の整理分析および日英比較を行う．5 章

は，4 章の結果に基づき，MSW 構築にあたって考慮すべ

き点の検討を行い，それらの点と MSW ガイドラインと

の関係を示し，MSW ガイドラインの活用にあたっての留

意点を考察する．なお，4，5 章については，「飯田純也, 

渡部大輔, 鈴木健之, 福原智幸, 永田健太: 英国における

港湾関連行政手続システムの試行的構築・運用の分析と

考察，運輸政策研究（早期公開版），pp.1-12, 2019.」13)の

内容を一部修正・加筆，再構成して引用したものである． 

また，付録AにMSWガイドラインの和訳を掲載する．

ただし，付録 A の和訳は仮訳であり，正確には原文 12)に

あたって頂きたい．原文は， IMO の公式サイト

（http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/docs/FAL%20

related%20nonmandatory%20instruments/FAL.5-Circ.42.pdf）
からダウンロードが可能である．付録 B には，MSW ガ

イドラインの個別章節の改定内容を解説する．付録 C に

                                                                 
*5 TSW の詳細な定義については，MSW ガイドライン 3.4.3

を参照されたい． 

は，全体構成（章節構成）の新旧対照表を示す． 
なお，以降MSWガイドラインの章節番号については，

本稿の本文中の章節番号と区別するために，ゴシック斜

体で示す． 
 

 

2. MSW ガイドラインの改定に向けた議論の経緯・

進め方 

 

2.1 概要 

2011 年に策定された旧版 MSW ガイドラインは，章・

節の不適切な配置，類似内容の再掲，冗長な説明による

分量過多，さらに対象読者未設定に起因する雑多な記述

といった課題があり，全体構成の見直しが必要であった．

また，一部の情報技術に対する過度に詳細な説明や陳腐

化技術の掲載など，個別の記載内容も修正が必要であっ

た．さらに，附属書 A に掲載されていた MSW 各国事例

は，記載項目が統一されておらず，記載分量や内容に差

異がありすぎ，事例によっては概要すら理解できないも

のもあった． 

このような課題に対応するため，コーディネーターは，

全体構成の見直し，分量の削減，（情報技術の急速な発展

を見据えて）詳細な情報技術内容の削除，MSW 各国事例

記述向けテンプレート作成を改定の柱とした．また，運

用・保守など旧版 MSW ガイドラインに含まれていない

ものの，MSW の構築と併せて検討が必要な内容について

も追記する方針とした． 
上記方針に基づき，FAL41～FAL42 間に設置・開催され

た CG（CG_FAL41-42）では，コーディネーターがまず

MSW ガイドラインの改定草案を執筆し，それに基づいて

CG に参加表明を行った締約国政府等（CG メンバー）と

議論を進めていった．審議は 3 回行い，各審議の進め方

は基本的に以下のとおりであった． 
 コーディネーターが，審議のための論点ペーパーと，

（前回までの議論や論点を含めた）MSW ガイドラ

イン改定草案を作成して，CG メンバーに送付． 

 CG メンバーが論点の検討および意見作成を行い，

コーディネーターへ送付． 
 コーディネーターが CG メンバーからの意見を取り

まとめ，次回 CG に向けた論点整理を実施． 

概ね 2 ヶ月の期間で上記サイクルを回して，審議を運営

した．CG メンバーからは，MSW と通関・輸出入手続処

理システム（Trade Single Window: TSW*5）との概念の分
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離や情報技術の掲載内容などの意見をはじめ，のべ約 970
の意見*6が寄せられた．これらの審議結果を踏まえて，コ

ーディネーターが MSW ガイドラインの改定草案と論点

をまとめて改定作業の中間報告書 14)を作成し，FAL42 会

合に提出した． 
FAL42 会合の議論では，CG_FAL41-42 において結論が

得られなかった項目のうち，MSW と TSW の概念分離や

国際標準規格（ISO28005-2）と FAL 様式*7の項目におけ

るデータ表現定義の対応表のあり方など優先順位が高い

10 項目について議論を行い，これらの項目に対する執筆

方針を定めた．また，これらの議論の他に，国際海運会議

所（International Chamber of Shipping: ICS）から FAL42 会

合に提出された提言文書（FAL42/5/1）15)に基づき，MSW
構築にあたっての全体的なアプローチの概念を改定

MSW ガイドラインに反映させることになった．

FAL42/5/1 は，IMO が当時推進していたプロトタイプ

MSW*8の開発にあたり，技術的な観点よりも，全体的な

アプローチに着目すべきという提案である．全体的なア

プローチとは，例えば，MSW への申請項目は最小限にす

べきや，一度のみの申請で手続を処理するための申請手

続方法や申請様式を用いるべきなど設計の考え方である．

この提案は，上記のとおり，プロトタイプ MSW の議論

への提言文書であったが，FAL42 の議論の結果，この内

容を MSW ガイドラインに反映することになった．これ

ら FAL42 の議論を踏まえて，引き続き MSW ガイドライ

ンの改定作業を行うための CG を FAL42~FAL43 の間に

再度設置することが議決された 16)． 
FAL42-43 間に設置・開催された CG（CG_FAL42-43）

では，FAL42 で提示された検討方針に沿って，MSW 構築

のための全体的なアプローチ概念の追加や上記 10 項目

への対応，また，前回 CG_FAL41-42 で結論が出ず，かつ

時間の都合で FAL42 でも議論ができなかった章節を考慮

して，コーディネーターがガイドラインの改正草案を執

筆し，それに基づき議論を行った．CG_FAL42-43 におい

ても 3 回の審議を行い，CG メンバーから，のべ約 670 の

意見が寄せられた．審議における議論を踏まえて，CG と

                                                                 
*6 意見の数には，コーディネーターが CG メンバーに提示した

選択肢への CG メンバーからの回答も含む． 
*7 FAL 条約附属書により定められた港湾関連行政手続の申請

様式．次の 7 つの様式が定められている．  
FAL 様式 1：General Declaration，一般申告書 
FAL 様式 2：Cargo Declaration，貨物申告書 
FAL 様式 3：Ship’s Stores Declaration，船用品申告書 
FAL 様式 4：Crew’s Effects Declaration，乗組員携帯品申告書 
FAL 様式 5：Crew List，乗組員名簿 
FAL 様式 6：Passenger List，旅客名簿 
FAL 様式 7：Dangerous Goods，危険物積荷目録 

しての MSW ガイドラインの改定草案がまとめられ，CG
メンバーより概ね合意は得られた．しかしながら，意見

が分かれて合意または妥協に至らなかった課題および時

間切れにより議論できなかった課題が 32 項目（用語の定

義，ベンチマークの記載可否，8章の構成など）残った．

これらの審議結果を踏まえて，コーディネーターが MSW
ガイドラインの改定草案と論点をまとめて最終報告書 18)

を作成し，FAL43 に提出した． 

FAL43 会合の議論では，対面により上記 32 項目につい

て議論した．参加者による議論の結果，全ての残課題に

ついて合意または妥協に至り，MSW ガイドラインが改定

された 19)． 

 

2.2 FAL41-42会合・会期間通信部会の議論14) 

2.2.1 FAL委員会からの付託事項 

CG は，FAL 委員会からの Terms of Reference（TOR：付

託事項）に基づき議論を行うことになる．FAL41 会合に

おいて FAL 委員会から CG に付託された事項は以下のと

おりである． 
(1) 2016 年に改正された FAL 条約，FAL41 会合総会で表

明された意見，（FAL41 に提出された文書の）FAL 41/5/220)

および現在の慣例を勘案し，付録 A に記載するベストプ

ラクティスを含めて FAL.5/Circ.36（旧版 MSW ガイドラ

イン）の見直しを行う． 

(2) FAL42 において検討するため，2011 年の FAL.5/Circ.36
承認以降における海上貿易，システム間連携，加盟国間

の協力およびその他関連事象の動向を正確に反映させた

改定 FAL.5/Circ.36 草案を作成する． 

(3) 作業の進捗を FAL42 会合に報告する． 
 

2.2.2 参加国・組織 

CG への参加国・組織は，合計 28 であった． 

参加国は，チリ，中国，ドイツ，ギリシャ，日本，ラト

ビア，オランダ，ノルウェー，マレーシア，マルタ，マー

シャル諸島，大韓民国，スペイン，スウェーデン，トルコ，

英国，米国（計 17 ヶ国）である．また，国連専門機関と

*8 プロトタイプ MSW とは，2016 年の FAL 条約附属書改正に

より，港湾関連行政手続を電子的に処理するシステムの設置義

務と MSW の設置勧告がなされたことに対する，IMO が打ち出

した MSW 未導入国への支援プロジェクトである．このプロジ

ェクトは，IMO がプロトタイプ MSW を開発して，未導入国に

普及させるという内容であった．しかしながら，FAL42 会合に

おいて，当該プロジェクトについてメンバー国からの提案が少

ないこともあり，メンバー国からの個別の要請がない限り少な

くとも FAL45 会合までは休止することが決定された 16)． 
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して，国際連合欧州経済委員会（UNECE）が参加した．

加えて，非政府組織として，国際海運会議所（ICS），国際

標準化機構（ISO），国際海上通信委員会（CIRM），国際

荷役機械システム協会（ICHCA），国際独立タンカー船主

協 会 （ INTERTANKO ）， 国 際 船 舶 管 理 者 協 会

（INTERMANAGER），国際港長協会（IHMA）, 海運仲介

業者および船舶代理店協会世界連盟（FONASBA）, 国際

運輸労連（ITF）．国際港湾コミュニティシステム協会

（IPCSA）（計 10 組織）が参加した． 
 

2.2.3 議論の進め方 

 2017 年 8月から 2018年 2月までの 7ヶ月間において，

3 回審議を開催した．審議は，メールを通して書面ベース

で行った． 
 第１回目の審議では，コーディネーターは，CG の議論

を導くための基本文書として，MSW ガイドラインの改定

草案とその解説を準備・提示し，CG メンバーに意見を求

めた． 
第 2 回目の審議では，コーディネーターは，第 1 回目

の審議に寄せられた意見に基づき，重点的に議論すべき

主な課題を抽出し，CG メンバーに意見を求めた． 
第 3 回目の審議では，コーディネーターは，第 1 回目

と第 2 回目の審議に寄せられた意見を，MSW ガイドライ

ンの改定草案に反映し，また更なる議論が必要な課題を

抽出して，それについて CG メンバーに意見を求めた． 
 

2.2.4 議論結果 

(1) 主な議論結果 

議論の結果，得られた主な成果は次のとおりである． 
①ガイドラインの構成 
新たな全体構成（章構成）を提示した． 

②分量削減 

引用や Web リンク先アドレスを用いて可能な限り文章

を削減し，本文の分量を削減した． 
③技術の詳細 
急速に発展・変化する情報技術の詳細には触れない方

針とした． 
④附属書 A（MSW 事例） 
旧版MSWガイドラインの附属書Aに記載されたMSW

ベストプラクティス集（締約国政府のMSW導入事例集）

については，各国の記載項目に統一性がなく，結果とし

て記載分量に差異が大きく生じていた．このため，テン

                                                                 
*9 11 対 4 で「概念分離すべき」が「概念分離すべきでない」

を上回った．なお，CG 全ての参加者が全ての議論項目に意見

を表明するわけではなく，日和見をする参加国もいるため，

プレートを用意して可読性を向上させることにした．ま

た，CG は，FAL 委員会が締約国政府に当該テンプレート

への記載を促すことを，FAL 委員会に対して FAL42 会合

で求めることにした． 

(2) 記載内容の議論 
 個別章節の記載内容の議論結果については，付録 B に

記載するが，ここでは，全体に関わる議論について取り

あげる． 

①対象読者 
 旧版 MSW ガイドラインでは，対象読者が未設定とい

うこともあり，記載内容に偏りがみられた．このため，対

象読者について，CG において議論を行い，以下の内容で

CG メンバーから合意を得た． 
『2.1 対象読者 
本ガイドラインが対象とする読者は，MSW の開発

または更改に責任を負う公的機関または行政機関お

よび MSW 導入を公的機関等に奨励する加盟国政府

である．各国の状況に応じて，加盟国政府は公的機

関または行政機関の役割を果たすことがある．本ガ

イドラインは，公的機関または行政機関およびその

他の関係機関の代わるコンサルタントにとっても有

用である．』 
②MSW と TSW の概念分離 
 MSW と TSW の概念分離を行うか否かについて CG で

議論がなされた．これは，ガイドライン作成という観点

からみると，MSW と TSW という用語をそれぞれ個別に

明確に定義すべきかどうかである． 
 議論の結果，多数が MSW と TSW を分離すべきという

意見であったものの*9，本内容はガイドラインを検討す

る上で重要な課題であるため，FAL42 で議論を行うこと

にした．分離・非分離に対する CG メンバーから寄せら

れた意見の論拠は表-1のとおりである． 

(3) 議論の成果物 
 CG_FAL41-42 の議論を取りまとめて，FAL42 会合での

議論を行うために，コーディネーターが報告書素案を作

成し，CG メンバーからの合意を得た上で，日本国政府か

らの提出文書として FAL 委員会に報告書 14)を提出した． 
 

2.3 FAL42 会合の議論 16) 

 FAL42 会合では，2.2に示した CG の報告書（文書番号

FAL42/8）14)に基づき議論がなされた． 
 FAL 委員会は，FAL42 会合総会において，CG により報

2.2.2の参加国・組織の合計とは一致しない． 
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告された MSW ガイドラインの改定に関する，①新たな

章節構成，②本文の分量削減，③急速に変化する情報技

術の詳細には触れずに総括的な内容とする方針，④MSW
ガイドライン附属書 A（MSW 事例集）を作成するために，

MSW を保有している国に対する情報提供依頼，について

言及した． 
 また, FAL 委員会は FAL42 会合に設置される電子ビジ

ネス Working Group（WG）に対して，旧版 MSW ガイド

ラインの改定作業の議論と，次回 FAL43 会合までに CG

の再設置が必要かどうかの検討を行うことを付託した． 
上記 WG では，合計 50 の国・組織の参加*10の下，

                                                                 
*10 電子ビジネス WG（FAL42） 
・参加国（38 ヶ国）：アンティグア・バーブーダ，アルゼンチ

ン，オーストラリア，バハマ，ブラジル，カナダ，チリ，中

国，キプロス，デンマーク，フィンランド，フランス，ドイ

ツ，ギリシャ，インドネシア，イラン，イタリア，日本，ラ

トビア，リベリア，マーシャル諸島，メキシコ，オランダ，

ナイジェリア，ノルウェー，パナマ，ペルー，フィリピン，

ポーランド，ポルトガル，大韓民国，ロシア，スペイン，ス

ウェーデン，トルコ，アラブ首長国連邦，ウクライナ，米国 
・準加盟メンバー（1 地域）：香港 
・国連専門機関（1 機関）：国際連合欧州経済委員会 

CG_FAL41-42において結論が得られなかった項目のうち，

優先順位が高い以下の 10 項目について議論を行った．そ

の結果，各々の項目に対して以下に記す方針に沿って，

今後 MSW ガイドラインの改定作業を進めることになっ

た 21)． 

(1) MSW 事例集の記載項目 
MSW 事例集テンプレート（附属書 A）の記載項目を整

理すること． 
(2) 適用可能性がある新技術 

AI（人工知能）技術など適用可能が見込まれる新技術

の記述（附属書 D 第 2章*11）を削除すること． 

・政府間組織（2 組織）：世界税関機構（WCO），欧州委員会

（EC） 
・非政府組織（8 組織）：国際海運会議所（ICS），国際標準化機

構（ISO），ボルチック国際海運協議会（BIMCO），国際船級

協会連合（IACS），国際独立タンカー船主協会

（INTERTANKO），海運仲介業者および船舶代理店協会世界

連盟（FONASBA）, 国際運輸労連（ITF）．国際港湾コミュ

ニティシステム協会（IPCSA） 
*11 CG_FAL41-42 の結果として報告された FAL42/8 の附属書 D
第 2章を示す． 

 

表－1 MSWとTSWの概念分離に関する参加国・組織からの論拠のまとめ 
 

 論拠 
分離すべきであ

る 

 処理の目的，要件およびシステムの主なユーザーの観点から，MSW と TSW との間には違いがある． 
 TSW は，通関手続き，輸出入許可，植物検疫など，貨物の輸出入に必要とされるすべての手続きを簡素化す

るという観点から，貿易円滑化に重点が置かれる傾向がある．一方で，MSW は寄港に必要な情報を行政当

局に報告するという観点から海運に重点が置かれる傾向がある．MSW は FAL の貨物申告書など貨物手続き

を含む場合もあるが，一般的に税関申告を含むわけではないため，必ずしも通関手続きが開始されるわけで

はない． 
 MSW と TSW とを分離することで，プロジェクト全体の開発・実装期間が短縮される． 
 MSW と TSW の目的，要件および主なユーザーはあまりに大きく異なっているため，現実的な時間枠の中で

（両者を統合したシングルウィンドウの構築という）成果を上げる可能性は低い． 
 MSW と TSW を分離することは，2 つのシステムの違いと，システムを統合するために規制当局と業界の両

方に求められる作業の複雑さを示している． 
 MSW と TSW の非分離は適切であるが，新規システムを設計するためのガイドラインとして，様々なタイプ

のシングルウィンドウが存在し，使用実績があることを読者に認識させることが極めて重要である．どのよ

うな新規のシングルウィンドウを計画する際も，新しいシングルウィンドウを究極のシングルウィンドウ

（TSW と MSW の両方を含むもの）にするのか，MSW のみにするのかを決める前に，この点を慎重に検討

することが必要である． 
 TSW の設計と構築に際しては，本書に記載されている内容をはるかに上回る多くの情報が必要である． 
 船舶と陸との間の効率的な電子情報交換を円滑化するために両者を分離して，主に船舶と港湾に関連する安

全とセキュリティに関する情報の要件のみに対処する方がよいと考えられる． 
分離すべきでな

い 

 MSW と TSW の機能が重複することがある． 
 MSW と TSW の 2 つのシステムが存在すると，ユーザーの負担が増す可能性がある． 
 効率性の点から，情報要請の重複を回避するために，シングルウィンドウは 1 つだけにすべきである． 
 MSW は輸送と貿易（輸送は貿易の一部）の円滑化を目的とする．MSW は，船舶，乗員および貨物に関する

報告を網羅する．貨物に関しては安全性の側面（危険物など）と経済的な情報（通関に関する情報）が含ま

れる．こうした情報はシングルウィンドウを通じて関係当局の保有するシステムに伝達される． 
 追加機能の余地を残しておくために，TSW，CSW または MSW かではなく，シングルウィンドウについて議

論することが賢明と思われる． 
 MSW，TSW という 2 つの別個のシングルウィンドウの存在設定は，紛らわしい． 
 MSW ガイドライン 5.3.1 節は，ほとんどの MSW が，TSW によって輸送形態の一つとして処理される手続

の多くを対象にしていることを示す． 
 

出典：FAL42/814)より 
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(3) MSW と TSW の概念分離 
MSW と TSW の概念を分離すること． 

(4) 国際海上貿易概要 
国際海上貿易の概要の章（4章）の記述分量を削減する

こと． 
(5) 附属書 B（MSW 関連システム） 
附属書 B（MSW 関連システム）を附属書 A（MSW 事

例集）に統合すること． 

(6) MSW の相互運用性 
MSW の相互運用性（7章）を削除しないこと． 

(7) タイトル 
ガイドラインのタイトルを，「Guidelines for Setting up a 

Single Window System in Maritime Transport 」 か ら

「Guidelines for Setting up a Maritime Single Window」に変

更すること． 
(8) 技術的アプローチ 

技術的アプローチに関する新たな章を追記しないこと． 
(9) データ要素定義の対応表 

FAL 様式，船舶保安情報，廃棄物申請に用いるデータ

要素と ISO28005-2 との対応表については削除し，別の非

公式 CG で現在検討中の FAL 便覧（船舶入出港に関する

手続の申請情報を電子データで表現する方法の指針）17),

＊12を参照する旨を記述すること． 
(10) 「system」と「environment」の用語の使い分け 

「system」と「environment」の単語の使い分けを文脈に応

じて行うこと． 
また，上記 10 項目の議論の他に，ICS から FAL42 会合

に提出された提言文書（FAL42/5/1）15)に基づき，MSW 構

築にあたっての全体的なアプローチの概念を改定 MSW
ガイドラインに反映させることになった．FAL42/5/1 は，

IMO が当時推進していたプロトタイプ MSW の開発にあ

たり，技術的な観点よりも，全体的なアプローチに着目

すべきという提案である．全体的なアプローチとは，例

えば，MSW への申請項目を最小限にしたり，一度のみの

申請で手続を処理したり，また，そのための申請様式の

適用といった設計の考え方である．この提案は，上記の

とおり，元々，プロトタイプ MSW の開発に対する提言

文書であったが，WG の議論の結果，この内容を MSW ガ

イドラインに反映することになった． 
また，上記の議論結果を踏まえて，引き続き MSW ガ

イドラインの改定作業を行うための CG を FAL42~FAL43

                                                                 
*12 FAL 便覧とは，「IMO Compendium on Facilitation and 
Electronic Business」（文書番号：FAL.5/Circ.41）17)を指す．2019
年に発行された最新版の FAL 便覧は，港湾関連行政手続きの申

告に用いるデータ要素の整理・定義および電子データの情報概

の間に再度設置する方針になった． 
上記の WG の議論の結果は，FAL42 会合総会において

承認された． 
 

2.4 FAL42-43 会合・会期間通信部会の議論18) 

2.4.1 FAL委員会からの付託事項 

FAL42 会合において，CG の再設置が議決された． FAL
委員会からCGに付託された事項は以下のとおりである． 

(1) 2016 年に改正された FAL 条約，FAL42 会合総会で表

明された意見，（FAL41 に提出された文書の）FAL 42/5/115)，

FAL42/814)，及び現在の慣例を勘案し，FAL.5/Circ.36（旧

版 MSW ガイドライン）10)の見直しを継続する． 

(2) FAL43 で検討するため， FAL.5/Circ.36 の改定草案を

完成させる． 
 

2.4.2 参加国・組織 

CG への参加国・組織は，合計 34 であった． 
参加国は，オーストラリア，ブラジル，チリ，中国，フ

ィンランド，フランス，ドイツ，日本，ラトビア，リベリ

ア，マレーシア，マルタ，マーシャル諸島，メキシコ，オ

ランダ，ノルウェー，大韓民国，スペイン，スウェーデン，

トルコ，ウクライナ，米国（計 22 ヶ国）である．また，

国連専門機関として，国際連合欧州経済委員会（UNECE），
政府間組織として，世界税関機構（WCO）が参加した．

加えて，非政府組織として，国際海運会議所（ICS），国際

標準化機構（ISO），国際海上通信委員会（CIRM），国際

荷役機械システム協会（ICHCA），国際独立タンカー船主

協 会 （ INTERTANKO ）， 国 際 船 舶 管 理 者 協 会

（INTERMANAGER），国際港長協会（IHMA）, 海運仲介

業者および船舶代理店協会世界連盟（FONASBA）, 国際

運輸労連（ITF）．国際港湾コミュニティシステム協会

（IPCSA）（計 10 組織）が参加した． 

 

2.4.3 議論の進め方 

2018 年 7 月から 2018 年 12 月までの 6 ヶ月間におい

て，3 回審議を開催した．審議は，メールを通して書面ベ

ースで行った． 
 第１回目の審議では，コーディネーターは CG の議論

を導くために，FAL42 会合の議論結果をレビューし，ま

た，前回 CG で結論が出ず，かつ時間の都合で FAL42 に

おいて議論できなかった章節を特定した．これらに基づ

念の構造化を行ったものである．このため，UN/EDIFACT など

の特定のメッセージ形式の適用を前提としていない．5.6も参

照されたい． 
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き，CG での審議が必要な章節を明示した上で， MSW ガ

イドラインの改定草案を提示した． 
 第 2回目の審議では，第 1回目の審議結果をふまえて，

合意に達しなかった，妥協点を見いだせなかった，ある

いは十分に議論されなかった内容を示し，論点を整理し

た上で，MSW ガイドラインの改定草案を提示した． 
 第 3回目の審議では，第 2回目の審議結果を踏まえて，

さらに議論が必要な内容を示し，論点を整理した上で，

MSW ガイドラインの改定草案を提示した．また，FAL42
の議決に基づき，自国に MSW を保有している CG メン

バーに対して，MSW 事例集を作成するための記入様式へ

の記入を依頼した． 
  

2.4.4 議論結果 

 CG で議論を行い，主に次の成果が得られた．なお，個

別の記載内容の議論については，付録 Bに記載する． 

(1) ICS 提案による MSW 構築のための全体的アプローチ

概念を 改定 MSW ガイドライン草案へ反映した．ただ

し，記載内容の一部については，合意または妥協に至ら

なかった． 

(2) FAL42 で示された 10 項目の方針（2.3参照）について

対応し，改定 MSW ガイドライン草案に反映した． 
(3) 前回の CG_FAL41-42 で決着できなかった課題のうち，

時間の関係上 FAL42 で審議されなかった項目について議

論を行った．ただし，一部の項目については，合意または

妥協に至らなかった． 
上記の合意または妥協に至らなかった項目は合計 32

となった．これらは FAL43 で議論することになったが，

コーディネーターは FAL43 の議論を円滑に行うため，す

べての項目に対して CG メンバーの意見を集約して選択

肢を用意した．  
 このように 32 項目については残課題として，FAL43 会

合で議論を行うことになったものの，その他の MSW ガ

イドラインの改定草案の内容については CG メンバーに

より概ね合意された． 
 また，改定 MSW ガイドラインは， UN/CEFACT 勧告

第 33 号 22)を引用している箇所がある．UN/CEFACT 勧告

第 33 号 と は ，「 Recommendation and Guidelines on 

                                                                 
*13 電子ビジネス WG（FAL43） 
・参加国（36 ヶ国）：アルジェリア，アンティグア・バーブー

ダ，アルゼンチン，オーストラリア，ブラジル，カナダ，チ

リ，中国，クロアチア，デンマーク，フィンランド，フラン

ス，ドイツ，インド，インドネシア，イタリア，日本，リベ

リア，マレーシア，マーシャル諸島，メキシコ，オランダ，

ナイジェリア，ノルウェー，パナマ，ペルー，ポーランド，

ポルトガル，大韓民国，ルーマニア，サウジアラビア，シン

ガポール，スウェーデン，トルコ，アラブ首長国連邦，ウク

establishing a Single Window, Recommendation 33」を指す．

これは，貿易・輸送に関して，複数の機関に対する申請や

届出情報を一元的に処理する電子的なワンストップ窓口

（Single Window：シングルウィンドウ）の構築のための

ガイドラインである．この勧告は，UNECE（The United 
Nations Economic Commission for Europe ：国際連合欧州経

済委員会）の下部組織である UN/CEFACT（The United 
Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business，

貿易簡易化と電子ビジネスのための国連センター）によ

って発行されている．しかしながら，UN/CEFACT 勧告第

33 号は，CG_FAL42-43 の開催期間中と同時期に，

UN/CEFACT により改訂作業が進められていることが明

らかとなり，改訂内容と MSW ガイドラインの記載内容

との整合性について議論となった．コーティネーターは，

UN/CEFACT を所管する UNECE と協議を行い，その時点

での改訂勧告第 33 号との整合性をとった．しかしながら，

勧告第 33 号の改訂作業は，2019 年の春期を目処にして

いたため，CG_FAL42-43 の開催期間後に勧告第 33 号の

改訂内容が変更される可能性もあることから，FAL43 会

合において，両者の整合性について再度議論することに

した． 
これらを取りまとめて，FAL43 会合での議論を行うた

めに，コーディネーターが報告書素案を作成し，CG メン

バーからの合意を得た上で，日本国政府からの提出文書

として FAL 委員会に報告書（文書番号 FAL43/918) および

FAL43/INF.223)）を提出した． 
 

2.5 FAL43 会合の議論 19) 

 FAL43 会合では，2.4に示した CG の報告書（文書番号

FAL43/918)および FAL43/INF.223)）に基づき議論された． 
 FAL43 会合総会において，ある代表団は，情報の標準

化と調和が MSW 構築の重要な要素である意見を表明し

た．この意見を受けて，MSW ガイドラインの改定議論に

この点を反映させることになった． 
 また，FAL 委員会は FAL43 会合に設置される電子ビジ

ネス Working Group（WG）に対して，FAL43/9 に基づく

改定 MSW ガイドラインの検討を付託した． 
WG では，51 の参加国・組織の下*13，CG_FAL42-43 の

ライナ 
・準加盟メンバー（1 地域）：香港 
・国連専門機関（1 機関）：UNECE  
・政府間組織（2 組織）：WCO, EC 
・非政府組織（11 組織）：ICS，ISO，国際航路標識協会

（IALA），国際海上通信委員会（CIRM），BIMCO， IACS，
国際荷役機械システム協会（ICHCA），国際船長協会連盟

（IFSMA）， FONASBA, ITF, 国際港湾コミュニティシステム

協会（IPCSA） 
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報告書に示された，32 の残課題について議論を行った．

多数の異なる国・組織から意見が寄せられたものの，全

ての課題に対して合意または妥協にたどり着いた．また，

UN/CEFACT 勧告第 33 号と MSW ガイドラインの整合性

について議論を行った．この議論に関し，コーディネー

ターは，CG の会期中に UN/CEFACT を所管する UNECE
と協議を行い，2018 年秋時点での改定内容については反

映済みである旨を報告した．WG において，UNECE 代表

団と議論を行い，改定 MSW ガイドラインにおける勧告

第 33 号に関する記述と，内容がほぼ確定した最新の勧告

第 33 号改訂草案との間で整合性がとられていることを

確認した．これを受け，今後，本ガイドラインにおいて勧

告第 33 号の改訂に関して特段の対応は必要ないとされ

た． 
 WG の議論結果を踏まえた改定 MSW ガイドライン草

案に基づき，修辞上の修正がなされた上で，改定ガイド

ラインがサーキュラーとして発行された 12)． 
 

2.6 旧版と改定版の検討体制の違い 

 2011 年に発行された旧版 MSW ガイドラインは，2009

年の FAL35会合向けに提出された，韓国政府からのMSW
構築のためのガイドライン作成*14の提案文書 24)が発端で

あった．これを受け，FAL35 会合において議論された結

果，FAL35-36 会合の間に MSW ガイドライン作成のため

の CG（CG_FAL35-36）がブラジルのコーディネートの下

で設置されることになった 25)．この CG_FAL35-36 の議論

の結果が旧版 MSW ガイドラインの基となったものの，

CG 参加者はブラジル，オランダ，ノルウェー，スウェー

デンの 4 ヶ国のみであった 26)．なお，韓国は，この

CG_FAL35-36の議論に参加した記録が残っていないもの

の，CG_FAL35-36 のレポートとは別に，2010 年の FAL36
会合向けの提案文書 27)を提出して，MSW ガイドライン

作成にあたって含めるべき技術的内容を述べている．こ

の他，MSW ガイドラインに関係する意見が，イラン，ス

ウェーデン，FONASBA，ISO から各々FAL36 会合に提出

された 28),29), 30), 31), 32)．これらを踏まえて，FAL36 会合で

の議論の結果，再び 2011 年の FAL37 会合までに CG が

設置されることになった 33)．この CG（CG_FAL36-37）へ

の参加者は，ブラジル，オランダ，ノルウェー，韓国，南

アフリカ，スウェーデン，英国（7 ヶ国）と香港の合計 8

ヶ国・地域であった．CG の議論は，TOR（韓国が FAL36
に提出した文書 27)，関連国際標準との相互参照，

UN/CEFACT 勧告第 33 号に基づく用語定義などを考慮す

                                                                 
*14 韓国政府からの提案があった 2009 年の FAL35 会合では，

Maritime Single Window という用語は使用されておらず，Single 

ること等の付託事項）に沿って行われ，議論結果に基づ

きMSWガイドライン草案がFAL37会合に報告された 34)．

FAL37 会合では，CG からのレポート以外に，韓国からの

技術的な内容のみに焦点を絞った（MSW ガイドラインと

は別の）技術ガイドラインの提案 35)並びに日本，イスラ

エルおよびノルウェーから MSW 事例の紹介 36), 37), 38)がな

された．これらを踏まえて，FAL37 会合での議論の結果，

CG からのレポートを MSW ガイドラインのベースとし

た上で，韓国の提案，日本などの MSW 事例紹介を含め

て，（旧版の）MSW ガイドラインが FAL.5/Circ.36 として

2011 年にサーキュラーとして回章された． 
旧版 MSW ガイドラインと改定 MSW ガイドラインは，

CG での審議を 2 回，FAL 会合での審議を 2 回経て作成

されたという点では同じであるが，参加国・組織の数が

大きく異なっている．旧版作成のための CG は，

CG_FAL35-36：4 ヶ国，CG_FAL36-37：8 ヶ国・地域であ

った．一方で，改定版作成のための CG は，CG_FAL41-
42：28 ヶ国・組織，CG_FAL42-43：34 ヶ国・組織であっ

た．旧版 MSW ガイドラインについて，2.1 に示すよう

に，章・節の不適切な配置，類似内容の再掲，冗長な説明

による分量過多などの問題点が見受けられたのは，旧版

MSW ガイドラインの素案が作成された CG への参加メ

ンバーが少なかったため，複数者によるチェックが十分

ではなかったことが一因と推察される． 
 
 

3. MSW ガイドラインの特徴 

  

 本章では，2章の内容を踏まえて，改定 MSW ガイドラ

インの特徴を以下のとおり抽出し，解説する． 

 

3.1 FAL 条約附属書の 2016 年改正への対応 

 本稿 1.1で示したように，IMO は，2016 年の FAL40 会

合において，FAL 条約附属書を改正し，公的機関に対し

て電子情報交換のための情報システムの設置を義務づけ

（条項 1.3 の二），さらに締約国政府に対して MSW の構

築を勧告した（条項 1.3 の五）．この改正を考慮して，MSW
ガイドライン 1.が修正されている． 
 また，紙書類の受理義務に関する規定（旧条項 1.5）が

FAL 条約附属書改正で削除されたことに伴い，MSW ガイ

ドライン 2.3の文言が修正されている． 
 上記のように，FAL 条約附属書そのものが，電子申請

を原則として，紙申請を無くす方針になっている．この

Window System in the Maritime Transport と呼ばれていた． 
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ため，MSW ガイドラインの記載内容もこの方針に沿った

ものとなっている． 
 

3.2 MSW と TSW の概念分離 

 本稿 2.2.4(2)②に示すように，CG_FAL41-42 において

概念分離するか否かの議論があり，FAL42 会合の議論の

結果，本稿 2.3(3)で示すように MSW と TSW の概念は分

離されることになった． 

概念を分離するということは，MSW と TSW を別シス

テムとして構築することを意味する．つまり，MSW 単独

で存在が可能ということを意味する． 
では，世界各国では，MSW と TSW の概念分離の観点

から，MSW をどのように実装しているのであろうか．改

正 MSW ガイドライン附属書 A の各国 MSW の事例によ

ると，稼働している 7 ヶ国中 6 ヶ国（フィンランド，ド

イツ，韓国，スペイン，スウェーデン，ウクライナ）が，

シングルウィンドウのタイプ（附属書 A の各国の項目 5.

参照）として MSW のみに焦点を当てたシステムとなっ

ている．また，飯田ら 4)，久米 9)の調査によると，ASEAN
諸国のうちの 8 ヶ国中*15，6 ヶ国（シンガポール，フィ

リピン，ミャンマー，マレーシア，インドネシア，カンボ

ジア）は，MSW のみに焦点を当てたシングルウィンドウ

システムを構築している． 
さらに，欧州議会・理事会は，欧州連合（EU）加盟国

における海事・港湾行政手続を簡素化するために，船舶

入出港の手続申請データを電子的に一つの窓口（シング

ルウィンドウ）で受理し，関係行政機関と共有する

National Single Window（NSW）の構築を義務付けする指

令（Directive 2010/65/EU：通称「The Reporting Formalities 
Directive （RFD）」, 4.1参照）を 2010 年に採択して，現

在も取り組みを続けている 3),13),39),40)．この RFD に基づく

NSW は，本稿付録 Aの MSW ガイドライン 3.4.2に示す

MSW と同義であり，TSW とは別物としての MSW を構

築することを規定している．（なお，RFD で名付けられて

いる NSW と付録 A の MSW ガイドライン 3.4.1 で定義

する国家シングルウィンドウ（NSW）とは意味が異なっ

ていることに留意が必要である．） 
上記のように，MSW の実装事例や EU の MSW 施策に

鑑みると，概念分離自体は実態に合ったものになってい

る． 

                                                                 
*15 ASEAN10 ヶ国のうち，ブルネイとラオスを除く 8 ヶ国． 
*16 NACCS の英語表記は，関連行政手続システムの統合に伴

って，Nippon Automated Cargo Clearance System から，Nippon 
Automated Cargo and Port Consolidated System に変更されてい

る．NACCS とは，入出港船舶および輸出入貨物について税関

 一方で，MSW と TSW の分離がなされていない国もあ

る．我が国では，1999 年に港湾 EDI という名称の入出港

届などを処理する情報システムが導入され，以降，2003
年には海上貨物通関システムの Sea-NACCS（Nippon 

Automated Cargo Clearance System）および乗員上陸許可支

援システムとの相互接続によるシングルウィンドウ化が

達成された．2008 年に港湾 EDI は，乗員上陸許可支援シ

ステムと共に Sea-NACCS に統合された．2010 年には Sea-

NACCS と航空貨物通関システムの Air-NACCS とが統合

され NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated 
System）となった*16．2008 年から 2013 年までは，府省共

通ポータルと呼ばれる各省庁のシステムを接続するシス

テムを介して，NACCS と動植物検疫など輸出入関連のシ

ステムが接続され，シングルウィンドウ化されていた．

2013 年には，関係省庁のシステムが NACCS に統合され

た 4)，41)．このため，港湾 EDI は，NACCS という輸出入・

港湾関連手続を処理する情報システムの中の一つの機能

という位置付けになった．（現在は「NACCS 海上入出港

業務」と呼ばれる．）つまり，我が国の場合，国家シング

ルウィンドウ（NSW）が存在し，NSW が MSW の機能も

包含するが，独立した情報システムとしての MSW は存

在せず，MSW と TSW の概念分離が必要ない国ともいえ

る．また，飯田ら 4)の調査では，タイとベトナムについて

は，国家シングルウィンドウの一部として MSW が構築

されているとなっていることから，これら両国について

も概念分離が必要ない可能性もある． 
 また，MSW ガイドライン 1.には『必ずしも海上輸送

及び貿易用に異なるシングルウィンドウを定義する必要

があるということを意味するものではない．』という記載

もあり，また，本稿 2.2.4(2)②の表－１に示すように，概

念分離をするか否かに対して様々な見解がある． 
貿易に係る行政手続という広い観点からは，MSW と

TSW を統合することが理想的とする考え方もあるもの

の，現時点では MSW と TSW の概念分離が主流と考えら

れる．一方で，概念分離を必要としない国の事例や考え

方も存在することから，将来的には，再度議論される項

目と考えられる． 
 

3.3 システム間連携（Machine to Machine） 

FAL 委員会から CG_FAL41-42 への付託事項として，シ

その他の関係行政機関に対する手続を処理する情報システムで

ある．輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（通称

「NACCS センター」）により運営されている． 
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ステム間連携の動向を改正作業に反映させることが指示

されていた（本稿 2.2.1(2)参照）．また，IMO が，プロト

タイプ MSW の開発のために，システムの要件を定める

ためのアンケート調査*17を実施した結果（2015 年実施）

によると，『申請者から MSW への電子データ交換に関し

て，MSW は，システム間連携で自動に実行できる機能を

設けるべき』とまとめられている 42)．このようにシステ

ム間連携機能の実装については世界の関心が高いため，

MSW ガイドラインにシステム間連携の項目は記載され

るべき内容である． 
また，システム間連携に必要となる電子データ交換の

ための情報表現規約（情報を電子データで表現する方法

のルール）については，FAL 委員会において，30 年以上

も前から継続して議論されてきたことがわかっている 43)．

また，議論の成果として，情報表現規約に関する指針と

なる「 IMO Compendium on Facilitation and Electronic 

Business」（通称「FAL 便覧」）が発行されている．FAL 便

覧は，大きくは 2001 年版 44)，45)，2011 年版 46)，47)，48)，2019
年版 17)が存在する． 
改定 MSW ガイドラインは，MSW を構築する際の包括

的な指針となっており，この観点から，システム間連携

は，あくまで MSW 構築の中の一部のパーツという扱い

になる．したがって，改正 MSW ガイドラインでは，シス

テム間連携に関する記述は概要にとどめ，詳細な技術的

内容は，FAL 便覧を参照することにした． 
なお，本ガイドラインにおいてシステム間連携に直接

関係する章節は，6.4，6.5，6.6，7，7.1，7.2となって

いる．各章節の概要は以下のとおりである． 

 6.4 データ調和：異なる当局とユーザーとの間の

データの表現方法の調和を図ることが重要である

と述べ， UN/CEFACT や WCO の取り組みを紹介

している． 

 6.5 データ要素：FAL 便覧の概要を説明している． 
 6.6 シングルウィンドウへのデータ入力：MSW へ

のデータ入力方法として，システム間連携をあげて

いる． 

 7. 相互運用性：システム間連携を実装する際に考

慮すべき技術事項の概説をしている． 
 7.1 UN/EDIFACT と FAL 便覧：UN/EDIFACT と

FAL 便覧の関係について概説をしている． 

 7.2 Extensible Markup Language (XML)：XML 技術

の概要と適応事例について述べている． 
 

                                                                 
17 途上国を中心とした 12 ヶ国，101 のステークホルダーから

の回答に基づく． 

3.4 全体的なアプローチ概念 

本稿 2.3，2.4.1 に示す，文書 FAL42/5/115)に関連する

議論の結果，2.4.4(1)で示したように改正 MSW ガイドラ

インには，MSW を構築する際の全体的なアプローチ概念

の記述が追記されている．全体的なアプローチ概念とは，

基本計画作成などの上流工程における留意すべき事項を

示したものであり，設計における基本的な考え方ともい

える．具体的には，改定 MSW ガイドラインに 6.1，6.2，

8. が追記された．6.1では全てのステークホルダーのニ

ーズや通信仕様の国際標準への対応など，6.2 では重要

業績評価指標の活用，8.では（行政当局から民間側に要

求する）申告項目を最小にすること，複数の行政機関へ

の重複申請の排除と「一度のみの申告」の原則，データの

再活用など，MSW が備えるべき特徴が記載されている．

また，FAL43 会合の議論の結果，上記に加えて，MSW 構

築の目的として，申告・許可プロセスの効率性向上，行政

事務の省力化など，より高次元の要件が新規に 5.1 とし

て追記された． 
このように，旧版と比べると，MSW の目的とそれを達

成するための MSW の設計思想・備えるべき機能につい

て，対象読者である公的・行政機関や締約国政府（の担当

者）に対して詳細に解説している． 
 

3.5 適用可能な新しい情報技術 

CG_FAL41-42 の議論において，急速に発展・変化する

情報技術の詳細には触れない方針となったものの，一方

では，改定 MSW ガイドライン素案附属書 D「MSW に関

連する技術概要」の 2章に「適用可能技術」という AI（人

工知能）などを記載する章を設ける案が CG_FAL41-42 の

議論の結果として出された．しかしながら，FAL42 会合

の結果，2.3(2)で示すようにこの章全体が削除されること

になった．（なお，議論の結果，素案の附属書 D「MSW に

関する技術概要」の 1 章は残ることになり，最終的には

附属書 C「技術概要」として MSW ガイドラインに記載

されている．） 
一方で，近年，海運・港湾分野で適用が進むブロックチ

ェーンについては，CG_FAL41-42 の議論の結果では，

「3.3.1電子データ交換」の項に，適用可能技術の一つと

してブロックチェーンという単語が記載されることにな

った．FAL42 会合では議論されなかったものの，

CG_FAL42-43 では，ブロックチェーンの記載の扱いにつ

いて議論がなされた．その結果，「3.3.1電子データ交換」

から「7.相互運用」に移動する案や削除する案などが出
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たが，結論が出ず FAL43 会合で議論された．その結果，

削除されることになり，改定 MSW ガイドラインにはブ

ロックチェーンは記載されなくなった． 
 このように，MSW に適用可能な新しい技術については，

結果的には掲載されなかったものの，議論の俎上にはあ

がっており，議論に参加した締約国政府・組織の関心事

項となっていたことがうかがえる． 
 2.2.4(1)③，2.3③に示すように，急速に発展・変化す

る情報技術の詳細には触れない方針とされたことが，今

回の改定における新しい技術の記述の削除に繋がってい

る．しかしながら，次回の改定時において，AI やブロッ

クチェーンの技術が広く港湾関連行政手続分野に実装さ

れている状況になっていれば，こういった技術がMSWガ

イドラインに記載されるであろう． 
 

3.6 各国の MSW 事例 

 旧版MSWガイドラインにおいても附属書に各国MSW
の事例（旧版 MSW ガイドラインでは事例ではなくベス

トプラクティスと記載されていた．）が記載されていた．

しかしながら本稿 2.1 に記載したように，各国によって

記載項目に差異がありすぎ，また，事例によっては概要

すら把握できないものもあった．このため，今回の改定

においては，記載項目を統一（つまりテンプレートを作

成）して，それに各国の状況を記載する方式にした．その

結果，MSW ガイドライン附属書 A に示すように，各国

の MSW の情報量に統一性がとれた． 
 なお，各国の MSW 事例の改定の契機となったのは，

日本国政府から，FAL41 会合の議論のために提出された

文書（FAL41/5/2）20)である．同文書によると，各国の港

湾関連行政手続は，FAL 様式以外にも各々独自の要件を

設定しているのが通例であり，IMO によるプロトタイプ

MSW の構築が進んだとしても，カスタマイズが必要であ

ることを述べている．したがって，MSW 未導入国への支

援方法としては，未導入国に IMO のプロトタイプ MSW
を均一に導入するのではなく，現地の状況を十分勘案し

たシステム構築が可能となる二国間協力が望ましい支援

方法であると述べている．この二国間協力にあたり，

MSW 未導入国が自国の要件や状況に適した MSW を選

定する際に，MSW 事例集が必要になる．つまり，MSW
事例集は MSW 構築を支援する側と支援される側のマッ

チングを行う役割を果たす．このため，日本国政府は，旧

版 MSW ガイドラインにも記載があった，各国の MSW 事

                                                                 
*18 国境管理庁は 2013 年に解体された旧英国国境庁が母体と

なっており，入国管理局や税関の監視部門の業務内容を担当． 
*19 国境管理庁：2017 年 4 月，Ocean Network Express (Europe) 

例の改訂を FAL41 会合で提案した． 
 なお，MSW 未導入国が MSW 導入の際に活用できると

いう上記の日本国政府の考え方については，改定MSWガ

イドラインの附属書 A の冒頭に反映されている． 

 

 

4. 外国における MSW 構築の事例検証 

－英国における MSW とその関連システムの状況－ 

 

本章では，MSW 構築にあたって特に考慮すべき点を検

討するために，外国において近年開発された MSW 構築

の事例検証を行う．事例として，港湾分野における電子

化黎明期の 1980 年代に Port Community System (PCS)が一

部の港湾に導入され，また，通関システムなど関連シス

テムが複数存在する電子化先進国であり，かつ，近年

MSW の試行運用が開始された英国に着目する． 

本章の構成は以下のとおりである．4.1において，英国

が MSW を構築するきっかけとなった，EU 全体の MSW
構築に向けた取り組みについて文献調査を行い整理する．

次に，4.2において，英国における MSW の取り組み状況

について，MSW の構築主体でありかつ手続の受理側とな

る英国内務省の国境管理庁（UK Border Force: BF）*18およ

び申請者側の船会社（Ocean Network Express (Europe) Ltd.）
へのヒアリングならびに文献調査に基づき整理する．加

えて，4.3において，船舶入出港に関連する MSW 以外の

情報システムについて，上記船会社およびフォワーダー

（NIPPON EXPRESS (UK) LTD.）へのヒアリング*19なら

びに文献調査に基づき整理する．4.4 では，4.1～4.3 の

結果を踏まえて，日英比較を行う． 
 

4.1 欧州における MSW への取り組み状況 

4.1.1 EU 指令による各国への MSW 導入の義務化 

 欧州議会・理事会は，欧州連合（EU）加盟国における

海事・港湾行政手続を簡素化するために，船舶入出港の

手続申請データを電子的に一つの窓口（シングルウィン

ドウ）で受領し，関係行政機関と共有する National Single 

Window（NSW）の構築を義務付けする指令（Directive 
2010/65/EU）を 2010 年に採択した 3),39)．この指令は，The 
Reporting Formalities Directive （RFD）と呼ばれる． RFD
は，具体的に以下の Part A から Part C までの船舶入出港

の申請手続を電子化することとしている．  
 Part A：Regulation または Directive に基づく 6 つの

Ltd.：2018 年 6 月，NIPPON EXPRESS (UK) LTD. ：2018 年 6
月にロンドンでヒアリングを実施． 
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申請手続（船舶入出港通知，入国管理，危険品また

は汚染物質通知，廃棄物・油性残留物（スラッジ）

通知，セキュリティー情報通知，入港概要申請） 
 Part B：FAL1～FAL7 および保健に関する明告書 

 Part C：各国の法令に基づく申請情報 
加えて，後述 4.1.4の SafeSeaNet（SSN），通関システ

ム（e-Customs49),50)）および他の情報システムとのシステ

ム連携を実施することも NSW の範囲とされている．（な

お，RFDに基づくNSWについては，MSWと同義であり，

以降，特に断りが無い限り MSW とよぶ） 
 

4.1.2 欧州委員会による各国への RFD 対応支援方策 

 欧州委員会は，RFD に基づき，域内における申請手続

の整合および連携を実施するための枠組みとして eMS
（Expert group on Maritime administrative simplification and 
electronic information services (of EC)）とよばれる，加盟国

のRFDへの対応を支援するための港湾関連行政手続の簡

素化および電子化に関する専門家グループを立ち上げ，

MSW の機能仕様策定から初期運用までの取り組み計画

を立てた．他にも，欧州委員会は，RFD に対応する MSW

を実装するためのソフトウェア開発を目的にした IMP
（Integrated Maritime Policy）実証事業や，マスタープラ

ン・機能仕様・技術仕様の策定支援を目的とした AnNa
（Advanced National Networks for Administrations）プロジ

ェクトを立ち上げた 51)． 
 

4.1.3  EU 加盟国による RFD への対応状況 

 欧州委員会が 2014 年に公表した RFD の状況報告書 51)

によると，すべての加盟国は，MSW の実装に向けて取組

を進めているものの，MSW のシステム内容や開発状況が

加盟国毎にかなり異なっていると述べられている．また，

予算，秘匿データの交換およびデータ品質保証に関する

法的整理，欧州域内での共通技術仕様の未策定や不十分

な策定，ステークホルダーの不十分な参画といった課題

が指摘されている． 
また，2018 年に欧州委員会から公表された RFD 施策

の評価報告書 52)によると，EU 加盟国のうち 16 ヶ国およ

び当該国下の 40 港湾を対象とした調査の結果，14 ヶ国

で MSW が整備済みであるものの，5 ヶ国のみがシングル

ウィンドウ化を達成し，そのうち 2 ヶ国のみが重複申請

なしの手続処理が可能な状況である等が述べられている．

また，いくつかの国では，MSW への全ての関連省庁の不

十分な関与や未接続，（プログラムの）実行順序やデータ

フォーマットなどの技術仕様の欠如および MSW 以外へ

の別途申請の要求（例えば電子申請に加えて紙での申請）

などにより，RFD 施策は不十分な結果となっていると述

べられている． 
これらから，RFD により，EU 加盟国内でとりあえず

MSW に近い機能をもつ情報システムの設置は進んだも

のの，各 MSW の具体的な機能については，期待されて

いる水準には達していないといえる． 

 

4.1.4 MSW と接続するシステム－SafeSeaNet－ 

 SafeSeaNet（SSN）は，船舶航行の監視システムであり，

船舶動静・船舶保安情報・廃棄物情報・危険物積荷情報を

把握している．SSN 設置の法令根拠は， DIRECTIVE 
2002/59/EC であり，同附属書 A に規定された情報項目（例

えば危険品や汚染物質の積載状況）については，欧州域

内で SSNを通して情報共有および相互運用することが義

務化されている 53)．SSN の開発，運用・保守については，

欧州海上安全庁（European Maritime Safety Agency, EMSA）

が担っている．2004 年に SSN 構築に着手し，2009 年に

完全運用を開始した 54)． 

 

4.1.5 EU における MSW 関連のシステム構成と特徴 

 本節の内容を整理すると，MSW と SSN および関連シ

ステムとの関係は，図-1 に示すシステムの構成になる． 
 また，EU の MSW 施策の特徴として，①指令（RFD）

に基づき EU 加盟各国へ MSW の設置を義務づけている，

②設置に関していくつかの支援メニューを用意して加盟

国をサポートしている，③MSW の具体的なシステム仕様

は国毎に異なっている，④現状では，ほとんどの国の

MSW は RFD が求める水準には達していない，⑤MSW は

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

注：各国内の構成は，出典文献中 39)に記載された各国内で想定さ

れるシステム構成事例の記述に基づく．Central SSN は，4.1.4で示

す SSN であり，National SSN は，各国が SSN に接続するためのシ

ステムを示す． 
 

出典： National Single Window Guidelines（欧州委員会発

行）39)の Figure2 に基づき，参考文献 13)の筆者ら編集 
 

図－１ MSW，SSNおよび関連システムの構成 
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SSN との連携が要求されており，（RFD と別の法令によ

り）各国は SSN への情報転送が義務付けされていること

があげられる． 

 

4.2 英国における MSW への取り組み状況 

 

4.2.1 MSW の構築状況 

 英国では National Maritime Single Window（NMSW）と

呼ばれる MSW を構築し，2016 年 1 月より試験的に運用

を開始している．本項では，NMSW の構築主体であり，

かつ手続を受理する側の行政機関である国境管理庁への

ヒアリング及び補足文献調査に基づき整理を行う． 

① 取り組みの背景：NMSW の取り組みは，4.1.1 で示

す RFD に基づき実施されている．NMSW により，一つ

のオンラインポータルサイト経由で，電子フォーマット

により，RFD の要求を満たしつつ，データを簡単かつ迅

速に提出することが可能となる．また，紙ベースと異な

り，関係者間でのデータ共有を容易とし，記入ミスや不

明瞭な筆跡などの問題も減らすことが可能となる 55)． 
② 開発・運用体制：開発・運用は国境管理庁が実施して

いるものの，開発・運用にかかる費用については，運輸省

（Department for Transport，DfT）が EU 政府から予算を獲

得しているため，所有者は運輸省となっている． 
③ 開発費用：費用については EU の予算（AnNa プロジ

ェクト）を活用している．ただし，英国は，EU から離脱

（Brexit）し，移行期間に入っており 56)，*20，この予算は

将来的には使えない． 
④ 機能：NMSW は，ユーザーが Web ブラウザ経由で行

政機関にアクセスするためのポータルサイトである．試

行段階においては，FAL 条約によって定められた港湾関

連行政手続の申請様式である FAL 様式のうち FAL1（一

般申告書），FAL5（乗組員名簿），FAL6（旅客名簿）を処

理対象としている． 
⑤ ユーザー：試行段階においては，手続の申請側であ

る船舶代理店または船長と，手続の申請を受理する側で

ある国境管理庁および歳入関税庁（Her Majesty’s Revenue 

and Customs，HMRC）である．なお，運輸省については，

ユーザーとなっていない．これは，他の欧州諸国の港湾

については，政府（運輸省系）が関与しているものの，英

国は他の欧州諸国と異なり，港は基本的に民営化されて

                                                                 
*20 ヒアリング当時は Brexit が決定した状況下であった． 
*21 国境管理庁は，API（RESTful）を想定している． 
*22 RFD の Part B に規定される FAL2 は積荷目録で代替されて

PCS へ送信され，FAL7 は Port Authority へ送信後に CERS に転

送される．これは NMSW が構築される以前からの電子処理フ

いるため，行政の関与は行っていないためである． 
⑥ ユーザーインターフェイス：申請者はエクセル様式

を英国政府ホームページ 57)からダウンロードし，その様

式に申請データを入力して NMSW にアップロードする

方式である．将来的にはシステム間連携も採用する予定

*21である． 
⑦ 港湾関連行政手続のデータフローと NMSW・関連シ

ステムとの関係：港湾関連行政手続のデータフローと，

それらを処理する NMSW と関連システムとの関係を図-

2 に示す．NMSW に提出されたデータは ,英国の

Collaborative Business Portal（CBP）と呼ばれる，関係省庁

のみアクセス可能な政府共通ポータルに転送される．（筆

者注：NMSW は，RFD に定める電子申請手続のうち，主

に Part B を対象にしており，CERS（Consolidated European 
Reporting System，4.3.1参照）は，主に Part A を対象に

している*22．） 

⑧ 将来の連携計画：NMSW は，図-3に示す関連システ

ムとの連携が計画されている．また，国境管理庁は，

NMSW と CERS との連携が必要であると考えている． 
⑨ Brexitの影響：BrexitによるNMSW施策への影響は，

NMSW の構築・運用に関する予算を EU 政府から獲得で

きなくなる点があげられる．それ以外についての影響は

あまりないとのことである． 
⑩ 課題：国境管理庁の立場からの課題は以下のとおり

である． 
・運輸省は NMSW の所有者であるものの，NMSW に提

出されたデータを活用することがない． 
・Brexit に伴って EU から予算調達は不可能となるため，

将来的には NMSW がどの省庁が予算を負担し，また運

営するかは不透明． 
・運輸省は，既に FAL７等の情報が入っている CERS と

呼ばれるシングルウィンドウシステムを持っている．

他方で，別途 FAL 様式の情報が盛り込まれている

NMSW を持つことになると 2 つのシングルウィンドウ

システムを所有することになる．運輸省も 2 つのシス

テムの所有は避けたい． 

・歳入関税庁は船舶に対して FAL1，FAL3~6, 積荷目録を

求める権限主体である 58)．一方で，国境管理庁は入国

管理に関連する FAL5,6 以外を船舶の入出港に関連し

て求める権限は持ち合わせていない．国境管理庁は， 

ローである．このため，RFD の Part B を NMSW，Part A を

CERS が処理するという明確な区分ではないことから，本文中

では「主に」と述べている． 



Maritime Single Window（MSW）の国際展開に向けた環境整備の実践－MSW 構築のためのガイドラインの全面改定－ 
飯田純也・鈴木健之 

14 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
※1：英国では将来提出不要となるため実装せず 
※2：当局の調査対象になる場合のみ要求されるため実装せず 
※3：Port Authority 指定フォームに沿って入力・送信 
※4：CERS Workbook(4.3.1参照)をアップロードまたは直接入力 
※5：EMSA 仕様で送信 
※6：積荷目録については，HMRC と MCA が各 PCS にアクセスして取得．なお，同データは，NMSW には保管されず， CERS には同デ

ータの一部が保管 
※7：日本では廃棄物申請は入港毎の提出は不要（必要に応じて提出） 
 

出典：（左図）参考文献 55)に基づき，国境管理庁へのヒアリングを踏まえて参考文献 13)の筆者らが一部追記 

（右図）参考文献13)の筆者ら作成 
 

図－2 港湾関連行政手続のデータフローとNMSW・関連システム構成 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

出典：国境管理庁へのヒアリングに基づき参考文献13)の筆者ら作成 

図－3 NMSWに関する構成の将来発展計画 
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データ共有に関する法令に基づき（国境管理庁以外の

他省庁に提出される）申告データにアクセスしている

状況である． 
・NMSW が現在も試行的段階である理由は，英国国内の

行政機関の管轄範囲による影響（いわゆる縦割り）に

起因するためである． 
なお，こういった状況ではあるものの，国境管理庁は，

関連行政機関が求める手続が電子的に実行されるように

取り組んでいるとのことである． 

 

4.2.2 申請者側からみた NMSW の構築状況 

 本項では，申請を行う主体である船社へのヒアリング

に基づき，NMSW への取り組みに対する手続申請側の対

応状況について述べる． 
① NMSW へ提出する書類：船舶の入出港に必要な港湾

関連行政手続は，船社が契約する船舶代理店が実施する．

船舶代理店は, 一般申告書（FAL1）, 乗員リスト（FAL5）
および乗客リスト（FAL6）を NMSW に提出する． 
② 船社から NMSW へ書類提出する業務の流れ：船長か

ら船舶代理店に対して，FAL1 と FAL5 の情報をエクセル

またはワードで添付して電子メールを送信し，船舶代理

店はその情報を NMSW にアップロードする*23． 
③ 労働負荷：新たに導入された NMSW により，多くの

船舶代理店にとって労働負荷が増えた． 

④ その他：NMSW の使用は必須であり，紙申請は認め

られていない．また，英国では NMSW の導入が港湾行政

手続における電子化のきっかけとなったわけではなく，

以前より PCS（後述 4.3.3 参照）により（港湾関連の）

電子化が進められていた．なお，NMSW が構築される以

前は，船長が直接歳入関税庁に FAL1 を，国境管理庁に

FAL5 および FAL6 をメールで送信していた． 
 

4.2.3 NMSW の特徴 

 4.2.1，4.2.2を踏まえ，NMSW の特徴を以下に述べる． 
NMSW 施策の背景は，EU の RFD への対応とされており，

英国政府が自ら主導的に港湾関連行政手続の電子化を目

指して取組みを始めたものではない．なお，英国では，港

湾関連の電子化は PCS が牽引してきた． 
NMSW は，運輸省と国境管理庁の一元的窓口として

FAL1，FAL5，FAL6 を処理する．その他の手続は，検疫

明告書を除いて，PCS または Port Authority のシステムに

                                                                 
*23 ヒアリングを行った船社は，コンテナ船運航会社なので，

旅客を対象としておらず FAL6 は申請する必要がない． 
*24 4.3.1は文献調査，4.3.2は船社へのヒアリング及び文献調

査，4.3.3は船社及びフォワーダーへのヒアリング並びに文献

より処理されている．他にも CERS，CBP といった申請

者側からは業務プロセス上直接見えないシステムが存在

し，複雑な構成となっている．NMSW のユーザーインタ

ーフェイスについては，エクセルにデータを入力する方

式である．なお，NMSW の使用は義務化されており，

NMSW の導入により申請者側の労働負荷は増加した． 
試行段階の体制は，EU からの予算獲得およびシステム

の保有主体が運輸省，開発・運用主体が国境管理庁であ

り省庁間を跨いだプロジェクトになっている．しかし，

運輸省は NMSW の処理対象手続を受理する主体でない

ことや，国境管理庁が法的に申告を求める手続は FAL5,6
のみであるにも関わらずシステム構築・運営を実施して

いる．こういった，いわば捻れにより，英国国内の行政機

関の縦割りが NMSW 施策推進障壁の原因になっている

との国境管理庁の意見につながっていると推察される． 
将来的な予算・開発・運用体制については，Brexit の影

響もあり不透明である．一方で，今後は CERS との段階

的な統合が計画されている．また，エクセルデータの入

力は人手を介するため，将来的には，船社などとのシス

テム間連携が計画されている． 

 

4.3 英国における MSW 関連システムの状況 

本節では，NMSW 以外の関連システムについて船社お

よびフォワーダーへのヒアリング及び文献調査に基づき

整理する*24．  
 

4.3.1 CERS 

CERS（Consolidated European Reporting System）とは，

英国運輸省の海事沿岸警備庁（Maritime & Coastguard 
Agency，MCA）によって運営されており，個々の港湾が

海事沿岸警備庁に対して，安全目的で船舶運航監視を報

告するために使用されるシステムであり，後述 4.3.3 に

示す PCS にも接続している 59)．また，CERS の重要な機

能として，4.1.4 に示す SSN に対して，危険物積荷目録

（FAL7），船舶保安通報，廃棄物申請のデータを送信する

役割を持っている．海事沿岸警備庁は，船舶基本情報，入

出港予定に加えて，危険物積荷目録，船舶保安通報，廃棄

物申請の項目を網羅したCERS Workbookとよばれる申請

用のエクセルシートを用意している．海事沿岸警備庁へ

の提出主体である Port authority は，各船舶から提出され

た情報を，このエクセルシートに入力して海事沿岸警備

調査，4.3.4はフォワーダーへのヒアリング及び文献調査に基

づいている． 
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庁に提出する．なお，同じ情報を CERS システムの画面

に直接入力する方法もある．  
図-2 で示すように，現状では CERS と NMSW とは分

離されている．これは，NMSW は，英国政府に対する入

出港申請の提出用である一方，CERS は，安全目的での船

舶運航監視の報告用とされ，異なる目的を有しているた

めである 55)．  
なお，海事沿岸警備庁は 2018 年に満足度調査を行って

いる 60)．多くの意見は，CERS Workbook に対する操作性

（例えばエラー表示方法など）であるものの，CERS 
Workbook を他の EU 加盟国での使用拡大や，NMSW との

連携についての意見もあった（海事沿岸警備庁は前者に

対しては，EU 域内各国との申請様式の統一は困難であり，

後者については連携を検討中と回答している．）．また，

複数の政府機関への重複申請を避けるためにすべての政

府機関が CERS にアクセス可能とすべきとの意見もあり，

英国内のユーザーが国家として一元化された提出窓口つ

まり国家シングルウィンドウの構築を望んでいるという

意見も見受けられる（海事沿岸警備庁はこの意見に対し

て，各省庁が規定する個別の申請の廃止は困難と述べて

いる．）． 
 

4.3.2 Port Authority の情報システム 

船舶代理店・船会社は，海事沿岸警備庁の CERS に対

して Port Authority 経由で，危険物積荷目録（FAL7），船

舶保安通報，廃棄物申請を提出する必要がある．このた

め，Port Authority によっては，情報システムを設置して

いる．情報システムを設置していない港では，メールに

申請書類を添付する等のマニュアル処理がなされている． 
サザンプトン港とロンドンゲートウェイ港については，

エクセルファイルデータ（CERS Workbook）を各 Port 
Authority のシステム（例えばロンドンゲートウェイ港：

PISCES61)，サザンプトン港：ABPnotify62)）にアップロー

ドする．フェリックストウ港は，後述の PCS を用いて，

システム間連携により，国際標準の通信仕様である

UN/EDIFACT 形式のデータ送信も可能である 63),*25． 
 

4.3.3 PCS  

                                                                 
*25 UN/EDIFACT とは，「貿易円滑化と電子ビジネスのための

国連センター（UN/CEFACT）」により定められた「行政，商

業，輸送のための電子データ交換に関する国連規則」であり，

海上・港湾の物流に関する手続全般のシステム間連携のための

基準が定められている．具体的には，標準メッセージとよばれ

る，具体的な業務処理のために利用目的別に作成されたデータ

構造を規定している．例えば，危険物積荷目録であれば，

UN/EDIFACT のメッセージの一つである IFTDGN を用いる． 
*26 PCS が船社から受信する積荷目録は，ターミナルその他へ

ポートコミュニティシステム（Port Community System，

PCS）は，港湾物流の効率化のための民民・官民の情報交

換を可能とするプラットフォームの役割を果たす情報シ

ステムである 4)，64)．英国においては，1984 年にはフェリ

ックストウ港において PCS の導入が開始されており 65)，

港湾における電子化は早期に着手されていた．（現在，サ

ザンプトン・ロンドンゲートウェイ港では CNS Compass，
フェリックストウ港その他 17 港では Destin8 という PCS

が使用されている．）PCS は,輸出入に関する船社と荷主

（または業務を代行するフォワーダー）間の手続処理や

コンテナの位置・手続状況などを提供している．これら

提供機能の中に，積荷目録の受信があり，PCS が官民手

続に活用されている*26．船舶代理店や船社は，コンテナ

船について，積荷目録を，UN/EDIFACT の一つのメッセ

ージである COPARN を用いてシステム間連携で PCS に

入港前に事前申請を行う．なお，PCS が存在しない港湾

に対しては，メールや紙にて申請を行う 58)．なお, 国境

管理庁が運輸省から入手した情報によると英国内で，

PCS は 10 個存在しているとのことである*27． 
 

4.3.4 通関システム:CHIEF 

通関申告は，歳入関税庁の CHIEF（Customs Handling of 
Import & Export Freight）というシステムに対して申告デ

ータを送信する．ただし，申告者（つまり通関業者*28）

は CHIEF に対して直接データを入力するのではなく，民

間のサービスプロバイダが提供する通関申請用システム

（例えば SEQUOIA）に対してデータを入力して，そのデ

ータが CHIEF に転送されるのが一般的な流れである．つ

まり，通関申請用システムと CHIEF は，我が国の NACCS
の通関処理機能に該当する． 
また，通関業者は，通関手続にあたり PCS が提供して

いる到着予定貨物の船荷証券（Bill of Lading, B/L）番号・

コンテナ番号一覧から自社扱いの貨物を抽出する．例え

ば SEQUOIA の場合，PCS と連動していることから，抽

出に伴い SEQUOIA にそれらの情報が転送される．その

データに基づき，SEQUOIA で通関手続きを開始する（図

-4参照）．このため，PCS で自社扱い貨物の案件確認をす

る必要があり，日本の NACCS を用いて通関申請を行う

転送され民間業務にも活用される．（Destin8 資料

http://www.mcpplc.com/Products-&-Services/Functionality.aspx よ

り） 
*27 複数の港湾が同じ PCS を導入しているケースもある（例，

Destin8 は英国内で 17 の港湾に利用されている．） 
*28 英国には通関士制度がないため，通関業者は申告代理人と

いう位置づけである． 
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より作業工程が一つ多い．なお，輸出入通関は全て電子

申告となっている． 
 

4.3.5 英国における MSW 関連システムの特徴 

4.3.1～4.3.4を踏まえ，関連システムの特徴を述べる． 
安全目的で船舶運航監視を行う CERS とよばれるシス

テムが存在し，（運輸省の一組織である）海事沿岸警備庁

が運用している．ユーザー（申請者側）からみると NMSW

と CERS の 2 つのシングルウィンドウシステムが存在す

ることになり，ユーザーからは一元化を望む意見も存在

する．また，文献 57),59)に基づき分析したところ，申請者

は，船舶識別番号や旗国などの船舶基本情報の一部につ

いて，同じ情報を NMSW と CERS の各システムに提出す

る必要がある．なお，CERS へのデータ送信は，申請者か

ら直接送信するのではなく，Port authority が申請者から

受け取ったデータを CERS に送信している． 

また，英国では，1980 年代には PCS が既に存在してお

り，官民手続関連データとして，積荷目録情報が扱われ

ている．このように官民手続の業務プロセスの一部に

PCS が組み込まれている． 

他方，通関システムについては，フォワーダーは，

CHIEF に対して直接送信せずに，サービスプロバイダが

提供する通関申請用システムを経由して提出する．つま

りユーザー向けのフロントシステムが通関申請用システ

ムであり，政府向けのバックシステムが CHIEF である．

また，通関申請用システムによっては，PCS と連動して

おり，PCS は通関手続においても業務プロセスの一部に

組み込まれている． 
 

4.4 日英比較  

4.1～4.3をふまえ，日英比較をおこなった結果のまと

めを表-2に示す．表-2より，相違点として，構築の背景，

構築・運営体制，関連システムの設置状況（行政側システ

ムの数，PCS の役割，国家間共同体所有システムとの連

携），関連システムとの申請項目の重複，MSW と通関シ

ステムとの連携方針，ユーザーインターフェイス，電子

申請の義務化があげられる．一方で類似点としては，

MSW と関連システムとの連携整備計画（段階整備）があ

げられる．このように，多くの点で差異がみられる． 
 
 

5. 日英比較分析から導かれる MSW ガイドライン

の活用にあたっての留意点 

 

 本章では，日英比較の分析（4.4）に基づく考察を行い，

その考察結果と MSW ガイドラインの内容を踏まえ，

MSW 構築にあたって実践的観点から考慮すべき点を論

じる．これらの点は，MSW ガイドラインを活用する際の

追加的な留意点となる． 
 

5.1 MSW 構築の背景 

我が国の MSW の構築にあたっては，民間側（神戸商

工会議所会頭）から首相への要請がきっかけとされてい

る 66)．一方で，英国の場合，EU 指令が背景にあり，国内

からの要望によるものではないと考えられる．つまり，

申請側（民間側）への利便性向上という自発的な側面よ

りも，国家間の共同体の決定に従うという義務的な側面

が強いと考えられる． 
また，日英以外の事例として ASEAN 諸国で近年取組

を進めている国の背景は，ASEAN Single Window 施策が

契機となっている点も指摘されている 4)．さらに，1 章で

記載したように，FAL 条約締約国政府は MSW 構築が事

実上義務化された．したがって，今後，MSW 未導入の国

家が MSW を新規構築する場合，条約や国家間の共同体

からの構築への促進が背景となるケースが多くでてくる

と考えられる． 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
出典：NIPPON EXPRESS (UK) LTD.作成資料をベースにヒアリング結果に基づき①～④のフローを参考文献13)の筆者ら追記 

 

図－4 通関手続に関するシステム構成 

フォワーダー SEQUOIA CHIEF

PCS
(Destin8, 
CNS等)

①到着予定のB/Lと
コンテナ番号が表示
されるので、そこか
ら自社貨物を抽出。

② ①で抽出がなされると、
SEQUOIAに自社貨物が反映。

③ ②により反映された
データに基づき通関申告。

④ ③からデータが
転送され、通関審査。
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加えて EU は，法令による義務化のみならず，各国の実

装にあたり，技術面・資金面の支援施策を実施している．

IMO も条約附属書改正にあわせて，（棚上げされたもの

の）未導入国への導入支援のための MSW のプロトタイ

プ構築を打ち出した．このように，設置義務を課すと同

時に支援施策を実施することは，MSW 施策推進にあたり

有効であると考えられる． 
MSW ガイドラインでは，条約または／および国家間共

同体の法令や施策による MSW の設置義務化と義務化に

伴う支援施策の組み合わせによる MSW 構築推進方法 

についての言及はないものの，国際展開において認識し

ておくべき重要な内容である． 
  

5.2 MSW 構築・運営主体 

MSW は，処理する手続が複数省庁に関係するため，関

係省庁との調整を行い，MSW を構築する主体省庁を決め

る必要がある．日本の港湾 EDI では国土交通省港湾局が

施策の牽引役かつ構築主体となった 66)．一方で，英国で

                                                                 
*29 我が国の海上保安庁に該当する役割は，海事沿岸警備庁と

英国海軍が担っている． 

はわが国の入国管理局や税関の監視部門に相当する国境

管理庁が担当している*29．ただし，英国では，構築主体

（国境管理庁）と保有主体（運輸省）が異なっており，ま

た，現在は，保有主体の運輸省は NMSW で処理する手続

を有していない．将来の拡張計画（図-3の STEP3）を考

慮してもMSWが処理する手続全体に占める割合のうち，

構築主体の国境管理庁が直接処理する手続の数は少ない

（FAL5,6 のみ）．加えて運輸省が運用する CERS との連

携を考慮した場合，国境管理庁が NMSW の適切な構築主

体であるかは検討が必要であると考えられる．省庁間の

縦割りが NMSW 施策推進の障壁になっていることが国

境管理庁へのヒアリングで示されたが，これは上記のよ

うな捻れともとれる状況が原因と推察される．また，国

境管理庁へのヒアリングにより，現在と将来の構築・運

営主体が変更される可能性があることが示された．

NMSW が持続的に発展するためには，安定した体制整備

が望まれる． 
他国に目を向けると，例えば韓国では海洋水産部，シ

 

表－2 MSW構築に関する日英比較 

 英国 日本 

名称 NMSW NACCS※１ 

構築の背景(5.1 関連) EU 指令 民間からの要請 

構築・運営主体（5.2 関連） Border Force（国境管理庁） 構築主体：国土交通省 

運営主体：輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 

関連システム

の 設 置 状 況

（5.3 関連） 

※２ 

港湾関連行政手続 NMSW，CBP，CERS，PCS，Port Auth-

ority システムおよび，SafeSeaNet 

 

NACCS※３ 

通関等行政手続 CHIEF，通関申請用ソフトウェア

（例：SEQUOIA）および PCS 

関連システムとの申請項目の重複

（5.3 関連） 

あり なし 

関連システムとの連携整備計画（5.4

関連） 

段階的整備 段階的整備 

MSW と通関システムとの連携（5.5 関

連） 

現時点では連携計画なし MSW と通関等処理システムは同一システムとして一体

的に運用．ただし，2003～2008 年までは両者でシステム

連携方法 

ユーザーインターフェイス（5.6 関

連） 

エクセルアップロード．将来的に

はシステム間連携も想定．通信仕

様は未定 

画面入力またはシステム間連携 

システム間連携の通信仕様については日本独自仕様（一

部の手続で UN/EDIFACT の構文規則に添った電子処理方

法も提供しているものの，データコードは日本独自コー

ドを用いている．） 

PCS の港湾関連行政手続における役

割（5.3 関連） 

積荷目録を PCSが受理し，関係行政

機関（歳入関税庁および海事沿岸

警備庁）と共有 

日本では PCS は官民手続を処理せず 

電子申請率（5.7 関係） 100%．電子申請は義務． 入出港届：68.1%，係留施設使用許可申請：25.7%（2016

年度）電子申請は任意.  

国家間共同体との連携（5.3 関連） SafeSeaNet との連携（ただし，現

状は NMSW ではなく CERS 経由） 

なし 

注：左列の（）は，5 章で分析を行った節の番号に対応 
※１：我が国の MSW に該当する NACCS 海上入出港業務に関しては通称「港湾 EDI」とよばれる． 
※２：官民手続について，英国は手続内容に応じて使用システムが異なる（4 章参照）． 
※３：我が国は NACCS で全ての手続が可能であるものの，港湾管理者によっては独自に入出港届や係留施設使用許可申請を受理するシステムを構築している

事例はある． 
出典：参考文献13)の筆者ら作成 
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ンガポールでは Maritime Agency，ノルウェーでは Coastal 
Administration，ミャンマーでは Myanmar Port Authority が

構築主体となっており，我が国の国土交通省や海上保安

庁に近い組織である．一方で，近年，ベトナムやタイでは

税関が主導して MSW を構築しているとの報告もある 4)．

また，UN/CEFACT による国家シングルウィンドウ構築ガ

イドラインによると，施策の牽引役はどの省庁でも構わ

ない旨の記載もある 22)．国によって省庁の権限の違いが

あるため，構築主体省庁を世界で統一化することはでき

ないものの，各国の事情を勘案して，各省庁と連携を取

りつつシステムの構築が可能な組織がその責務を負うこ

とが期待される． 

MSW ガイドラインでは，MSW 構築にあたっての牽引

役を果たす省庁の選定に関する記載はないものの，『業務

プロセスと情報フローの変更にあたっては，関係者と議

論する場の設置が役立つ．』（5章：「業務プロセスと情報

フローのレビューと分析」の節）と述べており，関係者間

の意見交換・調整の場の設置の必要性を説明している．

他方で，業務プロセスと情報フローの検討フェーズより

さらに上流の工程となる全体的なアプローチの概念の検

討（一度のみの申請や，後続する手続を簡素化するため

の受理データの再活用など），また，業務プロセスと情報

フローの検討以降のフェーズとなるシステム間連携の通

信仕様（6.4，6.5，6.6，7，7.1，7.2関連）の検討など，

MSW 構築の各段階において，関係者間での調整・合意が

必要な場面が何度も出てくる．MSW ガイドラインでは，

関係者間の議論の場の設置について特に強調されていな

いが，上記を勘案すると留意すべき事項である．また，牽

引役の省庁の選定も含め，安定的な体制整備について考

慮すべきである． 
また，運用について，英国は国境管理庁がインハウス

で直接実施している．一方で我が国は政府系民間企業に

外部委託している．直接運用の場合は，ノウハウが政府

内に蓄積されるメリットがある一方で，コストや人材配

置面でのデメリットも生じる．MSW を構築する国の発展

状況によりコストなどの考え方が異なるため，一概にイ

ンハウスと外部委託のどちらが適切かは言えないものの，

運用開始から当面の間については，ノウハウを政府に蓄

積する観点から，完全な外部委託は避けることが望まし

い．なお，長期的な運用にあたっては運用状況を踏まえ

て適宜検討すべき事項であると考えられる． 
MSW ガイドラインでは運用保守に関する考慮事項の

記載はあるものの，上記のような外部委託かインハウス

かの記載はなく，この点についても MSW 構築段階から

考慮しておくべき点である．  

 

5.3 関連システムの設置状況 

官民手続については，現状では英国の方が我が国より

システム数が多く複雑である．これは，NMSW 構築以前

にシステム処理がなされていなかった FAL1,5,6 の手続の

みを NMSW の構築範囲とし，既存の関連システムはその

まま活かす方式にしたことが原因である．このため，一

部の申請項目については NMSW と CERS で重複してい

る．英国のユーザーからは NMSW と CERS の一元運用を

望む声（4.3.1参照）や，フォワーダーへのヒアリングか

らは，英国では電子化が進んでいるものの，様々なシス

テムにアクセスするという点は負担であるとの意見もあ

った．また 4.3.4 で示すように手続きによっては，日本

より処理にかかる工程が多いという指摘もあった．つま

り，既存のシステムおよび業務プロセスをそのまま活か

して新たに MSW を段階的に構築すると，図-3 の発展計

画にもみられるように，申請先の大幅な低減にはつなが

らず，ユーザーからみた効果は限定的なものになってし

まう．  
一方で我が国は，NACCS で基本的には全ての手続きの

電子処理が可能であり，様々なシステムにアクセスする

必要がないという観点からはユーザー利便性が高いシス

テムといえる．ただし，これは一足飛びに達成できたわ

けではなく，民間企業側からの利便性向上への要望 66),67)

に応じて段階的な整備を得る過程の中で，実現してきた

ものである．英国においても今後，CERS の満足度調査

（4.3.1 参照）のみならず，NMSW の調査も待たれ，ユ

ーザーからの意見が反映されることが期待される． 

また，日英の大きな違いとして，PCS の処理機能があ

げられる．英国の PCS は行政手続きの一部を処理する前

提になっており，積荷目録については，申請者が PCS に

情報を送信し，その情報を歳入関税庁や海事沿岸警備庁

が取得する仕組みが構築されている．また，通関手続き

の一部も担っている．一方で，我が国では博多港の HiTS，
名古屋港の NUTS，清水港の SPNET 等の PCS が存在す

るものの，行政手続を処理している事例は存在せず，あ

くまで民民間の手続処理や情報共有が対象となっている．

なお，PCS は図-3に示す拡張計画からも今後も引き続き

官民手続きの一端を担うことがうかがえる．これは，英

国の港湾は，国際比較の観点からみて民間に大きく依存

した形態で運営されていること 68)も，原因の一つである

と推察される． 
新たな MSW の構築にあたり，関連する既存のシステ

ムを活用するか否かは，省庁間の縦割り（既得権益），港

湾管理体制，ユーザー利便性，さらにコストなど多方面
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からの検討が必要となる．なお，近年，海運・港湾分野に

おいて既存のシステムを活用した上で，システムを新た

に増やさずに API を用いた分散型による情報共有の研究

69),70)や，自律分散型のブロックチェーンを用いた貿易情

報の共有の取り組み 71),72),73),74)も推進されている．こうい

った取り組みは，基本的には情報共有や民間同士の手続

きに活用されているものの，既存システムの活用という

観点からは，参考になると考えられる． 

MSW ガイドラインでは，既存システムの活用に関して

は，『5.5レガシーシステムとプロセスの活用検討』に記

載がある．5.5によると，既存システムの活用の採否に関

して，コスト面から分析・判断する旨の記述になってい

る．加えて，上記のように省庁間の縦割り，港湾管理体

制，ユーザー利便性など多方面からの検討も必要であり，

それらも判断の際の検討材料にすることが望ましい． 
 

5.4 MSW の関連システムとの連携整備計画 

図-3に示すように，NMSW は今後，検疫通報（検疫明

告書）も取り込めるようにし，さらに CERS と統合して

港湾関連行政手続を一元的に処理する MSW として段階

的に拡張していくことが計画されている． 
この流れは，我が国の港湾 EDI が当初は港湾管理者と

海上保安庁の手続処理を対象としていたものの，後に税

関や入国管理局のシステムと連携し，最終的には，通関

処理を含む輸出入に関係する手続全てが統合され，国家

シングルウィンドウとして NACCS が構築された経緯と，

段階的な整備という観点では類似している． 
英国では，NMSW 構築以前に既に港湾における官民手

続（行政手続）の一部（CERS・PCS）や通関手続きが電

子化されており，我が国でも港湾 EDI 構築以前に通関手

続は電子化されていた． 
このように関連する手続が既に電子化されている場合

では段階的な拡張にならざるを得ないかもしれないが，

その際においても拡張に伴う申請者側への負担増（例え

ば，申請画面の大規模変更や通信仕様の変更など）はな

るべく避けるべきと考えられる． 

MSW ガイドラインでは，関連システムとの連携に関す

る段階的整備への言及はないものの，段階的整備になる

場合は上記のとおり申請者側への負担増を避けることを

考慮する必要がある．  
 

5.5 MSW と TSW との連携 

我が国では，MSW と通関等輸出入貨物処理手続システ

ムの TSW が一体化されデータが共有されているものの，

英国では，現時点では，NMSW と TSW との接続や連携

は考慮されていない．一般的には国土交通省系の省庁と

税関との間では，入出港情報や積荷情報などを共有する

ため，MSW と TSW のデータ共有は有益である．このた

め，将来的には英国においてもシステム間での連携や統

合について検討されると推察されるが，その実現方法は，

大別すると一体方式とシステム間連携方式に分かれる 4)．

前者は MSW と TSW を一体化すること，後者は MSW と

TSW を各々独立させたままシステム間で連携すること

である．我が国は，上述のとおり一体方式であるものの，

他国の事例をみると，韓国やシンガポールでは，MSW と

TSW は分離され，相互で必要な情報について連携する形

式（システム間連携方式）である．また，2.2.4(2)②およ

び 2.3(3)で示すように，MSW ガイドラインにおいても

MSW と TSW の概念は分離されることになった．したが

って，世界の流れは，システム間連携方式と考えられる． 
一体方式の場合，システムの維持費用低減や，ユーザ

ーが一つのシステムで行政手続が完結するといったメリ

ットがある．一方で，システム規模が大きくなるため，シ

ステム運営側としては機動的な改修が困難になったり，

ユーザー側としては処理したい機能に辿り着くまでのメ

ニュー選択が増えたりするといったデメリットも存在す

る． 
貿易に係る行政手続という広い観点からは，MSW と

TSW を統合することが理想的である．一方で，両者を統

合して構築する場合，MSW と TSW の対象ユーザーの違

いや省庁間の横断的連携の難しさなどの課題があること

から，早期に MSW を構築するという観点からは，両者

を分離して構築する方法を取る方が望ましいと考えられ

る．  
 

5.6 ユーザーインターフェイス 

我が国の NACCS は申請者に対して，画面入力方式と

システム間連携方式を提供している．一方で，英国の

NMSW はエクセルシートのアップロード形式のみであ

るものの，将来的にはシステム連携への対応が計画され

ている（4.2.1⑥参照）． 

ここで，システム間連携における通信仕様（電子デー

タ交換規約）の国際標準の適用について考察したい．我

が国の NACCS は NACCS 独自仕様を基本的に用いてい

るが，一部の手続では UN/EDIFACT の構文規則に添った

電子処理方法も提供している．ただし，データコードに

日本独自コードを用いるなど，国際標準に沿った通信仕

様を完全に実装しているとまではいえない．我が国は，

1978 年には航空貨物通関情報処理システム（旧 Air-

NACCS）が稼働し，NACCS としての歴史が古い故に，独
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自仕様で発展してきた経緯があると考えられるものの，

世界中を巡る船の立場からすると，各国で電子申請にあ

たっての通信仕様が異なることは業務プロセスの観点か

らは望ましくなく，国際標準を使用することが望ましい． 

MSW ガイドラインでは，6.4，6.5，6.6，7，7.1，7.2

にシステム間連携の通信規約についての記述がある．た

だし，詳細な内容について，2.3(9)，3.3で示す FAL 便覧

を参照するとされている．この FAL 便覧の最新版は 2019

年に発行されている 17)．2019 年版 FAL 便覧は，FAL 条

約附属書に定められた港湾関連行政手続の申告に用いる

電子データの情報概念の構造化とデータ要素の定義を行

ったものである．ただし，FAL 便覧は，未定稿部分を含

めて発行されており，また FAL43 会合の議論の結果，さ

らなる内容の拡充を図ることになった 18)．このため，FAL
便覧を適用して通信仕様を検討する際には，FAL 便覧の

内容が確定したものではないことに留意する必要がある． 
 

5.7 電子申請率 

英国は，電子申請を義務化している一方で，我が国は

任意である．我が国の港湾管理者への入出港届の電子申

請率はここ数年 60%前後を推移し頭打ちになっている．

この原因は，NACCS の未利用者は現在の業務プロセスに

不便を感じておらず，また逆に NACCS を使う方が不便

になるケースもあるためである*30．したがって， 港湾関

連行政手続の申請について完全ペーパーレスを目指す場

合，電子申請を任意にすると利用率に限界が生じるため，

英国のように導入時に電子申請を義務化することが望ま

しい．なお，韓国やシンガポールでも港湾関連行政手続

は電子申請が義務化されている 4)． 
MSW ガイドラインには，電子申請率についての記述は

ないものの，電子申請率を 100%にするためにはルールに

よる義務化も考慮すべきである． 
 
 

6. おわりに 

 

本稿では，改定された MSW ガイドラインについて，

改定作業におけるコーディネートを務めた筆者らの経験

も踏まえて，改定に至る議論の経緯，改定の内容，特徴に

                                                                 
*30 複数の申請者（船舶代理店）に対して過去筆者らが行った

NACCS 未利用の理由は主に以下のとおり． 
・関係省庁が一つの合同庁舎に入居している場合，申請者は申

請先の複数省庁を訪問するための移動に係る労力の負担を強

く感じていない． 
・行政側の担当者と直接顔を合わすコミュニケーションによる

関連情報入手の重要性． 

ついて述べた．改定された MSW ガイドラインの特徴と

して，国際海上交通簡易化条約（FAL 条約）附属書の 2016
年改正への対応，MSW と TSW との概念分離，システム

間連携への言及，MSW 構築のための全体的なアプローチ

概念の導入，各国の MSW 概要事例集の作成があげられ

る．MSW ガイドラインは，構築にあたって網羅的・汎用

的に必要かつ重要な知識をまとめており，理論的な教科

書ともいえる．また，MSW ガイドラインは，国際機関が

発行する，MSW の構築を対象にした唯一の指針であるこ

とから，事実上のデジュール標準といえる． 
加えて，実践的観点から MSW 構築にあたって考慮す

べき点の検討を行い，MSW ガイドラインの活用にあたっ

ての留意点を示した．MSW 構築にあたって考慮すべき事

項については，日英比較に基づく考察から，国家間共同

体や条約による施策の促進と支援施策の提供／省庁間の

横断的連携による構築体制の確立／省庁間システム連携

の段階的整備における申請者側への負担軽減／通信仕様

の国際標準の適用／MSW 導入時の電子申請義務化が重

要と考えられる．また，MSW と通関システムその他行政

システムとの連携については，既存システムや省庁間の

縦割りなどの要素を考慮し，一体方式かシステム連携方

式かを検討することが必要となる．これらの事項につい

て，MSW ガイドラインの内容との関係性を示し，同ガイ

ドライン活用にあたっての留意点としてまとめた． 

本稿の内容は，わが国 MSW の更なる国際展開の支援

ツールになるとともに，今後，IMO/FAL 委員会による国

際標準化作業において，わが国が中心役割を担うケース

が生じた際の参考になることが期待される． 
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付録 A 

FAL.5/Circ.42 
2019 年 5 月 16 日 

Maritime Single Window 構築のためのガイドライン 

1 簡易化委員会（FAL）は，第 43 回委員会（2019 年 4 月 8 日から 12 日）において，

添付の MSW 構築ガイドラインを承認した． 

2 締約国政府および国際機関は，関連するすべての関係者に対して本ガイドラインに

着目するよう要請されている．

3 締約国政府および国際機関は，必要な措置を検討するため，本ガイドラインの使用

より得られた成果を，できるだけ早期に委員会に提出するよう要請されている．

4 このサーキュラーは，FAL.5/Circ.36 を破棄する． 

注意

付録 A は，国際海事機関の許可を受けて和訳されたものである．この和訳は IMO の同

意を得て行われたものであるが，和訳された内容については IMO によって承諾された

ものではなく，原文と異なる可能性がある．疑義が生じた場合には，原文を参照される

べきであり，また，解釈に不一致が起こった場合には，原文が和訳より優先される．

Notice: 
IMO circular (FAL.5/Circ.42) was translated into Japanese with the permission of the 
International Maritime Organization. While this translation has been prepared with the consent of 
IMO it has not been approved by IMO and may therefore differ from the authentic text. In cases 
of doubt the authentic text should be consulted and will prevail in the event of conflict. 

※ 原文（英語）は以下の URL から入手可能である．

http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/docs/FAL%20related%20nonmandatory%20instru
ments/FAL.5-Circ.42.pdf
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添付 

Maritime Single Window 構築のためのガイドライン 
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1 はじめに 

 
海上輸送に関する行政事務負担を軽減する必要性については，合意形成がなされてい

る．FAL 委員会は，第 40 回 FAL 委員会会合において，FAL 条約附属書改正に関する決

議 FAL.12(40)を採択した．これは，公的機関に対し，船舶の入出港手続きおよび港湾手

続きを支援する電子情報交換システムの構築を義務付ける新たな標準規定 1.3 の二を含

む．海上輸送に関する「シングルウィンドウ」環境の構築は，標準規定 1.3 の二の履行

および海上輸送の全体的な行政事務負担という課題への対応策として効果的な方法で

ある．これに関して，シングルウィンドウ環境はこのガイドラインによって実装される

べきである．少なくとも同一国内の個別の港間におけるシングルウィンドウ環境の主な

特徴は，独占的な技術やデータモデルを用いずに，また，将来的にはシングルウィンド

ウ環境間の国際的な相互運用というゴールを支援しつつ，調和，標準化，相互運用を行

うことである．  
シングルウィンドウ構想に関する文献は多いが，そのほとんどが主に貿易および貨物

に関連するものである．輸送手段としての船舶の入出港手続きの課題は，それほど多く

対象とされていない．しかし，港湾と船舶の入出港業務を効率的に遂行するためには，

船舶の入出港手続きと貨物の手続きとを連携させる必要がある．本ガイドラインは，船

舶の許認可を含む，海上輸送の入出港手続きに関する指針を規定するものであるものの，

必ずしも海上輸送および貿易用に異なるシングルウィンドウを定義する必要があると

いうことを意味するものではない． 
本ガイドラインの本文では，2.1節に示す対象読者に対してシングルウィンドウ環境

の開発の主要なポイントについて記述する．ガイドラインは，8章に示す特徴に基づき，

6.2 節に概要が示される重要業績評価指標を含んでいる． 
本ガイドラインの附属書は，シングルウィンドウ環境の開発に関する重要な情報を記

載している． 
 

 

2 範囲 

 

UN/CEFACT（貿易簡易化と電子ビジネスのための国連センター），WCO（世界税関機

構）およびその他の組織により開発された勧告やガイドラインを俯瞰すると，それらは，

シングルウィンドウシステムの導入に向けた基本的な定義，モデル，データ調和または

ロードマップのみの記載にとどまっている．シングルウィンドウシステムの実装者は，

海事・港湾の申告を対象とした特定のガイドラインが存在しないために，シングルウィ

ンドウ環境の開発に際して多くの困難に直面する可能性がある．本書の目標は，シング

ルウィンドウ環境とライフサイクル全体を網羅する枠組みの開発のためのガイドライ
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ンである．シングルウィンドウ環境により，(1) 海上輸送における船舶の入出港手続き

の電子的方法の簡素化，(2) 海上輸送全般の物流活動，インターフェイスおよび情報の

標準化，(3) 海上物流効率の向上および IMO 加盟国の海上物流競争力の強化，という結

果が得られる．本ガイドラインは，海上輸送の要件を統合するために拡張された，一般

的なシングルウィンドウの概念と特性に基づき作成されている． 
 
2.1 対象となる機関 

本ガイドラインが対象とする読者は，MSW の開発または更改に責任を負う公的機関

または行政機関および MSW 導入を公的機関等に奨励する加盟国政府である．各国の状

況に応じて，加盟国政府は公的機関または行政機関の役割を果たすことがある．本ガイ

ドラインは，公的機関または行政機関およびその他関係機関に代わるコンサルタントに

とっても有用である． 
 

2.2 海上輸送 

本ガイドラインは，海上輸送におけるシングルウィンドウ環境の開発に焦点を当てて

いる．しかしながら，輸送は貿易円滑化の一要素にすぎず（4.1 節参照），海上輸送はい

くつかの輸送形態のうちの 1 つにすぎない． 
 
2.3 電子メッセージ 

手作業による情報の取り扱いや処理をなくすことは，船舶の入出港手続きを行う上で

最も効果的な方法である．したがって，本ガイドラインは，入出港手続のための情報シ

ステムの実装を対象としている． 
 

2.4 本ガイドラインと標準 

本ガイドラインは，シングルウィンドウ導入に対しての特定の標準は定義していない．

本ガイドラインは，利活用が可能な，別途国際的に認識された標準を適宜示している． 
 
 

3 用語 

本章は，シングルウィンドウ導入に関して使用される一般的な用語を示す． 
 

3.1 関係者 

3.1.1 運送人 

サプライチェーンの一環として，委託品の物理的な輸送を行う業者． 
 

3.1.2 運送取扱人 
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貨物輸送業者または荷受人に代わって，関連するサービスおよび／または関連する手

続きを含む貨物の輸送を手配する業者．運送取扱人は，しばしば，二者間の取引関係に

適用される契約条件に応じて，荷主，荷送人または依頼主により契約が結ばれる． 
 

3.1.3 依頼主 

報酬と引き換えに，輸送依頼などの業務の執行を契約当事者に委任する個人または組

織． 
 

3.1.4 船舶代理店 

港湾での船舶の所有者および／または用船者（依頼主）を代理する業者．代理店は，

指示を受けた場合には，港湾と共同して着岸ならびに全ての関連する港湾におけるサー

ビスおよび管理サービスを手配し，船長及び乗組員からの依頼に対応し，ならびに依頼

主に代わって貨物の積卸し及び受領を行うとともに港及び他の当局と共同して当該船

舶の入出港手続（適切な文書の準備及び提出を含む．）を行うことにつき，当該依頼主

に対して責任を負う． 
 

3.2 手続き 

3.2.1 許可  

特定のプロセスを実行する際に必要な許可証（書面，電子，または略式）を取得する

プロセス．本ガイドラインの範囲では，以下の入出港に関する許可がある． 
 国の水域に出入りする船舶に対する許可 
 船舶への着岸許可．通常，貨物輸入許可や乗員乗客の入国管理許可を含む 
 船舶への船積みまたは船卸しの許可 
 船舶への離岸許可 
 貨物の輸出入許可 
上記の他に，例えば入港通報義務地域，港湾航路，海峡，水門，またはその他の制限

交通区域などの許可も関連する場合もあるが，通常，交通管制（航路管制）の一部とさ

れる． 
 

3.2.2 積荷目録 

船荷証券および船荷輸送のために発行されたその他輸送書類からの様々なデータを

要約した文書． 
 

3.2.3 船荷証券 

船荷証券は，運送状（下記参照）に類似しており，両用語は同一文書にも使用される

ことがある．しかし，船荷証券は一般的にはより正式なものを指し，しばしば交渉の余
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地が大きく，その結果，船荷証券の所有者に貨物の所有権及び経路変更の権利を与える．

また，船荷証券の特徴として，貨物の引き取りをするためには，紙であっても電子媒体

であっても，原本と引き換えなければならない．なお，運送状の場合は，荷受人の身分

証明だけで引き取りができる．この用語は，国連貿易データ要素辞書コードリスト 1001
のコード番号 705 にも記載されている． 
 

3.2.4 運送状 

積荷の輸送範囲をカバーする，荷送人，運送人および荷受人との間の契約．この契約

は，積荷に関する当事者の所有権および責任に関する内容を対象範囲とする．この用語

は，国連貿易データ要素辞書コードリスト 1001 にも記載されている． 
 

3.2.5 FAL 文書 

電子・非電子手段によらず，FAL 条約附属書に規定されるデータを表す情報．FAL 条

約附属書の標準規定 2.1 において，最大限の申告要件となる文書を列挙している．なお，

FAL 様式については，FAL 条約の付録に記載されている． 
 

3.3 情報技術（IT） 

3.3.1 電子データ交換 

Electronic Data Interchange（電子データ交換）の略語である EDI は，いかなる種類の

電子データ交換に対しても使用される用語である．EDI は，UN/EDIFACT，XML または

その他のいかなる標準化されたファイルフォーマットでも実行可能である．しかし，特

に貿易相手によっては，貿易上の情報交換に要するコンプライアンス費用を削減するた

めに，1 つまたは複数の標準が好まれる場合があり，全てのフォーマットを国際標準に

適合させることが重要である． 
 

3.3.2 UNECE: UN/EDIFACT 

UNECE は，The United Nations Economic Commission for Europe（国連欧州経済委員会）

の略語である．UN/EDIFACT は，The United Nations rules for Electronic Data Interchange 
for Administration, Commerce and Transport（行政，商業，輸送のための電子データ交換に

関する国連規則）の略語である．UN/EDIFACT は，UN/CEFACT（The United Nations Centre 
for Trade Facilitation and Electronic Business：貿易円滑化と電子ビジネスのための国連セ

ンター）によって定義され，後に国際標準化機構（ISO）により ISO 9735 基準として標

準化された特有のフォーマットである． 
 

3.3.3 電子署名 

他の電子データに付与，または論理的に関連し，かつ，以下の要件を満たす認証方法
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として用いる電子形式のデータである． 
(a) 署名者と一意的にリンクしているもの 
(b) 署名者を特定できるもの 
(c) 署名者が個人の管理下で維持できる手段により作成されるもの 
(d) データの後続変更が追跡可能となるデータにリンクするもの 

 

3.3.4 電子印鑑 

電子印鑑は，技術的には電子署名と同じであるが，組織（法人）によって使用される

ものである． 
 

3.4 シングルウィンドウ 

FAL 条約の附属書において，シングルウィンドウは，単一の入力場所を通じて，同条

約に規定する標準化された情報の提出を可能にする装置と定義されている．この装置は，

電子データ転送に基づいていると広く理解され，かつシステムルールとユーザー同意に

則り，受信者にデータを送信するソフトウェアに依るものである．シングルウィンドウ

の文字通りの定義は，一元化された提出窓口に対して複数回申請することなく，どのよ

うなデータ転送も可能とするものである．UN/CEFACT 勧告第 33 号は，シングルウィ

ンドウを『貿易と輸送に携わる当事者が，輸入・輸出・通過に係る全ての法令要件を満

たすための単一のエントリーポイントを通じて，標準化された情報および文書を蓄積す

ることが可能となる貿易簡素化手段を提供する電子的な装置』と定義している． 
WCO メンバーは，シングルウィンドウの導入とは，必然的に，相互依存関係にある

装置，規制要件，国境管理機関の一連の業務フローをまとめたものになるため，シング

ルウィンドウ環境という用語を積極的に使用している．税関当局では，輸送機関，輸送

機器，貨物，乗組員に関する国境管理手続きのためのシングルウィンドウ環境の確立は，

複数の国境管理当局を含む情報管理と国境手続の自動化という複雑な課題に対する最

善の解決策と考えられている． 
UN/CEFACTは，技術通達において，シングルウィンドウ環境の用語を定義している．

この技術通達の解説における重要なメッセージは，一度情報がシングルウィンドウ環境

に送信されると，それらのデータはシステムに保存されるため，民間側（申請側）は，

複数回それらのデータを提出する必要がないことである．これは，同様または類似の情

報を異なる官署に対して各々提出する必要をなくす，「一度のみの申告」の原則への言

及である．また，シングルウィンドウ実装の主な目的は，電子的対処の創出ではなく，

貿易簡素化の枠組みの設置である． 
なお，以下，本ガイドラインでは，「（海運・港湾や通関などの）シングルウィンドウ」

とは，情報システム，計画，運用，保守，法的課題，関係者間の情報共有と協力を含む

トータルコンセプトとしての「（海運・港湾や通関などの）シングルウィンドウ環境」
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を示す．「（海運・港湾や通関などの）シングルウィンドウシステム」という用語は，技

術的な観点からの情報システムという意味で用いる． 
 

3.4.1 国家シングルウィンドウ（NSW） 

国家シングルウィンドウ（NSW）とは，国家が，海運，港湾，貿易など異なる部門を

跨いで情報収集・転送・交換することを目的として，複数の国家機関向けに単一環境を

構築する場合を示す． 
本ガイドラインでは，単一・共通の国家シングルウィンドウを通じて，（例えば一の

港湾または少数の港湾のみに適用されるような）地方特有の入出港手続きと国家政府の

入出港手続きを，まとめて処理する解決方法としてのシングルウィンドウという意味を

指す場合を除いて，（国家を省略して）単に「シングルウィンドウ」という用語を用い

る． 
 

3.4.2 海事・港湾シングルウィンドウ（MSW） 

「マリタイムシングルウィンドウ」（MSW）という用語は，全国的な入出港申請，保

安情報通知，その他民間部門と公的機関との間の関連情報などの海事・港湾行政手続き

を対象としたワンストップサービス環境と定義することができる．換言すれば，MSW
は，海事・港湾分野を対象とするシングルウィンドウである．国または場合により，MSW
は，NSW または TSW の役割を果たすこともある．なお，MSW の名称は地域ごとに異

なる呼称がある．例えば，ASEAN 諸国や日本では，MSW は「港湾 EDI システム」と

呼ばれている． 
 

3.4.3 貿易シングルウィンドウ／税関シングルウィンドウ（TSW/CSW） 

貿易シングルウィンドウ／税関シングルウィンドウ（TSW/CSW）という用語は，通

関手続きなど，貨物の輸出入に関連する手続きを対象とする環境と定義することができ

る．国または場合によって，TSW/CSW（以下「TSW」という．）が MSW の役割を果た

すことがある． 
 

3.4.4 港湾シングルウィンドウ（PSW） 

PSW とは，地方レベルつまり通常単一の港湾における，船舶から当局への情報送信

のためのシングルウィンドウ環境である．PSW は，可能であれば上層の NSW または

MSW に接続されるべきである．最近のケースでは，PSW が申請手続きに関する NSW
への単一のアクセスポイントの役割を果たす場合もある．PSW は港湾内において，よ

り広範な PCS の一部として機能することもある． 
 

3.4.5 港湾コミュニティシステム（PCS） 
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PCS とは，IPCSA（国際港湾コミュニティシステム協会）によると，自動的かつ安全

に官民間の情報交換を可能とする，中立かつオープンな電子プラットフォームと定義さ

れる．PCS の目的は，港湾と空港の競争力強化である．また，PCS は，データの一度の

みの申告および輸送と物流チェーンの結合を通して，港湾と物流プロセスの合理化，管

理，自動化を行うものである． 
PCS は，港湾コミュニティに所属するすべての多様な関係者に向けて，機能的に設計

されたモジュールシステムである．ゆえに，しっかりと統合されたシステムとなってい

る．港湾ユーザーにより港湾ユーザーのために開発されたシステムなので，PCS は，輸

出入・トランシップ・混載・危険物・海運統計の申告を網羅としている．また，PCS は，

民から民（B2B），民から官（B2G），官から民（G2B），官から官（G2G）の情報交換を

対象としている． 
 PCS は，MSW，NSW，TSW を含め，シングルウィンドウへのゲートウェイとしての

役割も果たすことが可能である． 
 
3.4.6 シングルウィンドウと関連システムの関係事例 

図 1 は，各シングルウィンドウシステム間の想定される関係を表す概念図である．な

お，この図は，すべての可能性がある関係を含んでいるわけではない（例えば，国によ

っては，PSW を保有していないものの，MSW を保有している場合もある．）．他のパタ

ーンについては，附属書 A の MSW 事例集の項目７または９を参照されたい． 
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（上記の図は，TC65/INF.6/Add.1 を転用し，一部修正したものである．） 

注：VTS（Vessel Traffic System：船舶航行安全システム）は，関係省庁によって実施されるサー

ビスであり，安全と船舶の効率的な航行の促進および環境保護のために活用される．VTS は，

VTS 対象エリアにおける海上交通とやりとりし，かつ，交通状況の変化に対応する能力を持つ

べきである． 

 
図 1 シングルウィンドウと関連システムとの関係図（事例） 

 
 

4. 国際海上貿易の概要 

本章では，MSW の背景にある概念を説明し，一般的な貿易要件との関連性に注目す

る．なお，これらの貿易要件は，多くのケースで独自のシングルウィンドウの要件も含

むものである． 
すべての情報システムの導入の成功に影響を与える主な要因の 1 つは，シングルウィ

ンドウであるか否かに関わらず，対象ユーザーの（仕様）要件を十分に満たしているか

である．これは，シングルウィンドウの設計者が，ユーザーを特定し，また要件を知る

必要があることを示唆している． 
したがって，本章の主なメッセージは，貿易には様々な場面があり，それぞれ異なる

責任と当事者を有していることである．シングルウィンドウの導入にあたっては，どの

場面，どの当事者，どの責任を想定しているかを必ず定義した上で，これらの要件を満

たす技術的な解決案が導入されなければならない． 
さらに，貿易簡素化の観点から，新規または追加の申告をシングルウィンドウに統合
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することが，真に効果的である旨を実証するべきである． 
 

4.1 異なる業務プロセスグループ 

貿易には，貨物輸送の上位目的を達成するために，相互作用する多数の異なる業務プ

ロセスが関与している．図 2 は，貿易と輸送における主要な業務プロセスおよび関係者

を示したものである．業務プロセス全体を動かす最上レベルは，国際貿易である．これ

により，多くの場合，運送取扱人などの輸送サービス提供者によって供給される輸送の

必要性が生じる．実際の輸送は複数の区間で実施されるが，いくつかの区間は，船によ

り実施されるものもある．船舶輸送中には，輸送業務に携わる当事者間での処理が必要

な運用上の問題も存在する． 

 
図 2 貿易と輸送における主な業務プロセス 

 
図 2 は業務プロセスにおける上位レベルの一覧を示した図であることから，かなり簡

略化されており，実際のプロセスは非常に複雑である．また，これら 4 段階のレベルは，

貨物輸送上において複数回繰り返され，多くの場合で，各レベルにおける役割および業

務は，他のレベルの役割や業務との関連が強い． 
各レベルでのユーザーへの要求事項は，同レベル上の業務プロセスにより決定される

ため，異なる目的を有している．最上レベルは，輸送品の売買によって決まるが，最下

レベルは，リソースやインフラの利便性によって決まる．また，投資収益の必要性によ

り決定される．したがって，一つのシングルウィンドウは，すべての要件を満たせない

こともあり，異なるシングルウィンドウの組み合わせの活用や，従来型の当事者同士の

相互作用が，より適切となる場合もある． 
 

4.2 輸送タイムライン 

申告要件とそれに伴うシングルウィンドウを通しての申告は，船舶または貨物の航海

上の位置により異なる．下記に示す図 3 は，参照となる申告タイミングをいくつか示し
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乗組員管理監督者 

輸送サービス
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ている． 

 
図 3 輸送プロセスにおけるタイムライン 

 
適用されるルールや商取引プロセスに応じて，異なる細分が適用される場合もある．

いくつかの細分は図 3 の記載に含まれている．（以下に細分を示す．） 
 通過基線：船舶が国の海域に入港する地点．通常，沿岸警備隊，海軍または警察へ

の通報が必要となる． 
 海上航路の終着点（EOSP）：輸送契約書に出てくる単語で，船舶が入港の為に一定

であった航海速力の減速を開始する地点である． 
 水先人ピックアップ：多くは EOSP で実施する． 
 入出港通報区間／船舶通航ガイド（VTS）区間 
 海上航路の開始点（FAOP）：出港してから増速を開始し，予定の航海速力に達した

地点である． 
なお，海上航路には海峡や海峡への航路が含まれている可能性があり，また，港湾へ

の接近も同様に，より多くの段階に細分化される可能性がある． 
 

4.3 シングルウィンドウに関連する当事者および業務機能 

以下に示す図 4 は，船舶の入出港手続きに関与するユーザーグループの詳細を示した

ものである． 

 
図 4 船舶の手続に関係するユーザーグループ 

海上航行 入港 着岸 船卸し 船積み 離岸 出港 海上航行 

EOSP

基線通過 

FAOP

入出港通報区間 水先人乗り込み up 

前港出港 

申告準備 

海事 船舶検査 

オペレーション 

船舶保安 
環境

密輸

その他

支払い支払い 

セキュリティ

船舶，船舶代理店，船主／運航管理監督者 

用船者，荷主，旅客，荷送人，荷受人 

港湾／ 

ターミナル

貨物

セキュリティ 

船舶保安 
環境

船舶保安 
環境 環境

セキュリティ セキュリティ セキュリティ

支払い 
オペレーション 

輸出入 入国管理 
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 異なるグループに属する個別の責務をもった当事者は，何の情報が，いつ，どのフォ

ーマットでの交換すべきかについて，大きな影響力を持っている． 
最上段ボックスは，入出港手続きプロセスを担当するメインユーザーグループを定義

しており，最下段ボックスは，輸送業務に関与するユーザーグループを示している． 
最上段ボックスの色は，当事者のグループが，海上輸送のみの手続を処理するか（黄

色），あらゆる輸送モードの手続を処理するか（オレンジ色）を示している．港湾およ

びターミナルの当事者は，両分野に属することが分かる．これは，ターミナル（場合に

よっては港湾）も，内陸輸送（道路，鉄道または内陸の水路輸送など）に関わる必要が

あることに起因する． 
最上段ボックスには，実行する操作を示す内部業務ラベル（赤および緑ボックス）が

付与されており，これらは情報をやり取りする理由である． 
矢印は申告要件を示している．緑色の矢印は到着前に通常行う必要があるデータフロ

ーを示し，薄紫の矢印は到着直前または到着後に実施するフローを示す． 
以下の表 1 は，当事者グループに割り当てることができる特定の当事者例を示したも

のである．実際の当事者は，国や港によって異なる名前・機能を有している可能性があ

るが，表 1 は比較的に一般的なものである． 
 

表 1 当事者グループ 

グループ 機能 当事者（書類） 
海事 保安 海軍（ISPS レポート，入港通報） 

安全 沿岸警備隊（入港通報，基線通過） 
VTS，水先人，船舶申告エリア（入港通報） 

環境 沿岸警備隊（危険物積荷目録，バラスト水申告） 
支払 航路税，水先人費用 
運用 VTS，水先人（入港通報） 

検査 保安 ポートステートコントロール（ISPS 書類） 
安全 ポートステートコントロール（証明） 
環境 ポートステートコントロール（廃棄物および廃油申告） 
その他 国際労働機関（契約） 

港湾／タ

ーミナル 
保安 港湾保安管理者（ISPS レポート） 
安全 安全管理者（危険物積荷目録，入港通報） 
環境 安全管理者（廃棄物申請，バラスト水申請） 
支払 港湾／ターミナル使用料 
運用 入出港通報 
積荷 積荷への許可状況，積荷目録 

輸出入 保安 積荷目録 
密輸 入港通報，積荷目録 
環境 積荷目録，動物検疫，（人）検疫，その他証明書 
支払 関税 

入国管理 保安 乗組員名簿，旅客名簿 
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5. 基本計画策定 

5 章から 8 章は，MSW 構築のための簡潔かつ段階的なガイドラインとして記述され

ている．各ステップは比較的簡潔に説明されているが，必要に応じて本ガイドラインの

附属書など別の箇所に参照可能な情報を記載している．また，より詳細な情報について

は，簡易化と電子ビジネスに関する IMO/FAL 便覧（FAL 便覧）も参照されたい． 
なお，各ステップの結果によっては，前段階のステップを考慮した特定の前提を無効

にすることがあり，適宜ステップの遡りが必要となる場合がある． 
 

5.1 目的 

このガイドラインに沿って実装されるMSWは，以下の目的を成し遂げるべきである． 
1. 申告および許可プロセスの効率性向上と海上貿易を強化すること 
2. 少なくとも国内港間における調和と標準化に最大限取り組むこと 
3. 輸送に関する行政事務の最小化に取り組むこと 

 
5.2 アーキテクチャ概念 

以下に示すシステムは，MSW の構造と振る舞いを定義する概念的な構造モデルであ

る．このモデルは，単一機関（CIM：集中型情報モデル）が，シングルウィンドウを通

じて電子的に情報を受け取り，かかる情報を関連するすべての関係者に送信するシステ

ムの運用責任を担う場合を想定している． 
この概念モデルは，ユーザーインターフェイスまたはシステム間インターフェイスの

いずれかを通して，船舶データ提供者からの電子申請を可能とする環境により，MSW
が構成されていることを示す．情報はデジタル化され，個々のデータ要素は 1 回のみ提

出される． 
この一般的なシステム構造の範囲内において，各国の独自要件と状況に応じ，様々な

MSW の構造を定義することが考えられる． 
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図 5 Maritime Single Window の概念アーキテクチャ 

 
図 5 は，MSW によって処理される情報の流れを示している．例えば， 

 船舶運航関連業者（船舶所有者，船舶代理店など）による情報の提出と当局の受理

通知 
 関連する（すべての）当局への受理情報の送付と，船舶運航関連業者への関連当局

の決定事項の通知 
この 10 年間の技術の急速な進化と，交換および保存の能力の飛躍的な拡大を踏まえ，

将来を見据えたオープンなシステム構造のビジョン策定が奨励される．主な課題は以下

のとおりである． 
.1 モジュール型設計とインターフェイスの標準化 
.2 申告のための船舶／代理店間の相互接続の徹底 
.3 自動的システムを持つ，当局と（申請者などの）組織との相互接続の徹底 
.4 独自コンピュータシステムを所有していない関係者／ユーザーとの交換 
.5 電子通信接続の停止，低品質および高コストに対する補償 
.6 サービスの継続性の確保 

改正 FAL 条約は，海上輸送に関わる情報の送信において，電子データ交換（EDI）など

の電子情報交換をはじめとする最新の情報および通信技術の利用を義務化している．な

お，EDI の利用は，概念的構造の中心に位置付けられる． 
 

5.3 範囲と利害関係者の選定 
MSW の機能と主な利害関係者を選定する必要がある．主な課題を以下 5.3.1 項から

5.3.4 項に示す． 
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5.3.1 MSW／TSW   
輸送において，シングルウィンドウは通常，MSW と TSW の大きく 2 種類に区分さ

れるが，実際には，多くのケースで両方の要素が混合した実装を行うことになる． 
 MSW：FAL 条約および FAL 便覧は，船舶の着岸前に要求される可能性がある手続

きを最大限に定義している．しかしながら，FAL の要件に適合させることで，自動

的に乗客や乗組員が入国可能，あるいは，貨物が輸入可能になるという意味ではな

い．通常，船舶の手続きとは，貨物の岸壁への荷揚げおよび出入国管理のための乗

客の下船を指す． 
 TSW：既存のほとんどのシングルウィンドウは，貨物の輸出入の手続きをとりあつ

かっているので，TSW といえる．各国の体制により，貨物の輸出入手続は，税関，

動植物検疫など様々な当局により，もしくは当局に代わって実施される．これは

TSW を意味する．とりわけ，TSW の実装は課税の観点からの国益保護，危害を加

えるあらゆる輸入品からの国家保護に関連するものである． 
 

5.3.2 許認可機能の実装  
異なる種類の手続きも考慮し，手続を以下のように分類することも可能である． 

.1 領海内航行手続：領海内の航行を船舶に許可するもので，通常，国境警備，軍

事または類似組織からの特定の許可証が必要となる． 
.2 着岸手続：着岸手続は，衛生，植物検疫，貨物および乗客の安全に関わる手続

きなど，あらゆる安全面および保安面の問題に関連する船舶手続きも含んでい

る． 
.3 乗客および乗組員の手続：乗組員と乗客が下船するために必要な措置を含む． 
.4 貨物の荷揚げ，荷積みまたはトランシップの手続 
.5 船舶燃料の荷積みまたはその他の港湾業務の手続 

出港の際も類似する手続きの分類が定義できる．なお，本リストには一般的に TSW
の範囲である，輸出入品の税関および他の当局の手続きは含まれていない． 
 

5.3.3 輸送の種類 
輸送の種類には幅広いバリエーションがあり，各々以下に示す独自の課題がある． 

.1  ROPAX（貨物フェリー）：乗客の車内にある特定不可能な荷物，極端に短い一

部の国際フェリー，乗船・下船時に過度の遅延を生じさせずに手続きを完了さ

せる特別な配慮 
.2  乗客／クルーズ船：「一日移民者」となる大規模な乗客グループ 
.3  Ro-Ro船／コンテナ船：通常UN/EDIFACT形式で表示される大量の貨物情報，

積荷目録／船荷証券の電子データによる送信 



Maritime Single Window（MSW）の国際展開に向けた環境整備の実践－MSW 構築のためのガイドラインの全面改定－ 
飯田純也・鈴木健之 

42 

.4  バルク船：単純な積荷目録／船荷証券，単純な税関手続 

.5  一般貨物：より複雑な積荷目録および通関手続，複数の荷受人と荷送人，部門

によっては定期的で頻繁な寄港をする船舶への対応 
したがって，シングルウィンドウの構築にあたっては，本システムを通じ，どの種類

の船舶が処理される可能性が最も高いのか，何が例外として扱われるのかを考慮する必

要がある． 
 

5.3.4 地理的範囲 
シングルウィンドウは，異なる地理的領域における手続きの提供が可能である．より

広範な地域から局所まで，下記のような例が挙げられる． 
.1 地域的な手続き：複数の国に入国する際の手続き 
.2 国内手続き：1 つの国に入国する際の手続き 
.3 入港手続き：特定の港に入港する際の手続き 

国の法令および地域協定により，上記の手続きが 1 つまたは複数必要になる場合があ

り，1 つまたは複数の手続き機関によって管理される． 
 

業務プロセスと情報フローのレビューと分析31 
 MSW を導入する際には，現在の業務プロセスと情報フローのレビューと分析が必要

である．一元化された入力窓口の設定と「一度のみの申告」の実現のためには，業務プ

ロセスと情報フローの変更が求められる．加えて，MSW 導入に合わせて，MSW に関連

する他の業務プロセスと情報フローの整理を検討することが望ましい．業務プロセスと

情報フローの変更にあたっては，関係者と議論する場の設置が役立つ． 
 
5.4 関連政策課題の分析 
 立法および政策課題は，おそらくシングルウィンドウの構築における最も複雑な要素

である．UN/CEFACT 勧告第 35 号「国際貿易のシングルウィンドウのための法的枠組

みの構築」は，シングルウィンドウを構築する際に直面する一般的な法的問題への対処

方法に言及している．勧告第 35 号の他にも，5.2.1 項，5.2.2 項および 5.2.3 項に示す

ように，様々な輸送形態に関して検討が必要な法的問題もある．さらに，他のプロジェ

クトで得られたいくつかの経験は，特に考慮されるべきである． 
 

5.4.1 国際輸送 
国際輸送の要件は国の法令を反映させたものである．申告要件に関し，国の法令は，

FAL 条約を反映していることが多い．しかし，欧州議会・欧州理事会の指令 2010/65/EU
の事例のように，地域の法令要件も並行して存在する場合もある．例えば，保安手続や

                                                                 
31 本来 5.4 節であるが，節番号が抜けている． 
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早期到着通知など，他国や地域法令または国際法の準拠も検討しなければならない． 
 

5.4.2 地域内輸送 
地域によっては，地域内の各国間の海上交通を扱う特別な法令を有している．通常，

同地域への入域は，地域内の港湾間の移動時よりも厳しい規制がかけられる． 
 

5.4.3 国内輸送およびカボタージュ輸送 

国内輸送およびカボタージュ輸送業務は，通常，国の法令に規定されている．カボタ

ージュ合意も，国際法を参照している場合がある． 
 

5.5 レガシーシステムとプロセスの活用検討  
新たなシングルウィンドウシステムの導入は，必然的に業務フローを変える．シング

ルウィンドウの目的は，貿易と輸送のプロセスを簡素化することである．新たなシステ

ムの全体的なコストは，ソフトウェアおよびハードウェアなどの必要な投資コストだけ

でなく，業務フローの変更にかかるコストも考慮の上，決定される．レガシープロセス

を存続させる場合は，新たに自動化される船舶入出港手続システムとの整合性確保に留

意が必要である．もし，コスト削減に役立つ可能性がある場合であり，かつ，レガシー

システムが，簡素化という目的全般に対して過度に影響を与えない場合は，新システム

とレガシーシステムとの情報交換を可能とするインターフェイスを用いて，レガシーシ

ステムを活用してシングルウィンドウを構築する方策もありうる．いくつかの考えられ

る課題は以下のとおりである． 
.1  必要以上に特殊なソフトウェアを使用せず，ユーザーが電子システムに対し

てインターフェイス接続できるツールの存在がある．Adobe Reader や Microsoft 
Excel などの一般的なツールは，グラフィカルユーザーインターフェイスによ

って，XML ファイルの読み書きができる．しかし，一般的なソフトウェアは，

XML フォーマットの文書を作成可能である一方で，システム要件に厳密に対

応するフォーマットを必ずしも作成できるわけではなく，この場合，受信拒否

の原因となり，書類の自動処理のプロセスを複雑にする．そういったケースに

対処するには，オープンソースコードをもちいた特殊なソフトウェアの活用が

適切であると考えられる． 
.2  自動情報交換システム（3.3.1 項および 3.3.2 項参照）は，従来の文書フォー

マットを引き続き使用可能とすることにより，システムの全体的な設計が平易

になることもある． 
しかしながら，すべての場合において，6.4節で議論するように，プロセスおよびデ

ータモデルの調和に重点を置くべきである． 
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5.6 情報セキュリティ要件の決定 

シングルウィンドウが使用される取引には，法的にも商業的にも重要なものもあるた

め，情報セキュリティ問題への対処が必要である．情報セキュリティには，通常，以下

の概念の一部またはすべてが含まれる． 
.1 機密性：権限のない個人やシステムに情報が開示されないことを保証する． 
.2 整合性：受信（または送信）された情報が正確で論理的に一貫性があることを

保証する． 
.3 認証：送信者（または受信者）の身元を保証する． 
.4 承認：送信者または受信者が情報を提供または受信する権限を有することを保

証する． 
.5 可用性：システムが必要なときに利用可能であることを保証する． 
.6 否認防止：情報の送信者または受信者が，情報が送信または受信されたことを

否定できないことを保証する． 
.7 メッセージ送信：シングルウィンドウを経由するメッセージの追跡が可能であ

り，かつ，配信保証概念が適用されることを保証する． 
関連するセキュリティ問題に対処する技術の導入を，十分に強調する必要がある． 

 

5.7 プロセス自動実行の支援 

セキュリティメカニズムのいくつかは，行政手続の完全自動実行の支援が要求される．

例えば，船舶の申告の自動化のためには，申告書類が送信され，かつ受信者によって改

竄されていない証拠をシステムによって示されることが必要である．加えて，一般的に

は，メッセージの送信者の認証も求められる． 
 

5.8 ビジネスモデルの決定 

シングルウィンドウの成功は，ビジネスモデルがユーザーの期待にどれだけ応えられ

るかに左右される．したがって，適切なビジネスモデルの選択が重要となる．選択肢は

様々であるが，典型的なモデルは以下のとおりである． 
.1  公的機関のみによる運営および資金提供．システム使用にかかる支払いはな

い． 
.2 商用港湾企業による資金提供．システム使用に関して直接使用料を支払わな

い．シングルウィンドウにより多くの港湾プロセスを大幅に簡素化できるため，

効果的な可能性がある． 
.3  取引ごとに手数料としてユーザーが支払う．システムのユーザーに直接コス

トが割り当てられる．この場合のほとんどは，民間企業によって運営される港

湾コミュニティシステムである． 
使用料を免除する利点は，ユーザーの取り込みがより迅速になることである．これに
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より，陸側当局や他のユーザーの投資収益がより速くなる．しかしながら，このモデル

では，システムの導入前に長期的な資金調達が必要となる． 
 

5.9 情報の保存 

「仮想港湾の構想」（BLU-VH）報告書には，シングルウィンドウなど電子システムに

よる連携のため 3 つの異なるモデルが記載されている．同報告書では，インフラストラ

クチャー，メッセージ交換，安全性，可動性という異なる観点から，これらの 3 つのモ

デルを分析している．3 つの連携モデルは以下のとおりである． 
.1 二国間情報モデル（BIM）：二国間ベースにおいて異なる当事者同士で直接情

報が交換される．これは，シングルウィンドウを備えていないか，または，ど

のサーバがどのような機能を実行可能かに関しての情報のみを提供するシン

グルウィンドウかであり，旧タイプである． 
.2 集中型情報モデル（CIM）：このモデルでは，集中型のサービスプロバイダに

データが格納される．権限を有する取引パートナーは，このプロバイダから情

報を検索することができる． 
.3 分散型情報モデル（DIM）：このモデルでは，データは各個人によって保管お

よび管理される．ブローカーサービスは，適切な情報源から情報を取得する際

に役立つ． 
現在，海事および港湾分野に関連した多くのシステムは CIM アプローチを使用してい

る．一方で，EU の SafeSeaNet は，異なる NSW（または MSW）の連携においてより幅

広い役割を果たす DIM システムを採用している．同システムでは，EU 加盟国が各国の

イベントの情報を各国に保存して，欧州インデックスサーバと呼ばれるセントラルハブ

が重要なイベントを追跡する．このインデックスサーバは，加盟国システムへ申告が行

われる度に通知を受け取るが，申告書類の全詳細は，加盟国レベルまたは加盟国内のロ

ーカル内に保存されるため，申告書類の情報は，欧州インデックスサーバを介して，リ

クエストされた場合のみ他のユーザーとやり取りされる．このモデルは，システムを通

した情報の自由な流れのサポート，個々のユーザーによる収集データの配信，また，運

営上・組織上の最も適する方法により，機能処理との間のバランスを取ることができる． 
 
6. 構築 

6.1 方法論と設計プロセス 

 既存の申告・許可手続を，FAL 条約附属書の申告要件を含むシングルウィンドウに移

行して成功させるには，方法論とプロセスを以下の内容に対応させるべきである． 
.1 全てのステークホルダーのニーズ 
.2 効果的なシングルウィンドウの活用への合意 
.3 データ申告要件について調和されたリストの開発 
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.4 国内または国際貿易に関わる全ての関係者のニーズを満たす，合意された申

告様式 
.5 MSW のビジネスユーザー（民間）は国際的な組織（企業）であることから，

状況に応じて，ビジネスユーザーのシステムと MSW との間の通信のための国

際標準または認知された標準の利用 
また，シングルウィンドウ構築に選択される技術に関わらず，シングルウィンドウの

効果的な運用のための要件となる，官民手続と民民手続の整備に取り組むべきである．

特に考慮すべき事項は以下のとおりである． 
.1 「一度のみの申告」，安全，効率的な配信およびデータ再利用を基本としたサ

ービスモデルのための官民手続，民民手続 
.2 上記サービスモデルを支える法令環境 
.3 MSW に保管された情報へのアクセス権利を規定するデータ保護条項 

さらに，可能な限り効率的な機能を実行可能とするシングルウィンドウの実装につい

て考慮すべきである． 
 一般的なシステムの実装にあたっての一般的な方法論は，図 6 に示すとおりである．

（なお，他の方法論を排除するものではない．） 
 MSW は関係主体が複雑であり，ゆえに，ソフトウェア開発にあたってプロフェッシ

ョナルなアプローチが必要である．開発の責任主体は，インハウスの専門性と外部サポ

ートの確保が必要である． 
 以下の節では，技術的観点からシングルウィンドウを実装する際に推奨される方法論

を述べる． 

図 6 一般的なシステム開発の方法論 

 
6.2 重要業績評価指標（KPI） 

 5.1 節に記載された MSW の目的達成の評価のために，シングルウィンドウ環境の特

徴（8 章参照）に基づく重要業績指標を用いて，MSW の実装・運営方法を検討すべき

である． 
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 シングルウィンドウ環境の特徴と合致した重要業績指標は，開発（5 章参照），実装

（6 章参照），および 5.1 の目的を達成するための MSW の性能を評価するためにも使

用されるべきである．さらに，重要業績指標は，本ガイドライン附属書 A に記載の MSW
事例の中から，（MSW を今後構築する国にとって）適切な MSW を特定するプロセスに

も活用されるべきである． 
 
6.3 システムアーキテクチャの概要 

図 7 の上から下，図 8 の左から右にみられるように異なる機能を持つ，いくつかのコ

ンポーネントが存在する． 
.1 シングルウィンドウへ入力する立場の船舶代理店，船主，船員などのビジネス

ユーザー（民間）は，可能な限り，国際標準の規約とデータフォーマットを用

いるべきである． 
.2 しかしながら，M2M，インターネット，インターネットベースの枠組みなど，

異なるデータ送信ルートをユーザーは期待している． 
.3 （図の）中間部分は，データベースといくつかのビジネス／イベントのロジッ

クを示す．これらは，.1 に示すユーザーに対する国際的な要件と，行政側のユ

ーザー（図 7 下楕円，図 8 右楕円）に対する個別の要件が適用されなければな

らない． 
.4 次の段階は，現地ユーザーへのロジックとフィルターの提供である．（全ての

者が全てのデータにアクセスできるわけではない．） 
.5 ビジネスユーザーとして，アウトプットは，官署によって異なる可能性がある．

インターフェイスは，地方と国家の法令に基づくため，国際標準を見いだすこ

とはより困難と考えられる． 
.6 許可などの官署からビジネスユーザーへの通知は，図 7 の下から上，図 8 の

右から左へと送信される．なお，接続制限，帯域，船舶へのデータ送信防御方

法に関する安全対策のために，船舶との通信については，特別の条項が要件と

なる可能性がある． 
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図 7 システムアーキテクチャのイメージ図（その１） 
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図 8 システムアーキテクチャのイメージ図（その２） 

 

6.4 データの調和 

データの調和は，プロセス分析，ベストプラクティス，国際貿易手続を勘案すること

で成し遂げられる．必要に応じて，貿易円滑化および電子ビジネスソリューションの開

発を支援するために，UN/CEFACT モデリング方法論（UMM）が使用される．UN/CEFACT
ライブラリメンテナンスチームは，ビジネスドメインおよびセクター間のコアコンポー

ネントの一貫性と調和を担当し，ビジネス用語およびビジネスデータの意味定義の簡潔

かつ明確な用語集，データのやり取りの構造化に貢献している． 
シングルウィンドウ設計の重要な側面は，異なる当局とユーザー間のデータ表現の調

和を図ることである．本件に関しては，「シングルウィンドウデータハーモナイゼーシ

ョンにおける WCO データモデル（WCO Data Model）」において議論されている． 
 

6.5 データ要素 

The Compendium on Facilitation and Electronic Business（文書番号 FAL.5/Circ.40：通称

「FAL 便覧」）は，電子データ交換（EDI）を用いて，港湾における船舶，乗員および貨

物に関する入港，停泊および出港に要求される情報の送受信をサポートするシステム構

築のための参照マニュアルである． 
FAL 便覧には FAL 条約に記載されている入港，停泊および出港の報告における推奨

データ要素，ならびに SOLAS 条約 XI-2/9.2.2 および MSC.1/Circ.1305 に基づく保安情報

報告の際に要求されるデータ要素に対する FAL 委員会の定義づけを示す表が含まれて

いる． 
 

6.6 シングルウィンドウへのデータ入力 

一般的には，データをシステムに入力する方法について複数検討する必要がある．こ
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.1 システム間連携インターフェイス（Machine to Machine Interface） 
   安全な接続を通して，船舶の入出港に関する電子情報を自動的に送受信す

るための，船上と陸上の関係者における IT を用いた解決法である． 
.2 グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI） 
  GUI は，システム間連携を用いた通信の主な代替手法であり，コストまたは

運用上の観点から，システム間連携による自動送信が不可能な場合の一般的な

アプローチである．GUI は，申告要件が少なめであり，かつ，世界の貿易パタ

ーンからみて例外的なケースにおいて，自動システムにオーナーやオペレータ

が（システム間連携に）投資する意味がない場合の申告に役立つ． 
 

6.7 ユーザーのデータ入力支援ツール 

電子データ交換（EDI）32におけるインターフェイスでは，ユーザーが EDI ファイル

の書式設定をどのように行うのかの検討が必要である．自動化されたシステムのほとん

どにおいて，EDI ファイルの書式設定はローカル管理システムによって実施され，自動

的にシングルウィンドウに送信される．また，電子メールまたは直接インターネット経

由により，ユーザーが手動でデータ入力し，保存用の EDI ファイルを生成可能なデータ

入力ツールを提供することもできる． 
データ入力ツールは，独立型アプリケーションともなりうる．また，例えば，HTML

形式，Adobe PDF，Microsoft Excel ワークブックなどを使用した実装も可能である．後

者の利点は，船上またはユーザーのオフィスで特殊なソフトウェアのインストールが不

要なことである． 
 

6.8 非機能要件 

実装フェーズでは，実装の選択を実質的に制限する様々な「非機能」要件を考慮する

必要がある．典型的な課題は，将来 MSW を利用するユーザーが，新しい技術ソリュー

ションをどこまで活用することを期待できるかという程度を決めることである．これは，

提案された技術ソリューションを最終的に採用判断する際に，明らかに重要な課題とな

る． 
 

6.9 サイバーセキュリティ 

増大しつつあるサイバー攻撃の驚異に対応するため，MSW の運用保守にサイバーセ

キュリティ技術が不可欠になっている．サイバーリスクの管理は，海運におけるサイバ

ーリスクマネージメントに関するハイレベルの勧告を定めた「Guidelines on Maritime 
Cyber Risk Management（海運におけるサイバーリスクマネージメントに関するガイドラ

                                                                 
32 筆者注：電子データ交換（EDI）のインターフェイスと 6.6.1に示すシステム間連携インターフェイス

（Machine to Machine Interface）は同義ととらえられる． 
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イン）」（MSC-FAL.1/Circ.3）など，国際標準およびベストプラクティス事例に準拠して

実施しなければならない． 
 

7. 相互運用性 

UNECE 勧告第 36 号に基づくと，技術相互運用のレベルは，データセット構築の方法

論，データセット，業務プロセス，伝送の 4 つがある．情報システム間の電子メッセー

ジ交換の際は，通信プロトコル（例えば：HTTPS，FTPS，SMTP など）と，構文規則・

フォーマット・メッセージコード・データコードを考慮したデータ形式の 2 つの重要な

要素がある．どちらも，関係者との議論を通して決められるべきである．FAL 便覧は，

相互運用性を促進し，MSW のシステム連携を実装するために使用可能なデータ形式を

特定している．相互運用性に関して他の重要な側面は，異なる法体系からなる関係者間

の文書のやりとりについて，法律的に問題のない信用できる越境電子取引を保証してい

る． 
 

7.1 UN/EDIFACT と FAL 便覧 

海上貿易では複数の国際的なデータ標準が使用されている．本ガイドライン執筆時点

においては，UN/EDIFACT 電文が極めて広範に使用されているが，一方で，現在，特に

行政において XML やその他のデータ形式も使用されている．UN/EDIFACT の使用にあ

たっては，UN/EDIFACT 関連の包括的な議論を含む，FAL 便覧に準拠すべきである． 
 

7.2 Extensible Markup Language (XML) 

電子メッセージの分野における新たな開発の大半は，Extensible Markup Language
（XML）の適用に基づいている．XML は，一般的なオフィス自動化ツールや市販また

はパブリックドメインのコンピュータソフトウェアによる幅広いサポートを備えた，電

子データ交換用の比較的単純なシステムである． 
しかしながら，XML 形式の新たな電文作成は比較的容易であることから，多くの異

なる規格や部分的に相違がある規格を生む結果となっている．この特徴は船舶手続きに

も当てはまるが，船舶手続きのための XML の適用はあまり実施されていない．比較的

知られた事例は以下のとおりである．フィンランドの PortNet，米国沿岸警備隊

（http://www.nvmc.uscg.gov/）の eNOA/D システム（船舶入出港の電子事前通知），およ

び欧州の SafeSeaNet（http://www.emsa.europa.eu/）である． 
本ガイドライン執筆の時点では，ISO 28005 シリーズや ISO15000 シリーズなど船舶

入出港手続きに適用可能なデジュール標準は存在するものの，船舶入出港手続向けの

XML メッセージのデファクト標準が登場する可能性は少ない． 
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8. 特徴 

5.1 に示す MSW 構築の目的に沿うために，MSW は，少なくとも以下の特徴を備え

て構築されるべきである． 
.1 FAL 条約附属書に規定される申告情報に関連する船主や関係者に対して，公

的機関は，要求する情報を限定すべきという FAL 条約附属書標準規定 1.6 に

合致すること． 
.2 以下の 8.3.1 に関わらず，公的機関，PCS を含めた港湾当局およびその他関

係者によって，重複申請の排除のために追加申告が要求されるかもしれないが，

これらの情報は，単純で標準化された申告手続と様式に含まれる．シングルウ

ィンドウで申告できる情報は，単一で標準化された申告方式と様式の一部をな

すものである．この観点から，シングルウィンドウは，FAL 条約附属書 1.3 の

五（勧告規定）を組み込んでいる．特に， 
.1 全ての港湾で有効ならびに全ての公的機関，PCS を含めた港湾当局お

よびその他関係者のニーズに合わせた申告要件を最大限に調和・合意

したリストによって申告要件の範囲は決められる． 
.2 申告要件が最低限であることを確認するために，調和された最大限の

データ申告要件のリストは，一定期間毎にレビューされるべきである． 
.3 最大限の申告要件のリストは，標準化されたシングルウィンドウの申

告様式の内容を決定する． 
.4 提出されたデータの再活用の原則に準拠すると，船舶，船主，運航者

および代理店は，国家または地方の申告システムから，追加的に提出

を要求される必要はない． 
.5 申告手続，データ構造及び様式の変更に向け取り組まれるべきである．

これは，変更が実施される事前に，船舶関係者に対して，システム要件

を含めた変更の通知を含むべきである． 
.3 特に船社・船長に対する，「一度のみの申告」の原則を組み込んだ申告手続と

様式にすべきである．また，集中型情報モデル（5.9.2 参照）を使用すべきであ

る． 
.1 船舶・企業は，一対多の申告を行って，公的機関，PCS を含む港湾関

係者およびその他関係者から許可または関連通知を受け取る．申告内

容が変わらない限り，同一国内の複数港寄港においては，船舶が，複数

回の申告を要求されるべきではない． 
.2 全ての公的機関，PCS を含めた港湾当局およびその他関係者は，許可

または関連通知に関して，再利用または転送されたデータに基づく申

告を受け付けるべきである． 
.3 船舶は，港湾当局に対して，別の港湾当局によって作成される情報を
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提出することを要求されるべきではない． 
.4 関連する UNECE 勧告を反映すべきである． 
.5 関係者に対して，同時並行または重複する申告手続や様式入力の実行をでき

ないようにすべきである． 
.6 以下の点にも留意すべきである． 

.1 特定の技術に依存せず，また，海上貿易の強化を行う技術開発の進展

への対応 
.2 機密情報や FAL 条約によって要求されない情報に関し，シングルウィ

ンドウを通して共有される範囲について，船舶または企業が決定でき

ることを保証するしっかりした機能の具備 
.3 国際標準，国家法令，情報とサイバーセキュリティの指針を考慮した

上での情報セキュリティ方策 
.4 シングルウィンドウの（システム障害による）停止時における，船舶

からの効率的な申告の受理や手続遅延防止策などのバックアップ方策 
.5  将来的には，特定のデータモデルへの依存を避けることによる，シン

グルウィンドウ間の国際的な相互運用の可能性 
 
 
9. 運用保守 

MSW は民間からのオンライン申請を一年中受け付ける必要がある．つまり，MSW を

管理する公的機関は，常に安定運用を保証する必要がある．したがって，公的機関は技

術スタッフを配置することにより日常業務チームを組織して，システム障害の発生に対

処するとともに，適切な MSW の監視と保守を行う必要がある（附属書 D 参照）． 
 
 

10. 参考文献 
 Boertien, N. et al., Blueprint for a virtual port, an integrated view on next generation 
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 Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 

on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member 
States and repealing Directive 2002/6/EC. 

 IMO Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention), 
1965. 

 IMO Compendium on Facilitation and Electronic Business, FAL.5/Circ.41, 2019. 
 Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of Customs 

Procedures, WCO, 2006. 
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国総研資料 No.1096 

- 55 - 
 

附属書 A 

Maritime Single Window 事例 

 
 附属書 A は，MSW の事例と MSW ではないものの関連するシングルウィンドウシ

ステムについて述べている．これらの事例は，MSW を保有していない IMO 加盟国が

MSW を構築する際の支援に活用できる．これらの事例は，いくつかの加盟国が MSW
をどのように構築したかの経験と知識を提供し，また，MSW の構築に取り組む者に対

して情報・アドバイス・指針を提供する． 
 
 

（筆者注）以下の MSW 事例については，本稿本文 2.1.4(1)④に基づく CG_FAL41-42
の議論，それを受けた FAL42 会合の議論（2.2(1)参照），さらに，CG_FAL42-43 の議論

を経て確定された記入テンプレートに沿って，締約国政府によって執筆されたもので

ある． 
 
 
 

  



Maritime Single Window（MSW）の国際展開に向けた環境整備の実践－MSW 構築のためのガイドラインの全面改定－ 
飯田純也・鈴木健之 

56 

附属書 A.1 

フィンランド 

 
1. システムの名称 

 Portnet 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

 海運の申告手続に関するシングルウィンドウ構築のための EU 法令33の要件を満たす

ために構築された． 
 
2.2 関係者 

.1 フィンランド交通庁 

.2 フィンランド税関 

.3 フィンランド国境管理局 

.4 フィンランド内の港湾 

.5 港湾情報プロバイダ 
 
2.3  法的枠組み 

.1 EU 法令：Directives 2010/10/EU, 2002/59/EC (as amended), 2009/16/EC 

.2 国内法令：Vessel Traffic Service Act (623/2005), Act on Fairway Dues 
(1122/2005), Customs Act (304/2016) 

 
2.4 導入の動機 

運営の観点からは，申請者の申請時におけるワンストップショップの提供と，行政

手続の負担軽減を目的としている． 
また，導入の動機としては，船舶の入出港許可に関する全ての寄港情報を，一つの

寄港 ID と結びつけることである．また，フィンランド政府は，個人及び商業情報の保

護についての EU 法令と自国法令を遵守している． 
 
2.5  運用開始年 

 2000 年 
 
3. ガバナンス 

3.1 構築主体 

                                                                 
33 （筆者注）2.3.1 を指すと考えられる． 



国総研資料 No.1096 

- 57 - 
 

フィンランド交通庁およびフィンランド税関 
 
3.2 管理主体 

フィンランド交通庁およびフィンランド税関 
 
3.3 運用主体 

フィンランド税関海上交通センターおよびフィンランド交通庁海運サービス担当 
 
4. 地理的対象範囲 

 国内全ての港湾．約 60 港がシステムに登録されている． 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 Maritime Single Window 
 
6. システムユーザーのタイプ 

 港湾関連行政機関: フィンランド交通庁，交通安全庁，税関，国境管理局，フ

ィンランド環境研究所 
 フィンランド港湾（管理者）: 20 の大規模港湾は，XML でデータを受信してい

る． 
 船舶代理店: 主なデータ提供者（申請者）であり，約 100 社が Portnet へのデー

タ 申請者として登録されている． 
 船舶運航会社：約 600 社が登録しており，Portnet へデータ提供（申請）を行っ

ている． 
 
7. システム構成 

 以下の図を参照されたい． 
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8.  システム機能 

 寄港データの収集と再利用 
 法令に基づく航路税の徴収 
 海運統計情報の収集 
 SafeSeaNet へのデータ送信 
 VTS，砕氷組合，水先人へのデータ提供 
 国内港湾への海上交通情報送信 
 乗員乗客リストの収集 
 IHR に規定された検疫明告書 
 税関監視および国境管理のリスク分析のための情報収集 

 
9. 他の行政システムとの統合または連携 

 フィンランド国内港湾（XML） 
 SafeSeaNet（XML） 
 税関（XML） 
 国境管理庁（XML） 
 VTS-system（SOAP） 
 砕氷組合（SOAP） 
 水先人協会（SOAP） 
 Digitraffic（港湾交通のための時刻表情報）API インターフェイス（REST） 

 
10. 情報の転送 

 （未記載） 
 
11. （官民の）協力 

Portnet は，当初，フィンランド海事関係行政機関，税関，港湾と民間の PPP として

運用されていた．しかし，2008 年以降は，フィンランド交通庁とフィンランド税関に

より運用されている． 
 
12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

12.1 ユーザーインターフェイス 

 （未記載） 
 
12.2 グラフィックユーザーインターフェイス（存在する場合） 

 Portnet は Web ユーザーインターフェイス／グラフィックユーザーインターフェイス

とシステム間連携で構成されている． 
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12.3 適用するデータフォーマット，標準，またはデータモデル 

 Data model は独自仕様であり，WCO data model に沿っていない． 
また，Portnet は，UN/EDIFACT の標準メッセージである CUSREP，CUSCAR，

IFTDGN をサポートしている． 
 
12.4  通信プロトコル 

 主に SFTP または HTTP(S) 
 
12.5 API または Web サービスプロトコル 

 API：REST と SOAP をサポートしている． 
 SSL 暗号化：外部接続を考慮して 2 方向 SSL を適用． 
 サーバ二重化：プロキシ，アプリケーション，メッセージ，データベースのサーバ

二重化 
 
13 データの再活用 

 港湾における寄港データの一部内容への対応 
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附属書 A.2 

ドイツ 

 
1. システムの名称 

 National Single Window (NSW) Deutschland 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

 電子データ交換による EU 加盟国の港湾への入出港申告手続に関する FAL 様式と

EU 指令（2010/65/EU）に基づく，船舶の申告義務に関する行政手続の負担軽減であ

る． 
 
2.2 関係者 

.1 連邦運輸省 

.2 連邦，州および地方行政機関 

.3 港湾情報プロバイダ 
 
2.3  法的枠組み 

.1 EU 法令：Directives 2010/65/EU 

.2 国内法令：連邦ナショナルシングルウィンドウを用いた海上交通のための電

子申請手続に関する法律 
 
2.4 導入の動機 

 暗号化による機密性と情報保護の確保． 
 船主または船主の契約者からの申請時に，共通寄港 ID が NSW から発行され

る． 
 船主は，共通寄港 ID を申請に関連する者または契約先に通知する責任主体とな

る． 
 船級のアップデートまたはリセットは，当初船級を登録した組織を通じてのみ

可能である． 
 
2.5  運用開始年 

 2015 年 5 月 1 日 
 
3. ガバナンス 

3.1 構築主体 
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 運輸省 
 
3.2 管理主体 

 連邦水路船舶監督庁 
 
3.3 運用主体 

 緊急対応センター 
 
4. 地理的対象範囲 

 ドイツ領海，排他的経済水域，および海上交通に利用される全てのドイツ港湾

（UNLOCODE に基づく．） 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 Maritime Single Window 
 
6. システムユーザーのタイプ 

 EU，連邦および州法令に基づき，NSW によって情報を受け取る権利のある行政機

関． 
 
7. システム構成 

 以下の図のとおり． 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.  システム機能 

 項目 7.を参照のこと． 
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.1 ドイツ NSW は，データの再活用を支援する． 

.2 NSW への申告にあたり PCS を利用する場合，既存の海運業界の業務プロセ

スが使用される．行政機関への申告要件を満たす業務プロセスからのデータ

再活用を支援する． 
.3 関係行政機関への追加申請を不要とする． 
 

9. 他の行政システムとの統合または連携 

.1 海上交通管理システム，連邦水路船舶監督庁の VTS および港湾管理システ

ムのデータの再活用 
.2 SAR（Search and Rescue）運用システム  
.3 クックスハーフェンにある国家海運緊急対応センター 

 
10. 情報の転送 

.1 税関 

.2 港湾当局 

.3 国境管理当局 

.4 検疫当局 

.5 港湾コミュニティシステム 

.6 ポートステートコントロール  
 
11. （官民の）協力 

 なし 
 
12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

.1 ユーザーインターフェイス 

.1 Web 

.2 システム間連携 

.3 HTTP 
.2 登録ユーザーのみ Web クライアントにアクセス可能 

.3 スキーマバリデーション（XSD） 

.4 OTP（アプリケーションによって発行されるトークン） 

.5 行政機関への接続には 2 方向 SSL 証明を適用 

.6 NSW インフラフラストラクチャー内のシステムと NSW Web インターフェ

イスの活用 
.7 NSW インフラストラクチャー内の行政機関システムへのアクセスに関す

る，IP アドレスを用いたアクセス制限 
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.8 NSW Web ポータルへの SSL 暗号化 

.9 XML フォーマット形式の適用 
 
13. データの再活用 

 項目 9.を参照のこと． 
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附属書 A.3 

日本 

 
1. システムの名称 

輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS） 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

日本の港湾・空港に入出港する船舶・航空機および輸出入される貨物について，税

関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで処理する

こと． 
 
2.2 関係者 

（利用者） 
【海上】船会社，船舶代理店，CY，保税蔵置場，NVOCC，通関，海貨，機用品，

損害保険会社，輸出入者，バンプール 
【航空】航空会社，航空貨物代理店，保税蔵置場，混載，通関，機用品，損害保険

会社，輸出入者 
（行政機関） 
【通関関連】財務省税関，厚生労働省検疫所（食品），農林水産省動物検疫所，農林

水産省植物検疫所，経済産業省，厚生労働省医薬品医療機器 
【港湾関連】財務省税関，海上交通センター，港湾管理者，厚生労働省検疫所（検

疫），法務省入国管理局，港内交通管制室，港長，地方運輸局，海上保

安官署 
 
2.3  法的枠組み 

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 
 
2.4 導入の動機 

 NACCS は，船舶・航空機の入出港手続，輸出入申告，各種行政手続をオンライン

で迅速かつ的確に処理するシステムである．これにより，行政機関に赴くことな

く，各種申告・申請等を電子的（ペーパーレス）に処理することができ，行政機

関においても業務処理の効率化が図られている． 
 NACCS は，入出港手続，輸出入申告手続などさまざまな手続を電子的に処理して

いる．例えば通関手続では，利用者間の情報の共有が図られており，事前にシス

テムが記録している情報や，先行する業務で入力された情報を活用することで，
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業務の処理時間の短縮を実現している． 
 NACCS は，種々の情報を利用者相互に交換する情報伝達システムとしての機能を

有している．複数の利用者間で確認の連絡を取り合ったりする必要はなく，

NACCS で情報を確認することができる． 
 
2.5  運用開始年 

1999 年，港湾管理者及び港長に係る入出港手続等を対象として，電子申請システムを

構築し，運用を開始（港湾 EDI システム）． 
2003 年，港湾関連手続きを行う全ての官署に対し，1 回の送信で同時に申請可能とな

るようシングルウィンドウ化を実現し，2008 年港湾 EDI システムを税関システム

（NACCS）に統合． 
 
3. ガバナンス 

3.1 構築主体 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 
 
3.2 管理主体 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 
 
3.3 運用主体 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 
 
4. 地理的対象範囲 

日本全国 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 港湾入出港手続き，空港入出港手続き及び輸出入通関手続き 
 
6. システムユーザーのタイプ 

 NACCS システムのユーザーは，次のとおりである． 
（利用者） 
【海上】船会社，船舶代理店，CY，保税蔵置場，NVOCC，通関，海貨，機用品，

損害保険会社，輸出入者，バンプール 
【航空】航空会社，航空貨物代理店，保税蔵置場，混載，通関，機用品，損害保険

会社，輸出入者 
（行政機関） 
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【通関関連】財務省税関，厚生労働省検疫所（食品），農林水産省動物検疫所，農林

水産省植物検疫所，経済産業省，厚生労働省医薬品医療機器 
【港湾関連】財務省税関，海上交通センター，港湾管理者，厚生労働省検疫所（検

疫），法務省入国管理局，港内交通管制室，港長，地方運輸局，海上保

安官署 
 
7. システム構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  システム機能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Submission of 
declaration 

Private users 

Acceptance of 
declaration 

Selectivity 

NACCS 

Government 
agencies 

Inquiry of 
Cargo info. Permission 

Inquiry of 
Cargo info. 

(Customs procedure, MOF - 

Customs） 
(Port procedure, MLIT) 
(Air/Sea, Quarantine (for human), 

MHLW) 
(Air/Sea, Immigration procedure, 

MOJ) 
(Trade Control, METI) 
(Food hygiene, MHLW) 
(Pharmaceutical Affairs, MHLW) 
(Animal Quarantine, MAFF) 
(Plant Quarantine, MAFF) 

MOJ,MOF (Customs), 
MHLW, MAFF, MLIT, 

METI etc. 

NACCS 

Air-cargo 
Sea-cargo 

Airline 
company

Air cargo
agent 

Flight caterer
& supplier 

Consolidator

Warehouse 
operator 

Customs
broker 

Importer 
/Exporter

Bank

Shipping 
company

Shipping 
Agent 

NVOCC

Shipping 
broker 

Container yard
operator 

Warehouse 
operator 

Importer 
/ExporterBank

Customs
broker 

Declaration/Notification 

Submitting entry/departure notice, 
Manifest and Passenger List 

Submitting entry/departure notice, 
Manifest and Passenger List 

CI 

CI & Notice of permission 

Import/Export Declaration  
& Notice of permission 

Information related 
business 

Settlement 

CI and Notice of permission 

CI and Notice of permission 

Import/Export Declaration  
& Notice of permission 

Information related  
business 

Settlement 

CI 

CI 

CI 

*CI (Cargo Information) 



国総研資料 No.1096 

- 67 - 
 

 
9. 他の行政システムとの統合または連携 

 項目 7.に示す図のとおり． 
 
10. 情報の転送 

 NACCS は申請システムであり，税関，港長，港湾管理者，入国管理局等宛ての申請

情報を各省庁に伝達している． 
 
11. （官民の）協力 

 情報処理運営協議会（航空更改専門部会，海上更改専門部会）及びその配下に設置

される WG． 
 
12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

12.1 ユーザーインターフェイス 

Web，desktop application，S2S 
 
12.2 グラフィックユーザーインターフェイス（存在する場合） 

（記載なし） 
 
12.3 適用するデータフォーマット，標準，またはデータモデル 

NACCS EDI 電文，MIME，XML，EDIFACT，ebMS 
 
12.4  通信プロトコル 

HTTP（S），SMTP/POP3，FTP 
 
12.5 API または Web サービスプロトコル 

 Webservice protocol は HTTPS 
 
13 データの再活用 

 一度送信したデータの履歴情報を再利用することが可能． 
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附属書 A.4 

マーシャル諸島 

 
1. システムの名称 

 Maritime Single Window 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

 少なくとも規模の点では，マーシャル諸島の Majuro 港は混雑しておらず商船の年間

寄港数も非常に少ない．MSW の構築コストが主な課題になるマーシャル諸島などの開

発途上島嶼国における低調な貿易量を考慮すると，マーシャル諸島は，IMO が MSW
を合意の下で構築・導入する際34，マーシャル諸島のような発展途上の島嶼国家には貿

易量の少ないところが様々なレベルで存在するので，MSW の導入コストが大きな課題

になることを考慮し，その規則や手順に融通性を持たせるべきという立場である．も

し IMO がこれから MSW を決めていく中で融通性の条項を策定ないし挿入しないよう

ならば，マーシャル諸島は，他の同様の状況に直面する締約国と協同して低価格かつ

複雑でないソフトウェアによる解決策が開発されるよう提案する． 
 
2.2 関係者 

寄港船舶，現地船舶代理店および政府機関（ポートオーソリティ，入国管理，税

関，検疫，環境保護当局） 
 
2.3  法的枠組み 

 未設定 
 
2.4 導入の動機 

 運輸通信省大臣官房，マーシャル諸島ポートオーソリティ 
 
2.5  運用開始年 

 未構築．構築・運用前の設計／コンセプト段階 
 
3. ガバナンス 

3.1 構築主体 

 運輸通信省 

                                                                 
34 「MSW を合意の下で構築・導入」とは，IMO が過去に推進していた Prototype MSW のことを指してい

ると考えられる．Prototype MSW については本稿の脚注*8 を参照． 
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3.2 管理主体 

 運輸通信省大臣官房，マーシャル諸島ポートオーソリティ 
 
3.3 運用主体 

運輸通信省大臣官房，マーシャル諸島ポートオーソリティ 
 
4. 地理的対象範囲 

 全国．ただし，マーシャル諸島の現状に鑑みると，商業港である Majuro 港が該当す

るのみである． 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 Maritime and Trade Single Window 
 
6. システムユーザーのタイプ 

.1 Majuro 港に入出港する船舶 

.2 現地船舶代理店 

.3 マーシャル諸島政府機関（マーシャル諸島ポートオーソリティ，入国管理，

税関，検疫，環境保護当局） 
 
7. システム構成 

 設計段階 
 
8.  システム機能 

 設計段階 
 
9. 他の行政システムとの統合または連携 

 該当なし 
 
10. 情報の転送 

 将来的に実施予定 
 
11. （官民の）協力 

 民間企業と協力して，政府機関により運用することを構想． 
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12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

 設計段階 
 
13 データの再活用 

将来的に実施予定 
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附属書 A.5 

韓国 

 
1. システムの名称 

 Port-MIS 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

Port-MIS は，港湾における船舶航行および貨物搬出入に関する全ての行政機関の処

理をオンラインで行う情報システムである．Port-MIS は，EDI，インターネットまた

はモバイルを用いていつ・どこででも申請を可能とするための単一のネットワーク

に，国内港湾を接続するものである． 
 
2.2 関係者 

 船社，船舶代理店，ターミナルオペレータ，荷主・フォワーダー，海洋水産省，地

方海洋水産部，法務省，ポートオーソリティ，税関，検疫，海洋環境保護企業 
 
2.3  法的枠組み 

 港湾法第 89 条 
 港湾法施行令第 88 条 
 統合港湾物流情報システムの構築・運用・利用に関する手続規則 
 
2.4 導入の動機 

 全ての港湾のオペレーション（例えば，船舶の入出港，港湾施設の利用，港湾荷

役，利用料徴収）を扱うために，申請はインターネットと港湾情報リレーネットワー

クを用いて行われる必要がある． 
 
2.5  運用開始年 

 1995 年 
 
3. ガバナンス 

3.1 構築主体 

 海洋水産省 
 
3.2 管理主体 

 海洋水産省 



Maritime Single Window（MSW）の国際展開に向けた環境整備の実践－MSW 構築のためのガイドラインの全面改定－ 
飯田純也・鈴木健之 

72 

 
3.3 運用主体 

 海洋水産省，KL-NET 
 
4. 地理的対象範囲 

 韓国内全ての貿易港 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 Port-MIS は，全ての港湾オペレーションを扱う．（危険品の船積み・船卸し，入出

港，港湾施設利用，管制，荷役，料金徴収など） 
 
6. システムユーザーのタイプ 

 項目 2.2 を参照されたい． 
 
7. システム構成 

 以下図 A.5-1 を参照． 
 
8.  システム機能 

 項目 7.を参照． 
 
9. 他の行政システムとの統合または連携 

 SPIDC は，簡単に個別の情報を入手するために構築されたシステムである．SPIDC
は，船舶・港湾分野に関する人々に，インターネットを通して情報を一つに集約し

て，偏在する分散情報を提供する．また，SPIDC は，分散された情報をリアルタイム

に把握し，便利な使い方を追求することで，業務効率化を実現するものである． 
 SPIDC については以下図 A.5-2 を参照． 
 
10. 情報の転送 

 項目 9.を参照． 
 
11. （官民の）協力 

 なし 
 

12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

12.1 ユーザーインターフェイス 

 Web サービス 
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 電子政府標準の枠組みに沿った契約サービスプラットフォーム 
 オープン・共有・通信・連携を考慮した契約連携標準インターフェイス 
船舶の情報利活用および港湾物流情報センター向けの Open API サービス 

 
12.2 グラフィックユーザーインターフェイス（存在する場合） 

 （記載なし） 
 
12.3 適用するデータフォーマット，標準，またはデータモデル 

 EDI (UN/EDIFACT)，ebXML (UN/CEFFACT)，JSON，XML． 
 
12.4  通信プロトコル 

 デフォルトとして HTTP が使用される．なお，Port-MIS は ESB ベースのシステムな

ので，ESB にサポートされている通信プロトコル（WSDL，SOAP，REST など）は使

用可能である． 
 
12.5 API または Web サービスプロトコル 

 （記載なし） 
 
13. データの再活用 

 項目 9.を参照． 
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図 A.5-1 システム構成図（7.関連） 
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図 A.5-2 SPIDC 
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附属書 A.6 

スペイン 

 
1. システムの名称 

 DUEPORT 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

.1 電子データ交換の一般化を通して，海上交通に適用される行政手続を簡素化

かつ調和すること． 
.2 スペインの港湾への入出港に関する行政手続を電子的に申請可能とするこ

と． 
.3 全ての情報が一度のみ申請される箇所となり，また，スペイン国内関連行政

機関，その他欧州加盟国および欧州海上安全庁への申請に活用可能とするこ

と． 
 
2.2 関係者 

.1 申請者：船社，海運代理店 

.2 申請主体：港湾コミュニティシステム（PCS），IT ソリューションプロバイ

ダ 
.3 当局：税関（Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT-Aduanas），海事

（Dirección General Marina Mercante y Capitanías Marítimas），捜索救難

（SASEMAR），国境管理（Policía Nacional），検疫（Subdirección General de 
Sanidad Exterior），沿岸警備（Guardia Civil），防衛（Spanish Navy / Ministry of 
Defence），欧州海上安全庁，ポートオーソリティ（NSW への地方からのアク

セス），Puertos del Estado（開発，メンテナンス，運用，ユーザーサポート） 
 
2.3  法的枠組み 

 （EU 指令）Directive 2010/65/EU 
 （国内法令）－Real Decreto 1334/2012.de 21 de diciembre, sobre formalidades exigibles a 

buques mercantes que lleguen a puertos españoles o salgan de estos. 
－Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el  

procedimiento integrado de escala de buques en puertos de interés general. 
 
2.4 導入の動機 

.1 法令に規定された申告データのみを対象としている．データセットは申告手
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続に沿って構築された． 
.2 税関向けの申告範囲は一時保税申告および貨物積荷目録を含む． 
.3 MSW は，複数の関連機関のデータ活用より一度のみの申告を可能にする． 
.4 申告手続毎に異なったメッセージがある． 
.5 一回の船舶の寄港に対する一意の識別番号としての船舶寄港 ID は，関係者

間でのデータ共有を簡素化する． 
.6 EDIFACT と XML に基づいている． 
.7 MSW は受信メッセージ毎に（通信が成功しているという）受理通知を送信

する． 
.8 PCS などの港湾システムや専用システムが申告手続と MSW にインターフェ

イスをサポートする場合，PCS などが申告の通信ルート（申告窓口）になり

うる． 
.9 MSW は関連行政機関と直接接続されている． 
.10 全体メカニズムの変更を伴う． 
.11 メカニズムによると，申告者のみがデータ修正や申告の取り消しができ

る． 
.12 送信された順序に沿って，メッセージは処理される．最終送信されたデー

タのみが保存される． 
.13 MSW を通じた承認決定は，以降の手続に用いられる情報として伝達される

だけであって，受けた側のシステムの非承認に影響を受けるものではない． 
.14 MSW は，処理スケジュールの進捗を確認するものではない． 
.15 MSW は，各々の申告内容の完全さを確認するものではない． 
.16 日時は現地時間での記録となる． 

 
2.5  運用開始年 

2015 年．ただし，税関シングルウィンドウは 1994 年，海事手続シングルウィンド

ウは 2000 年から運用されていた． 

 
3. ガバナンス 

3.1 構築主体 

Puertos del Estado． 
ポートオーソリティと PCS は地方における MSW への接続窓口になる． 

 
3.2 管理主体 

 Puertos del Estado． 
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3.3 運用主体 

Puertos del Estado． 
 
4. 地理的対象範囲 

 国内全て 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 Maritime Single Window 
 
6. システムユーザーのタイプ 

.1 民間側：船舶代理店，船社，船長 

.2 行政側：税関（Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT-Aduanas），海

事（Dirección General Marina Mercante y Capitanías Marítimas），捜索救難

（SASEMAR），国境管理（Policía Nacional），検疫（Subdirección General de 
Sanidad Exterior），沿岸警備（Guardia Civil），防衛（Spanish Navy / Ministry of 
Defence），欧州海上安全庁 

 
7. システム構成 

 以下図のとおり． 
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8.  システム機能 

 要求，申告，受理通知，フィードバック（海事当局），許可（海事当局） 
 
9. 他の行政システムとの統合または連携 

 以下図のとおり． 
 

 
 
 
10. 情報の転送 

税関（Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT-Aduanas），海事（Dirección 
General Marina Mercante y Capitanías Marítimas），捜索救難（SASEMAR），国境管理

（Policía Nacional），検疫（Subdirección General de Sanidad Exterior），沿岸警備

（Guardia Civil），防衛（Spanish Navy / Ministry of Defence），欧州海上安全庁 
 
11. （官民の）協力 

 開発，運用保守，ユーザーサポートに関して，期間毎に入札を行う． 
 
12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

12.1 ユーザーインターフェイス 

 システム間連携は EDIFACT 電文に基づく．検疫明告書は XML 電文に基づく． 
 
12.2 グラフィックユーザーインターフェイス（存在する場合） 

 （記載なし） 
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12.3 適用するデータフォーマット，標準，またはデータモデル 

 

Ship Identification（船舶の識別）  
 
EDIFACT: 

BERMAN Version 4.1 

Ship Particulars（船舶の特徴） 
Port of Call/Port Facility（寄港地／港湾施設） 
Voyage/Arrival-Departure（航海／離着岸） 
Brief Description of Cargo on board（積荷目録概要） 
Purpose of Call/Planned Operations（寄港目的／荷役予定） 
Security Information（ISPS：保安情報） 
Passenger List（旅客名簿） 
 

EDIFACT: 
PAXLST Version 4.1 

CSV ファイル： 
 csv dic 2016 

Crew List（乗組員名簿） 

Waste and Residues（廃棄物） EDIFACT: 
WASDIS Version 4.1 

Dangerous and Pollutant Goods（危険物および汚染物質） EDIFACT: 
IFTDGN Version 4.1 

Maritime Declaration of Health （検疫明告書） XML: 
MDH Version 1.6 

Summary Declaration Temporary Storage（一時保税申告） EDIFACT: 
IFCSUM Version 3.3 Cargo Manifest（積荷目録） 

 
12.4  通信プロトコル 

 （記載なし） 
 
12.5 API または Web サービスプロトコル 

 （記載なし） 
 
13 データの再活用 

 データの再活用は現状行っていない．ただし，スペイン内の港湾間におけるデータ

の再活用について，ポートオーソリティと検討している． 
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附属書 A.7 

スウェーデン 

 
1. システムの名称 

 Reportal (The Swedish Maritime Single Window) 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

Reportal は，EU directive 2010/65 への対応を目的としており，また全ての申告手続を

統合している．Reportal は水先人の手配，航路税の徴収にも用いられる．さらに，

Reportal は，特定の寄港に関する情報が転送される港湾と接続している．加えて，

Reportal は，既存システムの統合および申告プロセスにおける冗長または時代遅れの

項目の除去により，海運の申告業務の簡素化を目的としている． 
 
2.2 関係者 

.1 スウェーデン海運当局 

.2 スウェーデン沿岸警備隊 

.3 スウェーデン税関 

.4 スウェーデン交通局 

.5 スウェーデン港湾 

.6 申告側（船社，船舶代理店など） 

 
2.3  法的枠組み 

.1 Directive 2010/65(EU) 

.2 国内法令 
 
2.4 導入の動機 

.1 迅速な受送信と利便性 

.2 最低限のデータ要件 

.3 参照データの活用 

.4 安全かつ秘匿性の保持 

.5 WCO データモデルの活用 

.6 「郵便」システム（受理する行政機関のシステムに保存されるデータ） 

 

2.5  運用開始年 

 2015 年 
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3. ガバナンス 

3.1 構築主体 

 スウェーデン海運当局 
 
3.2 管理主体 

スウェーデン海運当局（関連政府機関とも協力） 
 
3.3 運用主体 

 スウェーデン海運当局 
 
4. 地理的対象範囲 

 スウェーデン国内 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 税関，国境管理を含めた Maritime Single Window 
 
6. システムユーザーのタイプ 

 船舶代理店，乗組員，船社 
 
7. システム構成 

 最初の図（図 A.7-1）は，システムと接続行政機関のフローを示す．次の図（図 A.7-
2）は，詳細な実装方法と，異なるシステムコンポーネント間の接続方法を示す． 
 
8.  システム機能 

 ポータル，GUI（グラフィカルユーザーインターフェイス），システム間連携，バル

クデータ向けスプレッドシードのアップロード，統合プラットフォーム，許可機能 
 
9. 他の行政システムとの統合または連携 

 システム構成（項目 7.）と関係者（項目 2.2）を参照． 
 
10. 情報の転送 

 前項を参照のこと．Reportal は接続された行政機関に対する郵便局のような役割を

果たす． 
 
11. （官民の）協力 
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 官のみによる． 
 
12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

12.1 ユーザーインターフェイス 

 GUI とシステム間連携 
 
12.2 グラフィックユーザーインターフェイス（存在する場合） 

 Web ベース 
 
12.3 適用するデータフォーマット，標準，またはデータモデル 

 WCO 
 
12.4  通信プロトコル 

 FTP(S)，HTTP(S) 
 
12.5 API または Web サービスプロトコル 

 SOAP 
 
13 データの再活用 

 申告された一般的な寄港データは全ての接続された行政機関に活用される． 
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図 A.7-1 システムと接続行政機関のフロー 
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図 A.7-2 詳細な実装方法および異なるシステムコンポーネント間の接続方法 
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附属書 A.8 

ウクライナ 

 
1. システムの名称 

Maritime Single Window – MSW (Морське Єдине Вікно - МЄВ) 
 
2. はじめに 

2.1 目的 

MSW は，船舶に関する情報の集約，転送，交換を行う機能をもつ，ソフトウェア・

ハードウェアのサブシステムからなる情報通信システムである．また，MSW は，現時

点での国際法規および国内法令に則り，秩序だって共通的に定義されたデータ構造，

規約，アクセスコントロールをもつ．さらに，MSW は，必要な関連法規，技術スキー

ムおよびアクセス権に則り，ユーザーの相互アクセスの透明性を担保するために，シ

ステム同士での連携のカスタマイズが可能であり，そして電子文書間の要件を満た

す． 
 
2.2 関係者 

 公的機関：SE（ウクライナポートオーソリティ），会計当局，国境管理当局，検

疫，動植物検疫，鉄道輸送当局 
 民間側：海事関係代理店，コンテナ船代理店，フォワーダー，ターミナルオペレ

ータ，輸送企業，港湾コミュニティシステム，サービスプロバイダ． 
 
2.3  法的枠組み 

 閣議決定「人，道路，水運，鉄道及び航空輸送並びに貨物輸送の越境に関する課

題」（Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 21, 2012 No. 451 "Issues of 
passing through the state border of persons, road, water, rail and air transport carriers and goods 
moved by them"） 
 
2.4 導入の動機 

 人，道路，水運，鉄道及び航空輸送並びに貨物輸送の越境における手続を簡素化す

るために，単一かつ法的に担保された様式の情報を提供する唯一の場を設けること． 
 
2.5  運用開始年 

 現在構築中．現時点では「ISPS」という港湾コミュニティシステムにより，MSW の

機能が提供されている． 
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3. ガバナンス 

3.1 構築主体 

SE（ウクライナポートオーソリティ），ウクライナ海運当局 
 
3.2 管理主体 

SE（ウクライナポートオーソリティ），ウクライナ海運当局 
 
3.3 運用主体 

SE（ウクライナポートオーソリティ），（将来的には）ウクライナ海運当局．現時点

では，サービスプロバイダの「PPL 33-35」が関与している35． 
 
4. 地理的対象範囲 

 国内港湾 
 
5. シングルウィンドウのタイプ（海事・港湾，通関，その他） 

 Maritime 
 
6. システムユーザーのタイプ 

 船舶代理店，コンテナ船社，フォワーダー，ターミナルオペレータ，輸送企業 
 
7. システム構成 

 以下図に示すとおり． 

 
                                                                 
35 MSW は現在構築中である一方で，現状では港湾コミュニティシステムが MSW の機能を果たしている

と述べていることから，ここでは，SE と PPL 33-35 が港湾コミュニティステムの運用主体ということと思

料． 

図 A.8-1 アーキテクチャ概要 
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図 A.8-2 メッセージ交換プロセス 

 

8.  システム機能 

.1 船舶のオペレーション 
  航海計画，入出港予定通知，入港実績通知，出港実績通知，港湾入出港許可 
.2 貨物のオペレーション 
  税関リスク検査のための事前情報，離着岸情報，輸出入許可 
.3 港湾・ターミナルオペレーション 
  管理区域とゲートの動き，輸送計画とオペレーション，サービス計画と実行 
.4 港湾コミュニティメンバー間による法的信用性がある情報の交換 

 
9. 他の行政システムとの統合または連携 

 PCS（および将来の MSW）は，税関シングルウィンドウ，国鉄の IT システムおよ

び港湾ターミナルのオペレーションシステムと統合されている． 
 
10. 情報の転送 

 税関，港湾当局，国境管理当局，国家警察，国家保安当局 
 
11. （官民の）協力 

 現在の PCS は，無償で政府の運用向けに提供されている． 
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12. 入出力およびデータ交換のインターフェイス（Web，システム間連携） 

12.1 ユーザーインターフェイス 

 Web，デスクトップアプリケーション，システム間連携 
 
12.2 グラフィックユーザーインターフェイス（存在する場合） 

 Web，Windows ベース 
 
12.3 適用するデータフォーマット，標準，またはデータモデル 

 XML，一部独自改変した ISO28005 ベース 
 
12.4  通信プロトコル 

HTTPS 
 
12.5 API または Web サービスプロトコル 

 共通鍵暗号方式を用いた REST 
 
13 データの再活用 

 システム内にある全ての情報はアクセス可能であり，厳重な規則の下，業務プロセ

ス上の所有者によって再活用される． 
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附属書 B 

適用可能な標準一覧 

 
1. IMO: Facilitation Committee (FAL) 国際海事機関：簡素化委員会 

国際海事機関簡易化委員会は，加盟国と協力して，国際航海における滞在および出

港の間の書類作業と手続きを簡素化および削減することにより，不要に遅延すること

なく港から港へ航海することを保証する．詳細は以下の Web サイトで確認できる． 
(http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FALCommittee/Pages/default.aspx) 
 
2. 世界保健機関（WHO） 

WHO は国際保健規則（IHR）を発行しており，詳細は以下の Web サイトで確認で

きる． 
(http://www.who.int/en/) 
 
3. 世界税関機構（WCO） 

関税協力理事会（CCC）として 1952 年に設立された世界税関機構（WCO）は独立

政府間組織であり，その任務は税関当局の効果性と効率性を高めることである．詳細

は以下の Web サイトで確認できる．（http://www.wcoomd.org/en.aspx） 
また，WCO は WCO DATA Model を開発しており，これは慎重に組み合わされた一

連のデータ要件で相互支援的なものであり，また，輸出，輸入，トランジットなどを

制御する税関などの越境規制当局の手続き上および法律上のニーズを満たして，定期

的に更新される．詳細は以下の Web サイトで確認できる．

（http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Tools/Data%20Mo
del） 

さらに，WCO はシングルウィンドウ環境の構築方法を記した WCO 便覧を作成して

いる．詳細は以下の Web サイトで確認できる．（http://tfig.unece.org/contents/wco-single-
window-compendium.htm） 

 
4. 世界貿易機関（WTO） 

世界貿易機構（WTO）は国家間の貿易規則を扱う世界唯一の国際組織である．本

来，WTO 協定は世界の大部分の貿易国によって取り決めと署名が行われ，各国の議会

にて批准されている．その目的は，貿易の流れをできるだけ円滑に，予測どおりかつ

自由に行うことを保証するというものである．詳細は以下の Web サイトにて確認でき

る．（https://www.wto.org/index.htm） 
 

5. 国連欧州経済委員会（UNECE） 
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UNECE（国連欧州経済委員会）は，数ある委員会の中でも，（MSW に関連する分野

では）内陸運輸委員会が関係する．また内陸運輸委員会は，「国際道路輸送手帳による

担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約（TIR 条約）」および「物品の国境検

査の協調に関する国際条約」を所管している． 
また，UNECE は，UN/CEFACT（貿易簡易化と電子ビジネスのための国連センタ

ー：貿易と輸送の手続き，関連データ，文書要件のベストプラクティスを反映した勧

告および基準についての維持と発行を実施）を運営している．詳細は以下の Web サイ

トで確認できる．（http://www.unece.org/info/ece-homepage.html）．とりわけ，UNECE は

越境貿易の簡易化ツールである Trade Facilitation Implementation Guide を提供してい

る．詳細は以下の Web サイトで確認できる．（http://tfig.unece.org/index.html） 
 
6. 国連貿易開発会議（UNCTAD） 

1964 年に設立された UNCTAD は，開発を通じた世界経済への開発途上国の参画を目

指している． 
UNCTAD は，財務，技術，投資および持続可能な開発の分野における貿易と開発，

また相互関連性の問題を統合的に取り扱う，国連内の中心組織である． 
UNCTAD は，開発途上国の税関要件を処理するための，関税データの自動化システ

ム（AYSCUDA）など数多くのツールを開発している． 
詳細は以下の Web サイトで確認できる．（http://www.unctad.org/） 

 
7. 国連国際商取引法委員会（UNCITRAL） 

UNCITRAL は，国際貿易法の分野における国連システム内の中枢法的機関である． 
詳細は以下の Web サイトで確認できる．（http://www.uncitral.org/） 
 
8. 貿易簡易化と電子ビジネスのための国連センター（UN/CEFACT） 

UN/CEFACT は国際船舶輸送において立法的役割は担っていないが，法律やその他

の基準により参照される仕様の策定およびメンテナンスを行っている．船舶輸送に最

も関連する取り組みは，UN/EDIFACT および関連基準である．例えば，「シングルウィ

ンドウ及びその他電子プラットフォームのための用語に関する技術通達」は，シング

ルウィンドウの定義に関して以下の 5 つの要素を含むとしている． 
 貿易と輸送に関わる者の関与 
 標準化された情報と書類 
 （データ）入力箇所を一カ所に限定 
 法令要件との合致 
 個別データの一度のみの申告 

これは，全ての輸送モードを範囲に含める，包括的なデータモデル（マルチモデル
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輸送のための参照データモデル）を含むものである．このデータモデルは，輸送と物

流産業の全てのニーズを含むのみならず，法令手続も含む，国際的なサプライチェー

ンのその他の関係者とも結びつくものである． 
詳細は以下の Web サイトで確認できる．（https://www.unece.org/cefact/） 

 
9. 国際標準化機構（ISO） 

ISO は 1947 年に設立された非政府組織である．ISO の使命は，物品およびサービス

の国際的なやり取りの円滑化および，知的，科学，技術，経済活動の分野における提

携の発展の観点から，世界における標準化および関連業務の発展を促進することであ

る．ISO の取り組みの成果物は，国際規格として発行される国際的な合意である．詳

細は以下のサイトで確認できる．（http://www.iso.org/） 
 
10. シングルウィンドウプロジェクトにおける法的問題 

シングルウィンドウを考慮する際には，また，システム開発・メンテナンス・運用

に対する責任と信頼に鑑みて，法的枠組みとガバナンスが重要であり，また制定され

るべきである． 
行政機関と関係者間のガバナンスは，法令改正時に，運用に影響を与えることなく

シングルウィンドウのアップデートを可能とすることが要求される． 
さらに，全ての国家，地域，国際法令に沿った，データ保護とデータ秘匿性に関す

る明確な指針とすべきである． 
 

11. PROTECT 

PROTECT グループは欧州北西部にある複数の主要港の港湾当局により設立され

た．同グループは，各種港湾の船舶入出港申請用 UN/EDIFACT 標準メッセージの実装

についての調和を目的としている．PROTECT グループの詳細は，以下の Web サイト

で確認できる．（http://www.protect-group.org/）． 
 

12. SMDG 

SMDG は，コンテナターミナル，船会社，関連する企業や組織などの海運業や代行

業によって運営される非営利財団である．詳細は以下の Web サイトにて確認できる．

（http://www.smdg.org/） 
 

13. 運輸データ調整委員会（TDCC）および規格認定委員会（ASC X12） 

TDCC は，1975 年に鉄道の電子船荷証券を考案し，鉄道，自動車，海上，航空にお

ける貨物用電子文書を一通りすべて確立した．個々の企業および業界は，データ交換

のための独自手段の開発に着手して，ユーザーに対して作業削減よりもむしろさらに
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多くの作業をもたらすような文書の細分化と重複の可能性を提起した．その結果，

1979 年に米国 EDI 基準が制定され，ASC X12 委員会として米国国家規格協会

（ANSI）の認定を受けた．1980 年代前半に，ASC X12 は TDCC の業務を同規格に組

み込んでいる．詳細は以下の Web サイトにて確認できる．（http://www.x12.org/） 
 

14.  OASIS － ebXML 

OASIS は非営利の国際コンソーシアムであり，e ビジネス標準についての開発，収

束および適用を推進している． 
OASIS は，幅広いアプリケーションに対して XML ベースの標準を開発している．

最も関連性の高いものは ebXML（拡張可能なマーク付け言語を用いた電子ビジネス）

であり，これは OASIS と UN/CEFACT のイニシアチブとして 1999 年に開始されたも

のである．また，OASIS は汎用ビジネス言語（UBL）を公開しており，詳細は以下の

Web サイトにて確認できる．（https://www.oasis-open.org/） 
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附属書 C 

技術概要 

 
船舶入出港手続きのシングルウィンドウ構築に，適用されていたり適用可能であっ

たりする，いくつかの基準と技術方法論が存在し，これらを以下に示す．これはすべ

てを網羅しているわけではないが，関連性が最も高いものを掲載したと考えられる． 
なお，本ガイドライン作成の時点では，FAL 便覧に記載されており，かつ広範囲で

使われている UN/EDIFACT 基準がシングルウィンドウ構築に使用されている． 
 

1. 基本的な技術方法論 

 技術は急速に発展を遂げており，本ガイドラインでは特定の技術的ソリューション

の使用は推奨されていない．本ガイドラインは主に公的機関による使用を前提として

いるため，詳細な技術的方法論については言及しない．しかしながら，公的機関がシ

ステムベンダーなどと MSW を開発する場合には，技術的方法論の知識が役立つと考

えられる． 
 
1.1 適用される基本的な原則 

1.1.1 可能な方法論は，SOA（サービス指向アーキテクチャ）と呼ばれる近年開発

された情報技術の根本的な原則を基にしたものである．SOA は，相互運用性および再

利用性のあるサービスを構成する情報システムを実装するためのソフトウェア設計方

法論である．つまり，SOA は分散情報システムを実装するので，いくつかの事業領域

にわたる複数の個別サブシステム内においてサービスを見出し，使用することができ

る．柔軟性はサービスの疎結合により強化される．相互運用性は，それらのサービス

を定義またはアクセスするための知名度が高い標準を使うことにより，異なるソフト

ウェアアプリケーション間で強化される．柔軟性と相互運用性が共に備わっているこ

とで，変化の速い事業環境にも機敏に適応することができる．この技術的方法論は，

シングルウィンドウ実装についての全体的なプロセスとメソッドを網羅する．また，

海運ビジネス向けシングルウィンドウシステムについての設計，実装，運用に対する

詳細な技術方法論でもある． 
 
1.1.2 この附属書 C は，海上輸送向けシングルウィンドウシステムの設計，実装，

運用のための方法論を提案する技術的指針を含む．シングルウィンドウシステムはソ

フトウェアシステムであるので，この方法論は周知の開発プロセスを基にしている．

開発プロセスには，計画，分析，設計，実装，試験・納入の 5 段階がある．これらの

各段階については，図 1 で示される．さらに，図１は各 5 つの段階において取り組む

詳細な内容も示す． 
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図 1 シングルウィンドウサービスの開発・実装の方法論 

 
 
1.2 方法論の成果物 

開発のために選定されたモデルにかかわらず，また，反復的な実施であろうとなか

ろうと，以下の段階は MSW の構築にとって最低限必要なものである．本マトリクス

はあくまでもテンプレートであり，完全なモデルではないので注意が必要である． 
 

No. 段階 活動 取り組む課題 成果物 

1 計画 システム環境の把握 関連システムの特定 既存システムの分析 
開発計画の立案 チームの編成，業務分担，

開発スケジュール 
開発計画 

2 分析 業務分析と業務プロセス

分析 
現状の業務分析 
業務モデリング 

業務分析報告 
業務の定義 

現状システムの分析 システム分析 システム分析報告 
シングルウィンドウモデ

ルの分析 
シングルウィンドウモデル

の分析 
優良実施例の分析 

シングルウィンドウモデル

の分析についての報告 
ベンチマーク事例の報告 

要件定義 ステークホルダーへの調査 
ステークホルダーへのイン

タビュー 
仕様要件 

調査結果 
インタビュー報告の分析 
仕様要件 

改善方法の導出 将来モデルの定義 将来モデルの定義 
3 設計 サービス定義 サービス仕様 

サービス設計 
サービス仕様 
サービス設計 

アーキテクチャ定義 アーキテクチャ仕様 
アーキテクチャ設計 
データベース設計 

アーキテクチャ仕様 
アーキテクチャ設計 
データベース設計 

分析計画 設計
実装

（開発）
テスト・

本番移行

システムの
現状環境分析

開発計画の
立案

機能分析

現状システム
分析

シングルウィン
ドウモデル分析

サービス定義

アーキテクチャ
定義

実装環境
の構築

コンポーネント
の開発

インターフェイ
スの開発

テスト

訓練

要件定義

先進的事項の
抽出

コンポーネント
設計

インターフェイス
設計

ユーザーイン
ターフェイスの

開発

サービスの
実装

本番移行
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1.3 システムアーキテクチャ 

原則として，MSW は構造上の拡張性を持ち，さらに可能な限り再利用できるように

するべきである．また，MSW は，単純なサービスコンポーネントとして，分析済みの

妥当な業務プロセスと低層レベルの機能に基づくべきである．それらはそのまま使用

することができ，あるいは必要に応じてより複雑なサービスとして構成する（組み立

てる）こともできる．シングルウィンドウは，標準通信プロトコルの使用により，ユ

ーザーがアクセスできる方法で設計すべきである．国家シングルウィンドウでは，他

のシングルウィンドウや海運業者が運用するシステムとの国際間データ交換を行うた

めに，整合したインターフェイスを備えるべきである． 
  

コンポーネントの設計 コンポーネント仕様 
コンポーネント設計 

コンポーネント仕様 
コンポーネント設計 

インターフェイスの設計 インターフェイス仕様 
インターフェイス設計 

インターフェイス仕様 
インターフェイス設計 

ユーザーインターフェイ

スの設計 
ユーザーインターフェイス

仕様 
ユーザーインターフェイス

設計 

ユーザーインターフェイス

仕様 
ユーザーインターフェイス

設計 
4 実装 開発環境の構築 開発環境の定義 開発環境の定義 

コンポーネントの実装 コンポーネントの実装 コンポーネントコード 
インターフェイスの実装 インターフェイスの実装 インターフェイスコード 
ユーザーインターフェイ

スの実装 
ユーザーインターフェイス

の実装 
ユーザーインターフェイス

コード 
サービスの実装 サービスの実装 サービス実装コード 

5 試験と

運用 
試験 試験ケースの準備 

単体試験の実施 
結合試験の設計 
結合試験の実施 

試験ケース 
単体試験の結果 
結合試験の仕様 
結合試験の結果 

トレーニング ユーザーマニュアルの作成 
オペレータマニュアルの作

成 
ユーザーの訓練 
オペレータの訓練 

ユーザーマニュアル 
オペレータマニュアル 
ユーザー訓練の報告 
オペレータ訓練の報告 

運用 移行試験 
システムリリース 

移行試験の結果 
システムリリースの報告 
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附属書 D 

運用保守における基本的考慮事項 

 
項目 内容 

総合管理 システム運用の全体管理 
運用管理 CPU，メモリなどのリソース管理，定期監査，死活監視，セ

キュリティチェック，アクセスログ，バックアップなど 
ユーザー管理 ユーザーからの利用申請の受付，ユーザーデータのデータベ

ースへの登録，ID・パスワード発行． 
ユーザーのアクセス権の規定および必要に応じた更新 

データ管理 DB への定期的更新データ入力（例：船舶名，IMO 番号，コ

ールサインの間についての関連性） 
更新履歴記録の管理 

セキュリティ管理 常時アップデートと，内／外的脅威からのシステム，デー

タ，情報の保護についての徹底 
ユーザー向けヘル

プデスク（サポー

トデスク） 

システム機能の使用法，改善要求，システム障害の問い合わ

せについてのユーザーからの問い合わせに対する回答 

システム障害管理 システム障害の発生原因の調査．障害原因がハードウェア，

OS やミドルウェアをはじめとするソフトウェア，ネットワー

クによるものであれば，サプライヤーと協力して，問題に対

処する．一方，アプリケーションが原因ならば，システム開

発者と協力して，問題に対処する． 
アプリケーション

維持管理 
バク修正やシステム微修正 

ソフトウェア維持

管理 
利用可能なソフトウェアパッチ適用によるシステムの最新状

態維持 
サーバ（ハードウ

ェア）管理 
室温や入室管理など，適切なサーバルーム環境の維持 
注）最近は，多くのシステム所有者が独自のサーバルームを

持たずに，クラウドサーバを利用する傾向にある． 
ネットワーク維持

管理 
管理コンピュータの追加時またはシステム構成の変更時にお

けるネットワークの修正 
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付録 B MSW ガイドラインの改定内容 

 

 付録 Bでは，MSW ガイドラインの改定の内容について，章節ごとに逐次述べる．MSW ガイドラインの

章節番号については，本稿の本文中の章節番号と区別するために，ゴシック斜体で示す． 

 なお，全体構成（章節構成）の変更については，付録 Cに示すとおりである． 

 

1. はじめに 

2016 年に改正された FAL 条約附属書のうち，MSW に関する内容（公的機関に対し船舶の入出港手続き

および港湾手続きを支援する電子情報交換システムの構築を義務付ける新たな標準規定 1.3 の二）を本章

に反映した． 

 

2. 範囲 

 （2.冒頭部について）一部修正加筆されているものの，特筆すべき改定内容はない．  

 

2.1 対象となる機関 

 今回の改定で新たに記述された内容である．基本的な対象読者は MSW を設置する公的または行政機関

とされた．対象読者が明確化されたことにより，記述内容の軽重に偏りがあった旧版 MSW ガイドライン

の内容を整理・改定するにあたっての方向付けを行うことが可能となった． 

 

2.2 海上輸送 

 旧版 MSW ガイドラインからの記述内容の変更はない． 

 

2.3 電子メッセージ 

旧版 MSW ガイドラインに記載されていた，「シングルウィンドウの定義は，場合によっては，紙の書類

の使用を排除するものではない．FAL 条約は，申請者が紙の書類にて申請を行った場合に，公的機関に対

してその受理を義務付けている．」という記述については削除された．これは，2016 年の FAL 条約附属書

改正により，紙書類の受理義務に関する規定（旧標準規定 1.5）が削除されたことに起因する． 

 

2.4 本ガイドラインと標準 

 旧版 MSW ガイドラインからの記述内容の変更はない． 

 

３. 用語 

旧版 MSW ガイドラインは，用語解説をアルファベット順で行っていたため，用語の位置づけが理解し

づらかった．そこで，今回の改定において，用語を，関係者・手続き・情報技術・シングルウィンドウの四

グループに分類した．また，用語によっては，FAL 条約附属書に規定されている定義と整合を図った．さ

らに，シングルウィンドウに分類される用語については，用語間の関連性を示す図 1 を追記した． 
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3.1 関係者 

3.1.1 運送人  

 旧版 MSW ガイドラインからの記述内容の変更はない． 

 

3.1.2 運送取扱人 

 旧版 MSW ガイドラインからの記述内容の変更はない． 

 

3.1.3 依頼主 

 旧版 MSW ガイドラインから一部修正されているものの，特筆すべき改定内容はない． 

 

3.1.4 船舶代理店 

 旧版 MSW ガイドラインの定義は，ガイドラインにおいて独自に定めたものであったが，今回の改定で

は，FAL 条約附属書に規定されている用語の定義との整合性をとった． 

 

3.2 手続き 

3.2.1 許可 

 旧版 MSW ガイドラインからの記述内容の変更はない． 

 

3.2.2 積荷目録 

 旧版 MSW ガイドラインから一部修正されているものの，特筆すべき改定内容はない． 

 

3.2.3 船荷証券 

 今回の改定で，『船荷証券の特徴として，貨物の引き取りをするためには，紙であっても電子媒体であっ

ても，原本と引き換えなければならない．』という一文が追記された．電子式船荷証券については，その役

割および機能ならびに生じる法律関係を包括的に規律する国際条約・法令は存在しないとされているもの

の 75)，今回の改定により，MSW ガイドラインは，貨物の引き換えに関する電子式船荷証券の考え方を示し

たといえる． 

 

3.2.4 運送状 

 旧版 MSW ガイドラインからの記述内容の変更はない． 

 

3.2.5 FAL 文書 

 FAL 条約附属書に則り，適切な表現に修正された． 

 

3.3 情報技術（IT） 
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3.3.1 電子データ交換 

 主な変更点は，電子データ交換に関して国際標準への適合の重要性に関する記述（第 3 文）の追記であ

る．また，第 2 文に，UN/EDIFACT と XML に加えて，「標準化されたファイルフォーマット」が追記され

た．なお，改定作業の途中では，この標準化されたフォーマットの例として CSV と JSON フォーマットが

挙げられていたが，最終的には掲載されたなかった．また，本稿 3.5 にも示したが，ブロックチェーン技

術も電子データ交換に活用可能性がある旨の記述についても議論があったものの，最終的には掲載されな

かった． 

 

3.3.2 UNECE; UN/EDIFACT 

 旧版 MSW ガイドラインに一部追記されているものの，特筆すべき改定点はない． 

 

3.3.3 電子署名 

 旧版 MSW ガイドラインに一部追記されているものの，特筆すべき改定点はない． 

 

3.3.4 電子封印 

 電子封印は，改定にともない新たに追記された項目である． 

 

3.4 シングルウィンドウ 

FAL 条約附属書に規定するシングルウィンドウの定義を冒頭に追記した．その後に，旧版 MSW ガイド

ラインにも記載のあった，UN/CEFACT 勧告第 33 号のシングルウィンドウ定義の引用および WCO メンバ

ーのシングルウィンドウに対する捉え方を記述した．また，新たに UN/CEFACT の技術通達を引用し，「一

度のみの申告」の原則について言及している．さらに，ガイドラインにおける「シングルウィンドウ環境」

と「シングルウィンドウシステム」の用語の使い分けの解説を新たに追記している． 

 

3.4.1 国家シングルウィンドウ（National Single Window: NSW） 

3.4.2～3.4.5 に示す各種シングルウィンドウや 3.4.6 に示す関係図も考慮しつつ，全面的に修正した． 

 

3.4.2 海事・港湾シングルウィンドウ（Maritime Single Window: MSW） 

新規に追記した節である．旧版 MSW ガイドラインの本文中には，MSW という用語が存在しなかったた

め*36，今回の改定に伴い新たに定義した．また，この項は，MSW と TSW との概念分離の観点からも必要

である． 

 

3.4.3 貿易シングルウィンドウ／税関シングルウィンドウ（TSW/CSW） 

新規に追記した項である．旧版 MSW ガイドラインにおいては，「Cargo and trade single window」という

                                                                 
*36 ただし，旧版 MSW ガイドラインの附属書 A の各国事例の中では，オランダとノルウェーが MSW という用語を用

いている． 
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用語が使用されており，意味は，文脈から本稿の TSW/CSW とほぼ同義であるものの，明確な定義付けは

されていなかった．今回の改定に伴い，Cargo and trade single window という用語を削除し，TSW/CSW（本

稿およびガイドラインでは略して「TSW」という．）を用い，定義付けをおこなった．また，この項は，MSW

と TSW との概念分離の観点（本稿 2.2.4(2)②，2.3(3)参照）からも必要である． 

 

3.4.4 港湾シングルウィンドウ（PSW） 

旧版 MSW に記載されていた内容に加えて，MSW／NSW と PSW との可能な限りの接続の推奨，NSW へ

のデータ送信におけるゲートウェイとしての PSW の役割および Port Community System (PCS: 3.4.5 参照)

との関係が追記された． 

 

3.4.5 港湾コミュニティシステム（PCS） 

IPCSA の定義を引用して全面的に修正された．また，旧版 MSW では，PCS は民民間での電子データ交

換のためのシステムとされていたものの，改定に伴い，民民間に加えて官民間・官官間もその対象とされ，

対象範囲が広がった．また，各種シングルウィンドウのゲートウェイとしても用いることが可能とされ，

他のシングルウィンドウとの関係性も明確にされた． 

 

3.4.6 シングルウィンドウと関連システムの関係事例 

本項は新たに追記されたものであり，3.4節に示す各種シングルウィンドウとの関係性を図示している．

関係図は，考えられる多くのケースを包含し，一般的・汎用的なものであるが，CG メンバーから，この関

係図に当てはまらないケースもあるとの意見が出されたため，関係図を一事例の扱いとした． 

 

4. 国際海上貿易の概要 

本稿 2.3(4)で示すように，FAL42 会合で，MSW ガイドライン 4 章の分量削減に努めることが決定され

た． 

この方針に沿って，旧版 4.2 節「各プロセスにおける異なる役割」の内容は，改定版 4.1節「異なる業

務プロセスグループ」と改定版 4.3 節「シングルウィンドウに関連する当事者および業務機能」の内容に

含まれることから，旧版 4.2節のほぼ全ての内容を削除し分量削減を行った．（一部の表現については別の

節に振り分けた）．なお，改定版 4.3節は，旧版 5.9節「シングルウィンドウのユーザー」が移動され，表

題を上記「シングルウィンドウに関連する当事者および業務機能」のように変更されたものである． 

 本章に紐付く各節については，国際船舶管理者協会（INTERMANAGER）からの指摘に基づき，船員の寄

与に関する追記など適宜修正されたものの，基本的には旧版 MSW ガイドラインからの大きな変更点はな

い． 

 

5. 基本計画策定 

 （5.冒頭部について）FAL 便覧に関する記述として，「より詳細な情報については，簡易化と電子ビジネ

スに関する IMO/FAL 便覧（FAL 便覧）に記載がある．」という記述がある．5 章冒頭からの文脈を考慮の上
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でこの記述内容を読むと，FAL 便覧が本ガイドラインについての詳細な情報を提供するとも読める．しか

しながら，FAL 便覧はあくまでもシステム間連携におけるデータ要素に焦点を絞った特定の技術マニュア

ルであるために，MSW 構築全体の流れからみると極めて限定的な内容である．このため，この記述は「電

子データ交換についての詳細な情報は，簡易化と電子ビジネスに関する IMO/FAL 便覧（FAL 便覧）に記載

がある．」と修正されることが望ましい．なお筆者らは，この修正案を FAL 委員会に提案している*37． 

 

5.1 目的 

 FAL42 会合の議論において，MSW 構築にあたっての全体的なアプローチ概念を本ガイドラインに反映

させることが決定された（本稿 2.3，2.4.1参照）．これに対応するために新たに追記された記述である． 

 

5.2 アーキテクチャ概念 

 基本計画策定にあたり，行政機関の担当者が知っておくべきアーキテクチャ概念を新たに追記した． 

 

5.3 範囲と利害関係者の選定 

 旧版 5.1節「範囲と利害関係者の選定」を，本節に移動した．また，旧版 6.1.1～6.1.4項を改定版 5.3

節以下の 5.3.1～5.3.4項に移動して，記述内容を適宜修正した．修正された記述内容については旧版から

の本質的な変更はない．なお，改定版 5.3.1では，シングルウィンドウは MSW と TSW の 2 種類に大別さ

れるという主旨の記述があり，これは，FAL42 における議論結果（MSW と TSW を分離すること：2.3(3)

参照）の方針に沿い，旧版 6.1.1をベースに記述したものである． 

 

業務プロセスと情報フローのレビューと分析*38 

 新たに追加された項である．MSW を導入する際には，現在の業務プロセスと情報フローのレビューと分

析が必要である旨を示している． 

 

5.4 関連政策課題の分析 

 旧版 MSW ガイドライン 5.2 節「関連政策課題の分析」を本節に移動した．また記述内容については，

新たに，UN/CEFACT 勧告第 35 号「国際貿易のシングルウィンドウのための法的枠組みの構築」に言及し，

さらに旧版 7.2.1～7.2.3項を組み入れて全面改定した． 

 

5.5 レガシーシステムとプロセスの活用検討 

 旧版 MSW ガイドライン 5.3 節「レガシーシステムとプロセスの活用検討」を本節に移動させた．記述

内容について，旧版への加筆・修正がなされたものの，本質的な変更点はない． 

 

                                                                 
*37 修正が望ましい事項については，それらをまとめた上で，FAL44 会合（2020 年 4 月開催予定）向けに日本国政府

から MSW ガイドラインの一部を修正する提案文書を提出している 76)． 
*38 本来 5.4節であるが，IMO から発行された FAL.5/Circ.42 は節番号が抜けている．修正されることが望ましく，わ

が国から提案文書を IMO に提出している*37． 
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5.6 情報セキュリティ要件の決定 

 旧版 MSW ガイドライン 5.4 節「情報セキュリティ要件の決定」を本節に移動させた．この節の内容に

ついては旧版からの変更点はない． 

 

5.7 プロセス自動実行の支援  

 新たに追記された節である．内容は，申請の自動実行と情報セキュリティとの関係について述べている． 

 

5.8 ビジネスモデルの決定 

旧版 MSW ガイドライン 5.5節「ビジネスモデルの決定」を本節に移動させた．旧版からの変更点は，修

辞上の修正のみである． 

 

5.9 情報の保存  

旧版 MSW ガイドライン 8.5節「情報の保存」を本節に移動させた．また記述内容については，修正・追

記されたものの，本質的な変更はない． 

 

6. 構築 

6.1 方法論と設計プロセス 

 MSW 構築にあたっての全体的なアプローチ概念を反映するため（本稿 2.3，2.4.1 参照），新たに追記

された節である．ただし，システム開発の一般的な流れを示す図 6 については，旧版 MSW ガイドライン

の図を転用した． 

 

6.2 重要業務評価指標（KPI） 

 MSW 構築にあたっての全体的なアプローチ概念を反映するため（本稿 2.3，2.4.1参照），新たに追記さ

れた節である．CG_FAL42-43 では，上記の全体的なアプローチ概念の議論において，MSW 構築にあたっ

てのベンチマークの設定に関する検討がなされていた．議論の結果，CG_FAL42-43 では合意が得られず，

FAL43 で議論した結果，ベンチマークではなく KPI として記述することになった． 

 

6.3 システムアーキテクチャの概要 

 今回の改定において新たに追記された節である．システムアーキテクチャの概要を図 7，8 と解説により

示したものである． 

 

6.4 データの調和 

 旧版 MSW ガイドライン 5.7.3 項を本節に移動し，組織名などを時点修正した．基本的には内容の変更

はない． 

 

6.5 データ要素 
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 旧版 MSW ガイドライン 5.8 節を本節に移動した．旧版の記載内容は，FAL 様式，保安情報および廃棄

物申請に用いられるデータ項目と ISO28005-2 のデータ要素との対応表，ならびに WCO データモデルと

FAL 様式との対応に関する言及であった．今回の改定では，データ要素の具体的な定義や関連する国際標

準との対応表の作成は行わなかった．これは，本ガイドラインの改定と同時期に，別の非公式 CG におい

て改定作業が行われていた FAL 便覧の内容 17)と重複するためである．このため，本節では，FAL 便覧を参

照することにして，記述内容については FAL 便覧の概説にとどめた． 

  

6.6 シングルウィンドウへのデータ入力 

 旧版 MSW ガイドライン 8.2 節を本節に移動した．旧版では，データ入力方法として，システムへの手

入力・低帯域 Web インターフェイス・メール・電子データ交換の 4 種類が記載されていたが，今回の改定

で，システム間連携インターフェイス（Machine to Machine Interface）とグラフィカルユーザーインターフ

ェイス（Graphical User Interface: GUI）の 2 種類に変更し，記述内容も全面的に変更した． 

 

6.7 ユーザーのデータ入力支援ツール 

 旧版 MSW ガイドライン 8.3節を本節に移動したものの，記述内容の変更はない． 

 

6.8 非機能要件 

 旧版 MSW ガイドライン 5.10節を本節に移動した．微修正をしたものの，内容に関して本質的な変更は

ない． 

 

6.9 サイバーセキュリティ 

 近年の情報システムへのサイバー攻撃に鑑み，新たに追記した節である．サイバーセキュリティについ

ては，IMO から「Guidelines on Maritime Cyber Risk Management（海運におけるサイバーリスクマネージメ

ントに関するガイドライン）」（MSC-FAL.1/Circ.3）が発行されており，それに言及している． 

 

7. 相互運用性 

 新たに設けた章であり，7 章冒頭部の解説については新たに執筆した．章に紐づく節については，旧版

8.4.1， 8.4.2項を移動させ，新たに 7.1節，7.2節とした．なお，7章冒頭部に「FAL 便覧は，相互運用

性を促進し，MSW のシステム連携を実装するために使用可能なデータ形式を特定している．」という一文

があるが，FAL 便覧の内容を踏まえると，「使用可能なデータ形式」に加えて，「使用可能なデータ要素」

も重要な項目であることから，修正されることが望ましい*37． 

 

7.1 UN/EDIFACT と FAL 便覧 

 旧版 8.4.1 を本節に移動させた．旧版の記述では，UN/EDIFACT が相互運用に関する唯一のデファクト

標準と考えられるという趣旨の記述があったが，XML の適用などを考慮して，極めて広範に使用されてい

るという表現に修正された．なお，「UN/EDIFACT の使用にあたっては，UN/EDIFACT 関連の包括的な議論
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を含む，FAL 便覧に準拠すべきである．」という一文がある．旧版の FAL 便覧 46)，47)，48)は，UN/EDIFACT

形式電文の使用が前提であったが，改定された FAL 便覧は，UN/EDIFACT を含む特定のメッセージフォー

マットの適用を前提としておらず，この文章は適切ではない．このため，この文章を削減し，また，本節の

タイトルも「と FAL 便覧」の文言を削除することが望ましい*37． 

 

7.2 Extensible Markup Language（XML） 

 旧版 8.4.2を本節に移動させた．内容は加筆・修正されたものの，内容の大きな変更はない． 

 なお，冒頭第 1，2 文では「電子メッセージの分野における新たな開発の大半は，Extensible Markup Language 

(XML)の適用に基づいている．XML は，一般的なオフィス自動化ツールや市販またはパブリックドメイン

のコンピュータソフトウェアによる幅広いサポートを備えた，電子データ交換用の比較的単純なシステム

である．」と記述されている．しかし，XML は既に広く用いられていることから，「新たな」という表現は，

現状を正確に表現しているとは言い難い．また，XML はあくまでマークアップ言語（本文以外の情報を付

加することが可能な言語）であり，情報システムを指す用語ではない．このため「現在，XML は，電子メ

ッセージの分野で広く利用されている．XML は，一般的なオフィス自動化ツールや市販またはパブリック

ドメインのコンピュータソフトウェアによる幅広いサポートを備えた，マークアップ言語である．XML は

システム間連携にも適用できる．XML 形式をシステム間連携に適用した情報システムは，EDIFACT 形式

を用いた従来型の電子データ交換システムより比較的単純である．」という記述の方が望ましい*37． 

 

8. 特徴 

 MSW 構築にあたっての全体的なアプローチ概念を反映するため（本稿 2.3 および 2.4.1 参照），新たに

追記された節である． 

 本章は，5.1 に示す MSW 構築の目的に沿うために，FAL 条約附属書準拠，「一度のみの申告」の原則，

申告データの再活用など，MSW に備えるべき特徴について述べている． 

 

9. 運用保守 

 情報システムの構築にあたっては，運用保守も基本計画段階から検討しておく必要がある．このため，

今回の改定で新たに本章を追加した． 

 
  



Maritime Single Window（MSW）の国際展開に向けた環境整備の実践－MSW 構築のためのガイドラインの全面改定－ 
飯田純也・鈴木健之 

106 

付録 C 

 
全体構成（章節構成）の新旧対照表 

 
 旧版 改定版 
目次 （なし） （あり） 

本文 
1. はじめに はじめに 
2. 範囲 範囲 
 2.1  海上輸送  対象読者 
 2.2  電子メッセージ  海上輸送 
 2.3  本ガイドラインと標準  電子メッセージ 
 2.4  ―――  本ガイドラインと標準 
3. 定義 用語 
 3.1  船荷証券 関係者 
  3.1.1   ―――   運送人 
  3.1.2 ―――   運送取扱人 
  3.1.3 ―――   依頼主 
  3.1.4 ―――   船舶代理店 
 3.2  運送人  手続 
  3.2.1 ―――   許可 
  3.2.2 ―――   積荷目録 
  3.2.3 ―――   船荷証券 
  3.2.4 ―――   運送状 
  3.2.5 ―――   FAL 文書 
 3.3  許可  情報技術 
  3.3.1 ―――   電子データ交換 
  3.3.2 ―――   UNECE: UN/EDIFACT 
  3.3.3 ―――   電子署名 
  3.3.4 ―――   電子印鑑 
 3.4  荷受人  シングルウィンドウ 
  3.4.1 ―――   国家シングルウィンドウ 
  3.4.2 ―――   海事・港湾シングルウィンドウ 
  3.4.3 ―――   貿易シングルウィンドウ／税関シングルウ

ィンドウ 
  3.4.4 ―――   港湾シングルウィンドウ 
  3.4.5 ―――   港湾コミュニティシステム 
  3.4.6 ―――   シングルウィンドウと関連システムの関係

事例 
 3.5  荷送人／荷主  ――― 
 3.6 貨物 ――― 
 3.7  電子データ交換 ――― 
 3.8  電子港湾許可 ――― 
 3.9  電子署名 ――― 
 3.10  FAL 様式 ――― 
 3.11  運送取扱人 ――― 
 3.12  積荷目録 ――― 
 3.13  国家シングルウィンドウ ――― 
 3.14  港湾コミュニティシステム ――― 
 3.15  港湾シングルウィンドウ ――― 
 3.16  依頼主 ――― 
 3.17  船舶代理店 ――― 
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 3.18  シングルウィンドウ ――― 
 3.19  UN/EDIFACT ――― 
 3.20  運送状 ――― 
4. 国際貿易の高次元の概要 国際海上貿易の概要 
 4.1  異なる業務プロセスグループ  異なる業務プロセスグループ 
 4.2  各々の業務プロセスにおける役割  輸送タイムライン 
 4.3  輸送タイムライン  シングルウィンドウに関連する当事者および

業務機能 
5. シングルウィンドウ実装の指針 基本計画策定 
 5.1  範囲と利害関係者の選定  目的 
 5.2  関連政策課題の分析  アーキテクチャ概念 
 5.3  レガシーシステムとプロセスの活用

検討 
範囲と利害関係者の選定 

  5.3.1   ―――   MSW/TSW 
  5.3.2 ―――   許認可機能の実装 
  5.3.3 ―――   輸送の種類 
  5.3.4 ―――   地理的範囲 
  ―――  業務プロセスと情報フローのレビューと分析 
 5.4  情報セキュリティ要件の決定  関連政策課題の分析 
  5.4.1 ―――   国際輸送 
  5.4.2 ―――   地域内輸送 
  5.4.3 ―――   国内輸送およびカボタージュ輸送 

5.5  ビジネスモデルの決定  レガシーシステムとプロセスの活用検討 
 5.6  方法論とツールの選定  情報セキュリティ要件の決定 
 5.7  設計プロセス  プロセス自動実行の支援 
  5.7.1   一般的な方法論 ――― 
  5.7.2   シングルウィンドウの方法論 ――― 
  5.7.3   データ調和 ――― 
 5.8  データ要素  ビジネスモデルの決定 
 5.9  シングルウィンドウのユーザー  情報の保存 
 5.10  非機能要件 ――― 
6. シングルウィンドウの範囲 構築 
 6.1 範囲の設定  方法論と設計プロセス 
  貨物／船舶シングルウィンドウ ――― 
  実装される許可機能 ――― 
  サポートされる船舶の種類 ――― 
  地理的範囲 ――― 
 6.2 ―――  重要業績評価指標（KPI） 
 6.3 ―――  システムアーキテクチャの概念 
 6.4 ―――  データ調和 
 6.5 ―――  データ要素 
 6.6 ―――  シングルウィンドウへのデータ入力 
 6.7 ―――  ユーザーのデータ入力支援ツール 
 6.8 ―――  非機能要件 
 6.9 ―――  サイバーセキュリティ 
7. 法的課題 相互運用性 
 7.1 一般的な課題  UN/EDIFACT と FAL 便覧 
 7.2 航行のタイプ  Extensible Markup Language (XML) 
  7.2.1   国際航行 ――― 
  7.2.2   地域航行 ――― 
  7.2.3   国内航行とカボタージュ ――― 
 7.3  貿易および輸出入の課題 ――― 
 7.4  地域版シングルウィンドウへの考慮 ――― 
 7.5  プアリバシーと知的財産 ――― 
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8. 実装の課題 特徴 
 8.1  物理的な実現 ――― 
 8.2  シングルウィンドウへのデータ入力 ――― 
 8.3  データ入力支援ツール ――― 
 8.4  電子データ交換様式 ――― 
  8.4.1   UN/EDIFACT および FAL 便覧 ――― 
  8.4.2   Extensible Markup Language (XML) ――― 
 8.5  情報保存 ――― 
9. 教訓 運用保守 
 9.1  当局のみのシングルウィンドウ ――― 
 9.2  官民連携シングルウィンドウ ――― 
 9.3  国家公的シングルウィンドウ ――― 
 9.4  地域シングルウィンドウ ――― 
 9.5  大規模港湾 ――― 
10. 適用可能な標準 参考文献 
 10.1 IMO: FAL  
 10.2  WHO  
 10.3   WCO  
 10.4   WTO  
 10.5   UNECE  
 10.6   UNCTAD  
 10.7   UNCITAL  
 10.8   UN/CEFACT  
 10.9   ISO  
 10.10  シングルウィンドウプロジェクトに

おける法的課題 
 

 10.11  PROTECT  
 10.12   TDCC および ASC X12  
 10.13  OASIS-ebXML  
 10.14   OASIS-UBL  
11. リソース  
 11.1  重要文書についての参照先  
 11.2  参考文献  
 11.3  その他  

附属書 
A MSW ベストプラクティス MSW 事例集 
B 詳細方法論の事例 適用可能な標準一覧 
C － 技術概要 
D － 運用保守における基本的考慮事項 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




